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1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程

を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。
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T h i s  paper  repor t s  on a  ser ie s  of  i nves t igat ions 

conducted on Girl and Swan, a painting in the collection 

of the Museum of Art, Kochi, as well as on the exhibition 

and public disclosure that followed from their results. 

The museum acquired Girl and Swan in 1996 as an art 

work painted in 1919 by the German Expressionist 

artist Heinrich Campendonk. At the time, the available 

provenance documentation and related information 

were considered sufficient to support the attribution of 

the work to Campendonk. However, in June 2024, 

information was received by the Tokushima Modern Art 

Museum and the Berlin State Police, indicating a high 

likelihood that the painting had in fact been produced 

by the German forger Wolfgang Beltracchi (arrested and 

imprisoned in 2010) and falsely presented as a work by 

Campendonk. In response, a team of specialists was 

i m me d i a t e ly  a s s e m ble d ,  a n d  a  c o mp r e h e n s i ve 

invest igat ion was car r ied out over approximately 

eighteen months.

The investigation comprised close visual examination 

from a conservation perspective, infrared ref lectography 

and ultraviolet-induced f luorescence imaging, as well as 

a  s er ie s  o f  s c ient i f i c  a n a ly se s ,  i nc lud i ng  X-r ay 

f luorescence analysis and micro Raman spectroscopy, in 

order to examine the material composition and the date 

of production of the work. These analyses revealed, 

among other findings, the presence of pigments that 

only came into general use in the latter hal f of the 

twentieth century, together with numerous features 

inconsistent with Campendonk’s known work ing 

methods and period of activity. On the basis of these 

scientif ic results, combined with documentary and 

provenance research, the painting was judged to be, 

with a very high degree of probabil ity, a forgery by 

Wolfgang Beltracchi.

The discussion that follows takes as its primary aim the 

systematic documentation and sharing of the scope, 

procedures, and f indings of th is mult id iscipl inary 

scientific investigation of Girl and Swan. At the same 

time, by re-examining the aims of the special exhibition 

Reconsidering “Girl and Swan”: Thinking about Forgery in a 

Museum That Holds One, which was organized on the basis 

of these results, this paper seeks to show the role that 

sc ient i f ic  a na lys i s  c a n play i n recon f ig ur i ng t he 

attribution and meaning of an artwork, as well as the 

potential of re-exhibiting a forgery to open up a field of 

discussion that moves beyond the simple binary of 

“authentic” versus “fake.”
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1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程

《少女と白鳥》再検証
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を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

本稿は、高知県立美術館が所蔵する油彩画《少女

と白鳥》について実施された一連の調査と、その成

果にもとづく展示および情報公開のプロセスを報告

するものである。

1996年、高知県立美術館は、ドイツ表現主義の画

家ハインリヒ・カンペンドンクによる1919年の作品と

して《少女と白鳥》を購入した。当時入手可能であっ

た来歴資料および関連情報は、本作をカンペンドン

クの真作と判断するに足るものと考えられていた。し

かし、2024年、本作がドイツの贋作画家ヴォルフガン

グ・ベルトラッキ（2010年に逮捕・服役）によってカン

ペンドンク作と偽り制作された贋作である可能性が

高いとの情報が、徳島県立美術館やドイツベルリン

州警察などから寄せられる。これを契機に専門家に

よる調査チームが組織され、各機関の協力のもと、

およそ一年半にわたる包括的な調査が実施された。

検証過程においては、保存修復分野で常時おこ

なわれる熟覧調査に加え、蛍光X線分析や顕微ラマ

ン分光分析などの科学的手法を段階的に適用し、

作品の材質的特徴を調べ、制作年代を再考した。そ

の結果、本作品には20世紀半ばから後半以降に一

般化した顔料が含まれていることが確認されるな

ど、カンペンドンクの制作年代や技法と整合しない

点が多数発見された。こうした科学分析の成果と文

献精読、来歴調査を合わせ総合的に検討した結果、

高知県立美術館は《少女と白鳥》はハインリヒ・カン

ペンドンクの真作ではなく、ヴォルフガング・ベルトラ

ッキによって制作された贋作であるとの結論に至

り、その旨が公表された。

以下の論は、《少女と白鳥》について実施された各

調査の実施過程や結果を体系的に記録し共有する

ことを目的として執筆されるものである。なお、本稿

の最終章では、調査結果にもとづいて実施された特

別展「再考《少女と白鳥》─贋作を持つ美術館で贋

作について考える」の射程にも言及し、科学分析が

美術作品の帰属と意味の再構成に果たしうる役割

と、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分法的枠

組みを超えた議論の場を形成しうる可能性を示す。

【キーワード】 

贋作、作品帰属、絵画の構造・材質分析、光学調査、

保存修復、博物館学（ガバナンス・情報公開）

要旨

図1: ハインリヒ・カンペンドンクを詐称した
 ヴォルフガング・ベルトラッキ《少女と白鳥》
 1990年代、カンヴァスに油彩、69.0×99.3 cm
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(7) 以下を参照。 Noah Charney, “The Beltracchi Case: The Anatomy of a Forgery Scandal,” in The Art of Forgery: The Minds, Motives 
and Methods of Master Forgers (London: Phaidon Press, 2015).

1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

図2: カタログ・レゾネに掲載された《少女と白鳥》の情報
 掲載元：Andrea Firmenich, Heinrich Campendonk. 1889 - 

1957. Leben und Expressionistisches Werk, Bongers

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程
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を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

図3: ヘレーネ・ベルトラッキが祖母に扮して撮影した来歴偽装用
の写真

 掲載 元：St efa n  Koldehof f  e t  Tobia s  Ti m m , L’Af fa i re 
Beltracchi: enquête sur l’un des plus grands scandales de 
faux tableaux du siècle e t sur ceux qui en ont prof i té  
(Arles: Actes Sud, coll. « Babel », 2015)
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1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程
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を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

(8)  ベルトラッキの贋作は、ドイツ、スイス、フランスを中心に、複数の美術史家、ギャラリー、オークション関係者、さらにはマックス・エルンス
トの遺族を含む権利者たちによっても長く真正と認められていたことが、裁判記録および当事者の証言によって確認されている。以下を参
照。 Johannes Hirsch, Narrationen der Fälschung: Von Kunstfälschung und Erzählkunst bei Wolfgang Beltracchi, Eric Hebborn und Elmyr 
de Hory (Gießen: Psychosozial-Verlag, 2016), pp. 77-124.

(9) 19世紀以降の美術史において、作品の真贋は長らく、鑑定家や美術史家が長年の経験によって培った「眼」によって判断されてきたこ
とが繰り返し指摘されてきた。とりわけジョヴァンニ・モレッリやマックス・J・フリードレンダーの著作は、このような真贋判断の伝統を
理論化した古典的文献とされている。詳細は以下を参照。 Giovanni Morelli, Della pittura italiana. Studii storico-critici, 2 vols. 
(Milan: Treves, 1890–1897); Max J. Friedländer, On Art and Connoisseurship, trans. Tancred Borenius (Boston: Beacon Press, 1959).

図4: German and Austrian Art ’95: Nineteenth and Twentieth 
Centur y Pain t ings ,  Drawings and Pr in t s ,  Ch r is t ie’s , 
London, 11 October 1995, pp.170-171. （オークションカタロ
グ、個人蔵）
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1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程
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を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

(10) Diana Blumenroth, Jenny Nieberle, and Gunnar Heydenreich, Möglichkeiten und Grenzen kunsttechnologischer Untersuchungen: Heinrich 
Campendoncks Gemälde im Kontext des Beltracchi-Fälschungsskandals. Research report (Cologne: Institut für Restaurierungs- und 
Konservierungswissenschaft [CICS], TH Köln, 2014), 264.

図5: 《少女と白鳥》裏面の構造
 撮影：田口かおり、佐藤寛子（図5-図13まで同撮影者）
図6: 《少女と白鳥》透過光撮影写真
図7: 《少女と白鳥》部分撮影写真　
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1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程
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を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

(11) カンペンドンク作品において、裸婦像と動物（鹿、馬、鳥など）が楽園的・象徴的な自然の中で共存する構図が反復的に用いられている。 
Andrea Firmenich, Heinrich Campendonk 1889–1957: Leben und expressionistisches Werk: mit Werkkatalog des malerischen 
Œuvres, Andrea Firmenich (Recklinghausen: Verlag Aurel Bongers, 1989).

図8: 《少女と白鳥》赤外線反射画像 720 nm 図9: 《少女と白鳥》紫外線励起蛍光撮影画像

図10: 《少女と白鳥》
 デジタルマイクロスコープ撮影画像　

図11: 《少女と白鳥》部分撮影写真 図12: 《少女と白鳥》木枠の裏面に
 貼られた来歴偽造ラベル　
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1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程
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を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

(12) バイエルン州立絵画コレクション附属デルナー研究所（Doerner Institut, Bayerische Staatsgemäldesammlungen）による材料分析の結
果、絵具層からルチル型チタン（チタニウムホワイト）および1938年以前には市販されていなかった緑色顔料が検出された。ルチル型二
酸化チタン顔料の工業的生産は1930年代以降であることから、本作の1914年制作という帰属は技術的に否定された。以下を参照。
Stefan Koldehoff et Tobias Timm, L’Affaire Beltracchi: enquête sur l’un des plus grands scandales de faux tableaux du siècle et sur ceux 
qui en ont profité (Arles: Actes Sud, coll. « Babel », 2015), p. 31.

図13

図13: 《少女と白鳥》木枠の裏面に押された来歴偽造スタンプ
図14: ハインリヒ・カンペンドンクを詐称したヴォルフガング・ベル

トラッキ《人物と鳥のいる風景》木枠裏面の来歴偽造ラベル
およびスタンプ

 掲載元：Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen 
zu Berlin, 20.08.2011, S. 25–26. 　
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1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程
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を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

(13) チタニウムホワイトは、チタン の酸化物である二酸化チタン（TiO₂）からなる白色顔料の名称である。この物質自体の発見は19世紀にま
で遡るが、爆発的に普及するきっかけとなったのは、1910年代に米国やノルウェーで相次いで開始された工業的な生産である。以降、市
場にゆっくりと登場し、1920年代後半－30年代にかけて徐々に白色顔料として受け入れられるようになる。有害な金属である鉛を含む
シルバーホワイト等とは異なり、チタニウムホワイトにはほとんど毒性がなく、さらにきわめて高い隠蔽力と着色力を持つことから、新し
い画材として瞬く間に広がった。Marilyn Laver, “Titanium Dioxide Whites,” in Artists’ Pigments: A Handbook of Their History and 
Characteristics, vol. 3, ed. Elizabeth West FitzHugh (Oxford: Oxford University Press, 1997), pp. 295–355; ラザフォード・J・ゲッテンス、
ジョージ・L・スタウト『絵画材料事典』森田恒之訳（東京：美術出版社、1973年）、157頁；Ch. Coffignier, Couleurs et Peintures (Paris: 
J.-B. Baillière et Fils, 1924); Noel Heaton, Outlines of Paint Technology (London: Charles Griffin & Co., 1928).

(14) フタロシアニンブルーおよびフタロシアニングリーンはいずれも、フタロシアニン（C₃₂H₁₆N₈）を基盤とする合成有機顔料である。フタロシ
アニンは1907年に顔料研究とは無関係の文脈で偶然発見されたが、のちに各種金属と錯体を形成しうることが明らかとなり、顔料と
して利用されるようになった。銅（Cu）との結合によりフタロシアニンブルー（C₃₂H₁₆N₈Cu）が、さらに塩素化によりフタロシアニングリー
ン（C₃₂H₀-₂N₈Cl₁₄-₁₆Cu）が得られ、いずれも1930年代に工業的生産が開始された。両者は従来の青・緑顔料に比して発色が鮮明で、耐
候性・耐熱性・耐薬品性に優れていたため急速に普及した。Suzanne Quillen Lomax, “Phthalocyanine and quinacridone pigments: 
their history, properties and use,” Studies in Conservation 50 (suppl. 1) (2005): 19-29.
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1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程
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を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

図15: 「特別展示・調査報告  再考《少女と白鳥》  贋作を持つ美術館で贋作について考える」展　会場風景
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1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程
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を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。
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1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程

を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。
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1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程

を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

1-1‒1．微小部蛍光X線分析装置および

ハンドヘルド型蛍光X線分析装置：装置と調査方法

非破壊・非接触の分析から情報を得ることを目的

として、微小部蛍光X線分析装置XGT-5200（以下

XGT）（堀場製作所製）およびハンドヘルド型蛍光X

線分析装置X-MET8000（以下X-MET）（日立ハイ

テクノロジーズ製）を用いた。これらの装置はいずれ

も、試料にX線を照射し、そこから発生する蛍光X線

を検出することにより、含有元素の種類および相対

量を測定するものであり、作品からサンプルを採取

せずとも材料情報を取得できる点に大きな利点があ

る。とくにXGTは、ステージを走査することにより、

ステージ上に設置した試料内の元素の空間分布を

可視化するマッピング機能を有しているため、特定の

元素が画面のどの部分に分布しているかを画像とし

て把握することが可能である。この機能により、顔料

の使用状況を面的に評価し、後続の詳細分析の対

象領域を選定するための指針を得ることができる

【図1】。ただし、《少女と白鳥》は画面サイズが大きい

ため、XGTのステージ上では作品中央部の一部が測

定範囲に収まらない領域が生じた。そこで、この領

域については作品をイーゼルに固定した状態で、ハ

ンドヘルド型のX-METを用いて補完的な測定を行

うこととした【図2】。XGTによるマッピング結果と

X-METによるスポット測定とを組み合わせて、「人

物の顔」「背景の家」「植生」など、比較的色数の多い

エリアを複数選択し、元素分布の把握を試みた。

1-1-2. 測定条件

《少女と白鳥》のXGT分析にあたっては、大型作品

の測定に対応するために設計・製作された大型試料

ステージを使用した。XGTには、900 mm × 600 

mmのアルミニウム合金製ステージを搭載し、さらに

可能な限り広範囲の測定を行うため、ステージ拡張

用のアームを取り付けて使用した【図3】。XGTによる

マッピング分析の測定条件は、管電圧50 kV、管電

流1.0 m A、分析領域100 mm角、ピクセルサイズ

4 0 0 µ m、測定時 間1277 秒（1ピクセルあたり2 0 

ms）、作動距離10 mmとした。ポイント分析について

は、管電圧50 kV、管電流1.0 mA、測定時間100秒、

Ｘ線ビーム径155 µmの条件で実施した。一方、ハン

ドヘルド型蛍光X線分析装置X-METによるポイン

ト分析の測定条件は、管電圧40 kV、管電流8 µA、

測定時間15秒とした。

1-1-3 . 結果と考察

XGTおよびX-METによる分析結果は、画面の各

色調に対応して以下のような元素分布を示した。主

要な色調ごとに結果を整理し、記述することとする。

まず、XGTマッピング像およびX-METによるポイ

ント分析において、描画層からも絵具が塗布されて

いない側面からも一定して鉛（Pb）が検出されたこと

から、本作にはPbを主成分とするシルバーホワイト

などの白色絵具（2PbCO₃·Pb(OH)₂、塩基性炭酸

鉛）による地塗りが施されていることが示唆された

【図4】。

白色部については、少女の眉上の白い垂直線、魚

の白目、樹木の枝の一部などから亜鉛(Zn)が検出

された。これらのマッピング像およびスペクトルから

は、当該箇所でZnを主成分とするジンクホワイト

（ZnO、酸化亜鉛）が使用されている様子がうかがえ

る。なお、本作上では多様な緑色が使い分けられて

いる。魚の鰭、樹木の枝、白鳥の羽の一部など曇った

緑色や濃緑色の領域からはクロム(Cr)が検出され

たことから、Crを含むクロムグリーン（Cr₂O₃、酸化

クロム）ないしヴィリジアンの使用が推測された。一

方、魚の周囲のより明るく透明度の高い緑色からは

特徴的な元素が検出されず、蛍光X線では検出が困

難な有機物を含む合成顔料等が用いられている可

能性が高い【図5-1,2】。

背景の家屋の青色や樹木の薄紫色部分からはコ

バルト（Co）が検出されたものの、家屋の一部に塗布

された鮮やかな青色や、魚の青色領域等からはCoが

確認されなかった。このことから、本作にはCoを主成

分とするコバルトブルー（CoAl₂O₄、アルミン酸コバル

ト）やコバルトヴァイオレット（Co₃As₂O₄·8H₂O、ヒ酸

コバルト八水和物）のみならず、Coを含まない青や

紫の顔料が併用されている可能性が高いと考えられ

る【図6】。茶色部については、家屋の窓枠や柵などか

ら鉄（Fe）が顕著に検出され、酸化鉄を主成分とす

る土性顔料(Fe₂O₃、酸化第二鉄)の使用が示唆され

た。同マッピング像では、家屋中央に描かれた緑色

の線からCrが、窓内の白色の十字部分からZnが検

出され、緑色部にはクロム系顔料、白色部にはジンク

ホワイトが用いられていることが確認された。

赤色およびピンク色部は、家屋の屋根、魚の描写

部、人物の頬など様々な領域に及ぶが、いずれから

も特徴的な元素は検出されなかった。この分析結果

は、当該領域で蛍光X線分析では検出されにくい有

機系顔料やレーキ顔料などが用いられている可能

性を示唆しており、ひいては、元素分析のみでは本

作に用いられた顔料の同定が困難であるといえる。

以上の結果から、本作にはPbを主成分とする地

塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色顔料、Coを含む

青色顔料、鉄系土性顔料など、複数の無機顔料が

用いられていることが明らかとなったが、真贋判定

の決定的指標とされるチタニウムホワイトおよびフタ

ロシアニン系顔料については、本段階の非破壊分析

のみでは検出の可否を確定できなかった。とくにチ

タニウムホワイトに関しては、チタン（Ti） Kα線

（ 4 . 5 0 9  k eV ）のピークがバリウム（ B a ） Lα線

（4.466 keV）と近接しており、スペクトル上で両者を

明確に識別することが困難であった。また、フタロシ

アニンブルーおよびフタロシアニングリーンは、通常

は銅（Cu）を中心金属とする顔料として美術用に流

通していることから、Cuの検出が重要な指標となる

が、本分析ではCuの明確なピークは確認されなか

った。青色および紫色領域からはCoが検出されたも

のの、蛍光X線分析のみからは、それがコバルトブル

ーなどの無機顔料に由来するのか、あるいは中心金

属としてCoを有するフタロシアニン系顔料に由来す

るのかを判別することはできない。したがって、これ

らの顔料の有無を確定するためには、分子構造に基

づく同定が可能な追加分析が求められる。上記の

結果を踏まえ、ベルリン州警察および先行研究が指

摘してきた贋作の「証拠物」としての顔料群の有無

を検証するため、試料採取による詳細分析が必要で

あると判断された。美術館と協議のうえ、作品から

微量の絵具片を採取し、SEM-EDSおよび顕微ラマ

ン分光分析を実施するサンプリング調査を行うこと

とした。

採取箇所は、白色、緑色、青色、ピンク色など、本

作の帰属判定において重要と考えられる色調を含

む領域を中心として、直径約0.1 mm程度の絵具片

を医療用メス（フェザー外科手術用メスNo.15C等）

で採取した。本稿で扱う4点の試料の採取箇所は以

下の図に示すとおりである【図7】。

1-2-1. SEM-EDX：装置と調査方法

絵具片中に含まれる顔料粒子の元素組成を高い

空間分解能で確認することを目的として、まず走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析（SEM-EDS）

を採用した。SEM-EDSは、電子線を試料表面に照

射して発生する二次電子像により微細構造を観察

すると同時に、試料から放出される特性X線を検出

することで元素組成を分析する手法である。高倍率

での形態観察と局所的な元素分析を同時に行うこ

とができるため、蛍光X線分析（XRF）では検出が困

難な微小試 料や不均質な粒子の分析に適してい

る 。本 調 査で 使 用した装置は 、走 査電子 顕 微 鏡

JSM-IT500HR/LA（日本電子株式会社製）およびエ

ネルギー分散型X線検出器EX-74211U4L2Q（同社

製）である。採取した微小な絵具片をカーボンテープ

上に固定し、これをシリコンウエハ上に貼付した状態

で測定を行った。

1-2-2．測定条件

SEM観察は加速電圧20 kV、観察倍率300倍、低

真空条件（50 Pa）で実施した。EDXによる元素マッ

ピング分析は、約20分間の測定時間（スイープ回数

20回）を設定して行い、各試料中の主要元素および

微量元素の分布を評価した。

1-2-3. 結果と考察

SEM-EDSによる調査の結果、各試料において

Zn、硫黄（S）、Baが互いに近い分布を示す傾向が確

認された。以下、試料の色調ごとに結果を整理する。

白色試料では、Zn、S、Baがほぼ同一のマッピング

像を示した【図8】。このことから、白色層にはZnを含

む成分が存在し、同時にSおよびBaを含む成分が空

間的に近接して分布していることが示された。アルミ

ニウム（Al）とシリコン（Si）が同一箇所からわずかに

検出されている。緑色試料においてもZn、S、Baがほ

ぼ同一のマッピング像を示し、AlやCoが部分的に検

出された【図9】。

青色試料ではZn、S、Alが概ね類似した分布を示

している。青色の発色が強い部分ではAlのシグナル

が強い一方、白色が目立つ箇所ではZnのシグナル

が強くジンクホワイトの使用が伺える。Baが数箇所

で検出されている【図10】。ピンク色試料において

も、Zn、S、Baがほぼ同一の分布を示した【図11】。

以上のように、Zn、S、Baが共通して近い分布を示

すこと、およびAlとSiが一部試料で同時に観察され

ることが本分析で確認された。Zn、S、Alの共分布

は、有機系青色顔料（たとえばフタロシアニン系顔

料など）がアルミナおよび硫酸塩系担体に沈着され

たレーキ顔料として存在している可能性を示唆す

る。また、AlとSiが同一領域で検出されることから、

有機赤色顔料（たとえばアゾ系あるいはキナクリド

ン系顔料など）が無機担体に沈着されたレーキ顔料

として用いられている可能性が示唆される。これは、

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究においてピ

グメントレッド系顔料の使用が報告されていること

とも符合する（16）。　　

ただし、SEM-EDSによる元素情報のみからは、こ

れらの元素がどのような化合物として存在するか、

また発色に寄与する有機顔料の分子種を直接同定

することはできない。さらに、XRFで課題となったTi

とBaの識別についても、本分析条件下では明確な判

別に至らなかった。以上より、本段階ではフタロシア

ニン系顔料などの存在を直接裏づける情報は得ら

れず、顔料種の最終的な同定には分子構造に基づ

く分析が必要であると判断した。次節では、引き続

いて実施した顕微ラマン分光分析による同定結果

について述べる。

1-3-1. 顕微ラマン分光分析：装置と調査方法

ラマン分光分析とは、分子の振動エネルギーにも

とづいて物質の化学構造を解析する分析手法であ

る。物質を構成する分子は、それぞれ固有の振動モ

ードを有しており、レーザー光を照射した際に生じ

るラマン散乱光を波長ごとに分光して得られたラマ

ンスペクトルは、化学結合の種類や分子構造に応じ

た特徴的なパターンを示す。このため、得られたラマ

ンスペクトルを既存の参照データベースと照合する

ことにより、顔料などの物質を分子レベルで同定す

ることが可能となる。

 本研究では、採取した微小試料を対象に、ラマン

顕微鏡 XploRATM PLUS（堀場製作所製）を用いて

測定を行った。本装置は顕微鏡下で微小領域にレー

ザーを集光して測定を行うことができるため、数十

マイクロメートル以下の絵具片であっても、特定の粒

子や層を選択的に分析することが可能となる。試料

はガラススライド上に設置し、顔料粒子が露出した

部位を顕微鏡観察によって選定した上で、局所的に

レーザーを照射してスペクトルを取得した。

本項目では、得られたスペクトルを市販および公

開されている顔料データベース（ライブラリ）と照合

するだけでなく、あらかじめ用意した顔料標品（リフ

ァレンス試料）のラマンスペクトルを同一装置で測

定し、絵画試料から得られたスペクトルと直接比較

する方法を併用した。この手法により、文献データと

の照合にとどまらず、実測スペクトルどうしの一致度

を検証することができ、顔料同定の信頼性を高める

ことが可能となると考えた。
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青色試料についても、ラマンスペクトルはフタロシ

アニンブルーに特有のバンドを示した。比較のため、

市販のフタロシアニンブルー顔料（クサカベ・ピグメ

ント083、記載組成：フタロシアニンCu）およびウル

トラマリン顔料（クサカベ・ピグメント035、記載組

成：アルミノケイ酸塩・硫黄）を測定し、ここでもまた

本試料のスペクトルはフタロシアニンブルーのそれ

と類似していること、また、ウルトラマリンとは明確

に異なることが明らかになった【図14】。

ピンク色試料については、ライブラリデータとの照

合に加え、市販のナフトールレッド顔料（クサカベ・

ピグメント17 9 、記 載 組 成：ナフトール ）および 

Pig ment  R e d 179（東 京化成、N, N ′-ジメチル

-3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸ジイミド）のラマ

ンスペクトルと比較を行った。その結果、一部のピー

クはナフトールレッドおよび Pigment Red 179 に類

似したラマンシフトを示したものの、スペクトル全体

の 形 状 は 完 全 に は 一 致し な か った 。た だし 、

SEM-EDS において Al および Si を含む担体成分

が検出されたこと、ならびに先行研究においてベル

トラッキ作品に ピグメントレッド系有機顔料の使用

が報告されていることを踏まえると、本試料には赤

色の有機系レーキ顔料が用いられている可能性が

高いと考えられる【図15】。

以上のように、ラマン分光分析により、本作にはフ

タロシアニン系青色および緑色顔料、ならびに有機

系赤色顔料が使用されていることが高いと判断でき

る状況が整った。これらはいずれも20世紀後半以降

に画材として広く普及した合成有機顔料であり、カ

ンペンドンクが活動していた1910年代の制作環境と

は整合しないといえる。

1-3-2. 測定条件

測定は、試料の発色、蛍光の有無、信号強度など

に応じて条件を適宜調整して行った。使用したレー

ザー波長、出力、積算時間、対物レンズおよび回折

格子については、下記の条件で実施した。励起レー

ザー波長は785 nm(ウルトラマリンのみ532 nm)を

選択し、分光には600 gr/mm(ウルトラマリンのみ

1200 gr/mm)のグレーティングを使用した。サンプ

ル片は数～数10 µmサイズのため、x100対物レンズ

(OLYMPUS製)を使用し、露光時間と積算回数は

サンプルのシグナル強度等に合わせて適宜設定し

た。

1-3-3. 結果と考察

白色試料から得られたラマンスペクトルは、ライブ

ラリデータとの照合により、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが確認された。比較のため、市販のチタニウムホ

ワイト顔料（クサカベ・ピグメント278、記載組成：酸

化チタン）、シルバーホワイト顔料（クサカベ・ピグメ

ント271、記載組成：塩基性炭酸鉛）、およびジンクホ

ワイト（クサカベ・ピグメント273、記載組成：酸化亜

鉛）についても同一機材でラマンスペクトルを取得

し、試料スペクトルとの比較を行った。その結果、《少

女と白鳥》から採取した白色絵具片のスペクトルは、

チタニウムホワイト（アナターゼ型）と一致し、鉛白や

ジンクホワイトとは明確に異なることが確認された

【図12】。

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究において

は、ルチル型チタニウムホワイトの検出例が報告され

ているが（17）、本試料ではアナターゼ型が確認されて

いる。いずれの結晶相であっても、チタニウムホワイ

トは20世紀初頭のカンペンドンクの制作年代には画

家用白色顔料として一般化していなかった材料であ

り、その存在は本作の制作年代が1919年とされる

帰属と整合しないことを示唆する。

緑色試料から得られたラマンスペクトルは、フタロ

シアニングリーン(フタロシアニンCu‒Cl)に特有のピ

ークパターンを示し、ライブラリデータとの照合によ

って同定された。比較のため、市販のフタロシアニン

グリーン顔料（クサカベ・ピグメント083、記載組成：

フタロシアニンCu‒Cl）およびテールベルト顔料（ク

サカベ・ピグメント078、記載組成：混合物）のラマン

スペクトルを測定したところ、《少女と白鳥》の試料は

フタロシアニングリーンのスペクトルと類似しており、

混合顔料であるテールベルト顔料とは明確に異なる

ことが確認された【図13】。



1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程

を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

付録1: 科学調査第一段階
─蛍光X線分析、SEM-EDX、顕微ラマン分光分析
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1-1‒1．微小部蛍光X線分析装置および

ハンドヘルド型蛍光X線分析装置：装置と調査方法

非破壊・非接触の分析から情報を得ることを目的

として、微小部蛍光X線分析装置XGT-5200（以下

XGT）（堀場製作所製）およびハンドヘルド型蛍光X

線分析装置X-MET8000（以下X-MET）（日立ハイ

テクノロジーズ製）を用いた。これらの装置はいずれ

も、試料にX線を照射し、そこから発生する蛍光X線

を検出することにより、含有元素の種類および相対

量を測定するものであり、作品からサンプルを採取

せずとも材料情報を取得できる点に大きな利点があ

る。とくにXGTは、ステージを走査することにより、

ステージ上に設置した試料内の元素の空間分布を

可視化するマッピング機能を有しているため、特定の

元素が画面のどの部分に分布しているかを画像とし

て把握することが可能である。この機能により、顔料

の使用状況を面的に評価し、後続の詳細分析の対

象領域を選定するための指針を得ることができる

【図1】。ただし、《少女と白鳥》は画面サイズが大きい

ため、XGTのステージ上では作品中央部の一部が測

定範囲に収まらない領域が生じた。そこで、この領

域については作品をイーゼルに固定した状態で、ハ

ンドヘルド型のX-METを用いて補完的な測定を行

うこととした【図2】。XGTによるマッピング結果と

X-METによるスポット測定とを組み合わせて、「人

物の顔」「背景の家」「植生」など、比較的色数の多い

エリアを複数選択し、元素分布の把握を試みた。

1-1-2. 測定条件

《少女と白鳥》のXGT分析にあたっては、大型作品

の測定に対応するために設計・製作された大型試料

ステージを使用した。XGTには、900 mm × 600 

mmのアルミニウム合金製ステージを搭載し、さらに

可能な限り広範囲の測定を行うため、ステージ拡張

用のアームを取り付けて使用した【図3】。XGTによる

マッピング分析の測定条件は、管電圧50 kV、管電

流1.0 m A、分析領域100 mm角、ピクセルサイズ

4 0 0 µ m、測定時 間1277 秒（1ピクセルあたり2 0 

ms）、作動距離10 mmとした。ポイント分析について

は、管電圧50 kV、管電流1.0 mA、測定時間100秒、

Ｘ線ビーム径155 µmの条件で実施した。一方、ハン

ドヘルド型蛍光X線分析装置X-METによるポイン

ト分析の測定条件は、管電圧40 kV、管電流8 µA、

測定時間15秒とした。

1-1-3 . 結果と考察

XGTおよびX-METによる分析結果は、画面の各

色調に対応して以下のような元素分布を示した。主

要な色調ごとに結果を整理し、記述することとする。

まず、XGTマッピング像およびX-METによるポイ

ント分析において、描画層からも絵具が塗布されて

いない側面からも一定して鉛（Pb）が検出されたこと

から、本作にはPbを主成分とするシルバーホワイト

などの白色絵具（2PbCO₃·Pb(OH)₂、塩基性炭酸

鉛）による地塗りが施されていることが示唆された

【図4】。

白色部については、少女の眉上の白い垂直線、魚

の白目、樹木の枝の一部などから亜鉛(Zn)が検出

された。これらのマッピング像およびスペクトルから

は、当該箇所でZnを主成分とするジンクホワイト

（ZnO、酸化亜鉛）が使用されている様子がうかがえ

る。なお、本作上では多様な緑色が使い分けられて

いる。魚の鰭、樹木の枝、白鳥の羽の一部など曇った

緑色や濃緑色の領域からはクロム(Cr)が検出され

たことから、Crを含むクロムグリーン（Cr₂O₃、酸化

クロム）ないしヴィリジアンの使用が推測された。一

方、魚の周囲のより明るく透明度の高い緑色からは

特徴的な元素が検出されず、蛍光X線では検出が困

難な有機物を含む合成顔料等が用いられている可

能性が高い【図5-1,2】。

背景の家屋の青色や樹木の薄紫色部分からはコ

バルト（Co）が検出されたものの、家屋の一部に塗布

された鮮やかな青色や、魚の青色領域等からはCoが

確認されなかった。このことから、本作にはCoを主成

分とするコバルトブルー（CoAl₂O₄、アルミン酸コバル

ト）やコバルトヴァイオレット（Co₃As₂O₄·8H₂O、ヒ酸

コバルト八水和物）のみならず、Coを含まない青や

紫の顔料が併用されている可能性が高いと考えられ

る【図6】。茶色部については、家屋の窓枠や柵などか

ら鉄（Fe）が顕著に検出され、酸化鉄を主成分とす

る土性顔料(Fe₂O₃、酸化第二鉄)の使用が示唆され

た。同マッピング像では、家屋中央に描かれた緑色

の線からCrが、窓内の白色の十字部分からZnが検

出され、緑色部にはクロム系顔料、白色部にはジンク

ホワイトが用いられていることが確認された。

赤色およびピンク色部は、家屋の屋根、魚の描写

部、人物の頬など様々な領域に及ぶが、いずれから

も特徴的な元素は検出されなかった。この分析結果

は、当該領域で蛍光X線分析では検出されにくい有

機系顔料やレーキ顔料などが用いられている可能

性を示唆しており、ひいては、元素分析のみでは本

作に用いられた顔料の同定が困難であるといえる。

以上の結果から、本作にはPbを主成分とする地

塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色顔料、Coを含む

青色顔料、鉄系土性顔料など、複数の無機顔料が

用いられていることが明らかとなったが、真贋判定

の決定的指標とされるチタニウムホワイトおよびフタ

ロシアニン系顔料については、本段階の非破壊分析

のみでは検出の可否を確定できなかった。とくにチ

タニウムホワイトに関しては、チタン（Ti） Kα線

（ 4 . 5 0 9  k eV ）のピークがバリウム（ B a ） Lα線

（4.466 keV）と近接しており、スペクトル上で両者を

明確に識別することが困難であった。また、フタロシ

アニンブルーおよびフタロシアニングリーンは、通常

は銅（Cu）を中心金属とする顔料として美術用に流

通していることから、Cuの検出が重要な指標となる

が、本分析ではCuの明確なピークは確認されなか

った。青色および紫色領域からはCoが検出されたも

のの、蛍光X線分析のみからは、それがコバルトブル

ーなどの無機顔料に由来するのか、あるいは中心金

属としてCoを有するフタロシアニン系顔料に由来す

るのかを判別することはできない。したがって、これ

らの顔料の有無を確定するためには、分子構造に基

づく同定が可能な追加分析が求められる。上記の

結果を踏まえ、ベルリン州警察および先行研究が指

摘してきた贋作の「証拠物」としての顔料群の有無

を検証するため、試料採取による詳細分析が必要で

あると判断された。美術館と協議のうえ、作品から

微量の絵具片を採取し、SEM-EDSおよび顕微ラマ

ン分光分析を実施するサンプリング調査を行うこと

とした。

採取箇所は、白色、緑色、青色、ピンク色など、本

作の帰属判定において重要と考えられる色調を含

む領域を中心として、直径約0.1 mm程度の絵具片

を医療用メス（フェザー外科手術用メスNo.15C等）

で採取した。本稿で扱う4点の試料の採取箇所は以

下の図に示すとおりである【図7】。

1-2-1. SEM-EDX：装置と調査方法

絵具片中に含まれる顔料粒子の元素組成を高い

空間分解能で確認することを目的として、まず走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析（SEM-EDS）

を採用した。SEM-EDSは、電子線を試料表面に照

射して発生する二次電子像により微細構造を観察

すると同時に、試料から放出される特性X線を検出

することで元素組成を分析する手法である。高倍率

での形態観察と局所的な元素分析を同時に行うこ

とができるため、蛍光X線分析（XRF）では検出が困

難な微小試 料や不均質な粒子の分析に適してい

る 。本 調 査で 使 用した装置は 、走 査電子 顕 微 鏡

JSM-IT500HR/LA（日本電子株式会社製）およびエ

ネルギー分散型X線検出器EX-74211U4L2Q（同社

製）である。採取した微小な絵具片をカーボンテープ

上に固定し、これをシリコンウエハ上に貼付した状態

で測定を行った。

1-2-2．測定条件

SEM観察は加速電圧20 kV、観察倍率300倍、低

真空条件（50 Pa）で実施した。EDXによる元素マッ

ピング分析は、約20分間の測定時間（スイープ回数

20回）を設定して行い、各試料中の主要元素および

微量元素の分布を評価した。

1-2-3. 結果と考察

SEM-EDSによる調査の結果、各試料において

Zn、硫黄（S）、Baが互いに近い分布を示す傾向が確

認された。以下、試料の色調ごとに結果を整理する。

白色試料では、Zn、S、Baがほぼ同一のマッピング

像を示した【図8】。このことから、白色層にはZnを含

む成分が存在し、同時にSおよびBaを含む成分が空

間的に近接して分布していることが示された。アルミ

ニウム（Al）とシリコン（Si）が同一箇所からわずかに

検出されている。緑色試料においてもZn、S、Baがほ

ぼ同一のマッピング像を示し、AlやCoが部分的に検

出された【図9】。

青色試料ではZn、S、Alが概ね類似した分布を示

している。青色の発色が強い部分ではAlのシグナル

が強い一方、白色が目立つ箇所ではZnのシグナル

が強くジンクホワイトの使用が伺える。Baが数箇所

で検出されている【図10】。ピンク色試料において

も、Zn、S、Baがほぼ同一の分布を示した【図11】。

以上のように、Zn、S、Baが共通して近い分布を示

すこと、およびAlとSiが一部試料で同時に観察され

ることが本分析で確認された。Zn、S、Alの共分布

は、有機系青色顔料（たとえばフタロシアニン系顔

料など）がアルミナおよび硫酸塩系担体に沈着され

たレーキ顔料として存在している可能性を示唆す

る。また、AlとSiが同一領域で検出されることから、

有機赤色顔料（たとえばアゾ系あるいはキナクリド

ン系顔料など）が無機担体に沈着されたレーキ顔料

として用いられている可能性が示唆される。これは、

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究においてピ

グメントレッド系顔料の使用が報告されていること

とも符合する（16）。　　

ただし、SEM-EDSによる元素情報のみからは、こ

れらの元素がどのような化合物として存在するか、

また発色に寄与する有機顔料の分子種を直接同定

することはできない。さらに、XRFで課題となったTi

とBaの識別についても、本分析条件下では明確な判

別に至らなかった。以上より、本段階ではフタロシア

ニン系顔料などの存在を直接裏づける情報は得ら

れず、顔料種の最終的な同定には分子構造に基づ

く分析が必要であると判断した。次節では、引き続

いて実施した顕微ラマン分光分析による同定結果

について述べる。

1-3-1. 顕微ラマン分光分析：装置と調査方法

ラマン分光分析とは、分子の振動エネルギーにも

とづいて物質の化学構造を解析する分析手法であ

る。物質を構成する分子は、それぞれ固有の振動モ

ードを有しており、レーザー光を照射した際に生じ

るラマン散乱光を波長ごとに分光して得られたラマ

ンスペクトルは、化学結合の種類や分子構造に応じ

た特徴的なパターンを示す。このため、得られたラマ

ンスペクトルを既存の参照データベースと照合する

ことにより、顔料などの物質を分子レベルで同定す

ることが可能となる。

 本研究では、採取した微小試料を対象に、ラマン

顕微鏡 XploRATM PLUS（堀場製作所製）を用いて

測定を行った。本装置は顕微鏡下で微小領域にレー

ザーを集光して測定を行うことができるため、数十

マイクロメートル以下の絵具片であっても、特定の粒

子や層を選択的に分析することが可能となる。試料

はガラススライド上に設置し、顔料粒子が露出した

部位を顕微鏡観察によって選定した上で、局所的に

レーザーを照射してスペクトルを取得した。

本項目では、得られたスペクトルを市販および公

開されている顔料データベース（ライブラリ）と照合

するだけでなく、あらかじめ用意した顔料標品（リフ

ァレンス試料）のラマンスペクトルを同一装置で測

定し、絵画試料から得られたスペクトルと直接比較

する方法を併用した。この手法により、文献データと

の照合にとどまらず、実測スペクトルどうしの一致度

を検証することができ、顔料同定の信頼性を高める

ことが可能となると考えた。
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図1:  X線分析顕微鏡XGT-5200 分析概略図
図2: ハンドヘルド型蛍光X線分析装置X-MET8000 調査風景
図3: ステージ拡張用のアームを取り付けたXGT
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青色試料についても、ラマンスペクトルはフタロシ

アニンブルーに特有のバンドを示した。比較のため、

市販のフタロシアニンブルー顔料（クサカベ・ピグメ

ント083、記載組成：フタロシアニンCu）およびウル

トラマリン顔料（クサカベ・ピグメント035、記載組

成：アルミノケイ酸塩・硫黄）を測定し、ここでもまた

本試料のスペクトルはフタロシアニンブルーのそれ

と類似していること、また、ウルトラマリンとは明確

に異なることが明らかになった【図14】。

ピンク色試料については、ライブラリデータとの照

合に加え、市販のナフトールレッド顔料（クサカベ・

ピグメント17 9 、記 載 組 成：ナフトール ）および 

Pig ment  R e d 179（東 京化成、N, N ′-ジメチル

-3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸ジイミド）のラマ

ンスペクトルと比較を行った。その結果、一部のピー

クはナフトールレッドおよび Pigment Red 179 に類

似したラマンシフトを示したものの、スペクトル全体

の 形 状 は 完 全 に は 一 致し な か った 。た だし 、

SEM-EDS において Al および Si を含む担体成分

が検出されたこと、ならびに先行研究においてベル

トラッキ作品に ピグメントレッド系有機顔料の使用

が報告されていることを踏まえると、本試料には赤

色の有機系レーキ顔料が用いられている可能性が

高いと考えられる【図15】。

以上のように、ラマン分光分析により、本作にはフ

タロシアニン系青色および緑色顔料、ならびに有機

系赤色顔料が使用されていることが高いと判断でき

る状況が整った。これらはいずれも20世紀後半以降

に画材として広く普及した合成有機顔料であり、カ

ンペンドンクが活動していた1910年代の制作環境と

は整合しないといえる。

1-3-2. 測定条件

測定は、試料の発色、蛍光の有無、信号強度など

に応じて条件を適宜調整して行った。使用したレー

ザー波長、出力、積算時間、対物レンズおよび回折

格子については、下記の条件で実施した。励起レー

ザー波長は785 nm(ウルトラマリンのみ532 nm)を

選択し、分光には600 gr/mm(ウルトラマリンのみ

1200 gr/mm)のグレーティングを使用した。サンプ

ル片は数～数10 µmサイズのため、x100対物レンズ

(OLYMPUS製)を使用し、露光時間と積算回数は

サンプルのシグナル強度等に合わせて適宜設定し

た。

1-3-3. 結果と考察

白色試料から得られたラマンスペクトルは、ライブ

ラリデータとの照合により、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが確認された。比較のため、市販のチタニウムホ

ワイト顔料（クサカベ・ピグメント278、記載組成：酸

化チタン）、シルバーホワイト顔料（クサカベ・ピグメ

ント271、記載組成：塩基性炭酸鉛）、およびジンクホ

ワイト（クサカベ・ピグメント273、記載組成：酸化亜

鉛）についても同一機材でラマンスペクトルを取得

し、試料スペクトルとの比較を行った。その結果、《少

女と白鳥》から採取した白色絵具片のスペクトルは、

チタニウムホワイト（アナターゼ型）と一致し、鉛白や

ジンクホワイトとは明確に異なることが確認された

【図12】。

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究において

は、ルチル型チタニウムホワイトの検出例が報告され

ているが（17）、本試料ではアナターゼ型が確認されて

いる。いずれの結晶相であっても、チタニウムホワイ

トは20世紀初頭のカンペンドンクの制作年代には画

家用白色顔料として一般化していなかった材料であ

り、その存在は本作の制作年代が1919年とされる

帰属と整合しないことを示唆する。

緑色試料から得られたラマンスペクトルは、フタロ

シアニングリーン(フタロシアニンCu‒Cl)に特有のピ

ークパターンを示し、ライブラリデータとの照合によ

って同定された。比較のため、市販のフタロシアニン

グリーン顔料（クサカベ・ピグメント083、記載組成：

フタロシアニンCu‒Cl）およびテールベルト顔料（ク

サカベ・ピグメント078、記載組成：混合物）のラマン

スペクトルを測定したところ、《少女と白鳥》の試料は

フタロシアニングリーンのスペクトルと類似しており、

混合顔料であるテールベルト顔料とは明確に異なる

ことが確認された【図13】。



1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程

を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

1-1‒1．微小部蛍光X線分析装置および

ハンドヘルド型蛍光X線分析装置：装置と調査方法

非破壊・非接触の分析から情報を得ることを目的

として、微小部蛍光X線分析装置XGT-5200（以下

XGT）（堀場製作所製）およびハンドヘルド型蛍光X

線分析装置X-MET8000（以下X-MET）（日立ハイ

テクノロジーズ製）を用いた。これらの装置はいずれ

も、試料にX線を照射し、そこから発生する蛍光X線

を検出することにより、含有元素の種類および相対

量を測定するものであり、作品からサンプルを採取

せずとも材料情報を取得できる点に大きな利点があ

る。とくにXGTは、ステージを走査することにより、

ステージ上に設置した試料内の元素の空間分布を

可視化するマッピング機能を有しているため、特定の

元素が画面のどの部分に分布しているかを画像とし

て把握することが可能である。この機能により、顔料

の使用状況を面的に評価し、後続の詳細分析の対

象領域を選定するための指針を得ることができる

【図1】。ただし、《少女と白鳥》は画面サイズが大きい

ため、XGTのステージ上では作品中央部の一部が測

定範囲に収まらない領域が生じた。そこで、この領

域については作品をイーゼルに固定した状態で、ハ

ンドヘルド型のX-METを用いて補完的な測定を行

うこととした【図2】。XGTによるマッピング結果と

X-METによるスポット測定とを組み合わせて、「人

物の顔」「背景の家」「植生」など、比較的色数の多い

エリアを複数選択し、元素分布の把握を試みた。

1-1-2. 測定条件

《少女と白鳥》のXGT分析にあたっては、大型作品

の測定に対応するために設計・製作された大型試料

ステージを使用した。XGTには、900 mm × 600 

mmのアルミニウム合金製ステージを搭載し、さらに

可能な限り広範囲の測定を行うため、ステージ拡張

用のアームを取り付けて使用した【図3】。XGTによる

マッピング分析の測定条件は、管電圧50 kV、管電

流1.0 m A、分析領域100 mm角、ピクセルサイズ

4 0 0 µ m、測定時 間1277 秒（1ピクセルあたり2 0 

ms）、作動距離10 mmとした。ポイント分析について

は、管電圧50 kV、管電流1.0 mA、測定時間100秒、

Ｘ線ビーム径155 µmの条件で実施した。一方、ハン

ドヘルド型蛍光X線分析装置X-METによるポイン

ト分析の測定条件は、管電圧40 kV、管電流8 µA、

測定時間15秒とした。

1-1-3 . 結果と考察

XGTおよびX-METによる分析結果は、画面の各

色調に対応して以下のような元素分布を示した。主

要な色調ごとに結果を整理し、記述することとする。

まず、XGTマッピング像およびX-METによるポイ

ント分析において、描画層からも絵具が塗布されて

いない側面からも一定して鉛（Pb）が検出されたこと

から、本作にはPbを主成分とするシルバーホワイト

などの白色絵具（2PbCO₃·Pb(OH)₂、塩基性炭酸

鉛）による地塗りが施されていることが示唆された

【図4】。

白色部については、少女の眉上の白い垂直線、魚

の白目、樹木の枝の一部などから亜鉛(Zn)が検出

された。これらのマッピング像およびスペクトルから

は、当該箇所でZnを主成分とするジンクホワイト

（ZnO、酸化亜鉛）が使用されている様子がうかがえ

る。なお、本作上では多様な緑色が使い分けられて

いる。魚の鰭、樹木の枝、白鳥の羽の一部など曇った

緑色や濃緑色の領域からはクロム(Cr)が検出され

たことから、Crを含むクロムグリーン（Cr₂O₃、酸化

クロム）ないしヴィリジアンの使用が推測された。一

方、魚の周囲のより明るく透明度の高い緑色からは

特徴的な元素が検出されず、蛍光X線では検出が困

難な有機物を含む合成顔料等が用いられている可

能性が高い【図5-1,2】。

背景の家屋の青色や樹木の薄紫色部分からはコ

バルト（Co）が検出されたものの、家屋の一部に塗布

された鮮やかな青色や、魚の青色領域等からはCoが

確認されなかった。このことから、本作にはCoを主成

分とするコバルトブルー（CoAl₂O₄、アルミン酸コバル

ト）やコバルトヴァイオレット（Co₃As₂O₄·8H₂O、ヒ酸

コバルト八水和物）のみならず、Coを含まない青や
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紫の顔料が併用されている可能性が高いと考えられ

る【図6】。茶色部については、家屋の窓枠や柵などか

ら鉄（Fe）が顕著に検出され、酸化鉄を主成分とす

る土性顔料(Fe₂O₃、酸化第二鉄)の使用が示唆され

た。同マッピング像では、家屋中央に描かれた緑色

の線からCrが、窓内の白色の十字部分からZnが検

出され、緑色部にはクロム系顔料、白色部にはジンク

ホワイトが用いられていることが確認された。

赤色およびピンク色部は、家屋の屋根、魚の描写

部、人物の頬など様々な領域に及ぶが、いずれから

も特徴的な元素は検出されなかった。この分析結果

は、当該領域で蛍光X線分析では検出されにくい有

機系顔料やレーキ顔料などが用いられている可能

性を示唆しており、ひいては、元素分析のみでは本

作に用いられた顔料の同定が困難であるといえる。

以上の結果から、本作にはPbを主成分とする地

塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色顔料、Coを含む

青色顔料、鉄系土性顔料など、複数の無機顔料が

用いられていることが明らかとなったが、真贋判定

の決定的指標とされるチタニウムホワイトおよびフタ

ロシアニン系顔料については、本段階の非破壊分析

のみでは検出の可否を確定できなかった。とくにチ

タニウムホワイトに関しては、チタン（Ti） Kα線

（ 4 . 5 0 9  k eV ）のピークがバリウム（ B a ） Lα線

（4.466 keV）と近接しており、スペクトル上で両者を

明確に識別することが困難であった。また、フタロシ

アニンブルーおよびフタロシアニングリーンは、通常

は銅（Cu）を中心金属とする顔料として美術用に流

通していることから、Cuの検出が重要な指標となる

が、本分析ではCuの明確なピークは確認されなか

った。青色および紫色領域からはCoが検出されたも

のの、蛍光X線分析のみからは、それがコバルトブル

ーなどの無機顔料に由来するのか、あるいは中心金

属としてCoを有するフタロシアニン系顔料に由来す

るのかを判別することはできない。したがって、これ

らの顔料の有無を確定するためには、分子構造に基

づく同定が可能な追加分析が求められる。上記の

結果を踏まえ、ベルリン州警察および先行研究が指

摘してきた贋作の「証拠物」としての顔料群の有無

を検証するため、試料採取による詳細分析が必要で

あると判断された。美術館と協議のうえ、作品から

微量の絵具片を採取し、SEM-EDSおよび顕微ラマ

ン分光分析を実施するサンプリング調査を行うこと

とした。

採取箇所は、白色、緑色、青色、ピンク色など、本

作の帰属判定において重要と考えられる色調を含

む領域を中心として、直径約0.1 mm程度の絵具片

を医療用メス（フェザー外科手術用メスNo.15C等）

で採取した。本稿で扱う4点の試料の採取箇所は以

下の図に示すとおりである【図7】。

1-2-1. SEM-EDX：装置と調査方法

絵具片中に含まれる顔料粒子の元素組成を高い

空間分解能で確認することを目的として、まず走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析（SEM-EDS）

を採用した。SEM-EDSは、電子線を試料表面に照

射して発生する二次電子像により微細構造を観察

すると同時に、試料から放出される特性X線を検出

することで元素組成を分析する手法である。高倍率

での形態観察と局所的な元素分析を同時に行うこ

とができるため、蛍光X線分析（XRF）では検出が困

難な微小試 料や不均質な粒子の分析に適してい

る 。本 調 査で 使 用した装置は 、走 査電子 顕 微 鏡

JSM-IT500HR/LA（日本電子株式会社製）およびエ

ネルギー分散型X線検出器EX-74211U4L2Q（同社

製）である。採取した微小な絵具片をカーボンテープ

上に固定し、これをシリコンウエハ上に貼付した状態

で測定を行った。

1-2-2．測定条件

SEM観察は加速電圧20 kV、観察倍率300倍、低

真空条件（50 Pa）で実施した。EDXによる元素マッ

ピング分析は、約20分間の測定時間（スイープ回数

20回）を設定して行い、各試料中の主要元素および

微量元素の分布を評価した。

1-2-3. 結果と考察

SEM-EDSによる調査の結果、各試料において

Zn、硫黄（S）、Baが互いに近い分布を示す傾向が確

認された。以下、試料の色調ごとに結果を整理する。

白色試料では、Zn、S、Baがほぼ同一のマッピング

像を示した【図8】。このことから、白色層にはZnを含

む成分が存在し、同時にSおよびBaを含む成分が空

間的に近接して分布していることが示された。アルミ

ニウム（Al）とシリコン（Si）が同一箇所からわずかに

検出されている。緑色試料においてもZn、S、Baがほ

ぼ同一のマッピング像を示し、AlやCoが部分的に検

出された【図9】。

青色試料ではZn、S、Alが概ね類似した分布を示

している。青色の発色が強い部分ではAlのシグナル

が強い一方、白色が目立つ箇所ではZnのシグナル

が強くジンクホワイトの使用が伺える。Baが数箇所

で検出されている【図10】。ピンク色試料において

も、Zn、S、Baがほぼ同一の分布を示した【図11】。

以上のように、Zn、S、Baが共通して近い分布を示

すこと、およびAlとSiが一部試料で同時に観察され

ることが本分析で確認された。Zn、S、Alの共分布

は、有機系青色顔料（たとえばフタロシアニン系顔

料など）がアルミナおよび硫酸塩系担体に沈着され

たレーキ顔料として存在している可能性を示唆す

る。また、AlとSiが同一領域で検出されることから、

有機赤色顔料（たとえばアゾ系あるいはキナクリド

ン系顔料など）が無機担体に沈着されたレーキ顔料

として用いられている可能性が示唆される。これは、

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究においてピ

グメントレッド系顔料の使用が報告されていること

とも符合する（16）。　　

ただし、SEM-EDSによる元素情報のみからは、こ

れらの元素がどのような化合物として存在するか、

また発色に寄与する有機顔料の分子種を直接同定

することはできない。さらに、XRFで課題となったTi

とBaの識別についても、本分析条件下では明確な判

別に至らなかった。以上より、本段階ではフタロシア

ニン系顔料などの存在を直接裏づける情報は得ら

れず、顔料種の最終的な同定には分子構造に基づ

く分析が必要であると判断した。次節では、引き続

いて実施した顕微ラマン分光分析による同定結果

について述べる。

1-3-1. 顕微ラマン分光分析：装置と調査方法

ラマン分光分析とは、分子の振動エネルギーにも

とづいて物質の化学構造を解析する分析手法であ

る。物質を構成する分子は、それぞれ固有の振動モ

ードを有しており、レーザー光を照射した際に生じ

るラマン散乱光を波長ごとに分光して得られたラマ

ンスペクトルは、化学結合の種類や分子構造に応じ

た特徴的なパターンを示す。このため、得られたラマ

ンスペクトルを既存の参照データベースと照合する

ことにより、顔料などの物質を分子レベルで同定す

ることが可能となる。

 本研究では、採取した微小試料を対象に、ラマン

顕微鏡 XploRATM PLUS（堀場製作所製）を用いて

測定を行った。本装置は顕微鏡下で微小領域にレー

ザーを集光して測定を行うことができるため、数十

マイクロメートル以下の絵具片であっても、特定の粒

子や層を選択的に分析することが可能となる。試料

はガラススライド上に設置し、顔料粒子が露出した

部位を顕微鏡観察によって選定した上で、局所的に

レーザーを照射してスペクトルを取得した。

本項目では、得られたスペクトルを市販および公

開されている顔料データベース（ライブラリ）と照合

するだけでなく、あらかじめ用意した顔料標品（リフ

ァレンス試料）のラマンスペクトルを同一装置で測

定し、絵画試料から得られたスペクトルと直接比較

する方法を併用した。この手法により、文献データと

の照合にとどまらず、実測スペクトルどうしの一致度

を検証することができ、顔料同定の信頼性を高める

ことが可能となると考えた。
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青色試料についても、ラマンスペクトルはフタロシ

アニンブルーに特有のバンドを示した。比較のため、

市販のフタロシアニンブルー顔料（クサカベ・ピグメ

ント083、記載組成：フタロシアニンCu）およびウル

トラマリン顔料（クサカベ・ピグメント035、記載組

成：アルミノケイ酸塩・硫黄）を測定し、ここでもまた

本試料のスペクトルはフタロシアニンブルーのそれ

と類似していること、また、ウルトラマリンとは明確

に異なることが明らかになった【図14】。

ピンク色試料については、ライブラリデータとの照

合に加え、市販のナフトールレッド顔料（クサカベ・

ピグメント17 9 、記 載 組 成：ナフトール ）および 

Pig ment  R e d 179（東 京化成、N, N ′-ジメチル

-3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸ジイミド）のラマ

ンスペクトルと比較を行った。その結果、一部のピー

クはナフトールレッドおよび Pigment Red 179 に類

似したラマンシフトを示したものの、スペクトル全体

の 形 状 は 完 全 に は 一 致し な か った 。た だし 、

SEM-EDS において Al および Si を含む担体成分

が検出されたこと、ならびに先行研究においてベル

トラッキ作品に ピグメントレッド系有機顔料の使用

が報告されていることを踏まえると、本試料には赤

色の有機系レーキ顔料が用いられている可能性が

高いと考えられる【図15】。

以上のように、ラマン分光分析により、本作にはフ

タロシアニン系青色および緑色顔料、ならびに有機

系赤色顔料が使用されていることが高いと判断でき

る状況が整った。これらはいずれも20世紀後半以降

に画材として広く普及した合成有機顔料であり、カ

ンペンドンクが活動していた1910年代の制作環境と

は整合しないといえる。

1-3-2. 測定条件

測定は、試料の発色、蛍光の有無、信号強度など

に応じて条件を適宜調整して行った。使用したレー

ザー波長、出力、積算時間、対物レンズおよび回折

格子については、下記の条件で実施した。励起レー

ザー波長は785 nm(ウルトラマリンのみ532 nm)を

選択し、分光には600 gr/mm(ウルトラマリンのみ

1200 gr/mm)のグレーティングを使用した。サンプ

ル片は数～数10 µmサイズのため、x100対物レンズ

(OLYMPUS製)を使用し、露光時間と積算回数は

サンプルのシグナル強度等に合わせて適宜設定し

た。

1-3-3. 結果と考察

白色試料から得られたラマンスペクトルは、ライブ

ラリデータとの照合により、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが確認された。比較のため、市販のチタニウムホ

ワイト顔料（クサカベ・ピグメント278、記載組成：酸

化チタン）、シルバーホワイト顔料（クサカベ・ピグメ

ント271、記載組成：塩基性炭酸鉛）、およびジンクホ

ワイト（クサカベ・ピグメント273、記載組成：酸化亜

鉛）についても同一機材でラマンスペクトルを取得

し、試料スペクトルとの比較を行った。その結果、《少

女と白鳥》から採取した白色絵具片のスペクトルは、

チタニウムホワイト（アナターゼ型）と一致し、鉛白や

ジンクホワイトとは明確に異なることが確認された

【図12】。

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究において

は、ルチル型チタニウムホワイトの検出例が報告され

ているが（17）、本試料ではアナターゼ型が確認されて

いる。いずれの結晶相であっても、チタニウムホワイ

トは20世紀初頭のカンペンドンクの制作年代には画

家用白色顔料として一般化していなかった材料であ

り、その存在は本作の制作年代が1919年とされる

帰属と整合しないことを示唆する。

緑色試料から得られたラマンスペクトルは、フタロ

シアニングリーン(フタロシアニンCu‒Cl)に特有のピ

ークパターンを示し、ライブラリデータとの照合によ

って同定された。比較のため、市販のフタロシアニン

グリーン顔料（クサカベ・ピグメント083、記載組成：

フタロシアニンCu‒Cl）およびテールベルト顔料（ク

サカベ・ピグメント078、記載組成：混合物）のラマン

スペクトルを測定したところ、《少女と白鳥》の試料は

フタロシアニングリーンのスペクトルと類似しており、

混合顔料であるテールベルト顔料とは明確に異なる

ことが確認された【図13】。



1. 序論

1-1. 調査の背景

2024年夏、高知県立美術館に収蔵されているハ

インリヒ・カンペンドンク(1889-1957)の油彩画《少

女と白鳥》が後世の贋作である可能性が高いとの情

報が関係者のあいだで共有されたことを契機とし

て、本調査が開始された【図1】。ドイツの美術界を揺

るがした 贋 作 家ヴォルフガング・ベルトラッキ

(1951-)の逮捕に貢献したベルリン州警察芸術犯罪

専門部の捜査官ルネ・アロンジェ氏より先行調査資

料の提供を受けたことも、本調査を組織化する重要

な一契機となった。のちに詳述するように、その後の

調査の過程で、本作はベルトラッキによる贋作であ

る可能性がきわめて高いと判断されるに至った。

《少女と白鳥》は1996年の購入以降、長らくハイン

リヒ・カンペンドンクの真作として展示されてきた経

緯がある。なぜ購入時点に本作が贋作であることを

見抜くことができなかったのか。この問いは、実のと

ころ《少女と白鳥》という一作品にとどまらず、美術

品市場と鑑定の制度そのものに関わる問題を含んで

いる。

美術品の真贋や帰属をめぐる判断において重要

な役 割を果たすのが 、いわゆるカタログ・レゾネ

(catalogue raisonné)である。レゾネは、特定の作家

が生涯に制作したとされる全作品について、題名、制

作年、素材技法、寸法、来歴などを網羅的に記録し

た作品総目録であり、専門的な作家研究の集大成

として位置づけられる。一般に、レゾネに掲載された

作品は、当該作家の真作として扱われるため、市場

や美術館における評価の重要な基準となってきた。

ベルトラッキは、この制度的枠組みを巧妙に利用

し、数多の絵画を売り捌いていた(7)。図版に掲載さ

れていないレゾネ記載作品を選び、当該作家の様式

を模倣して新たに制作した絵画を、あたかも既存の

失われた作品であるかのように市場に流通させたの

である【図2】。さらに家族と共謀し、妻の祖父が所蔵

していたとされる架空の来歴を付与することで、作

品の「出自」と信憑性を補強した【図3】。かくして、

《少女と白鳥》は、カンペンドンクのレゾネ編纂者であ

る美術史家アンドレア・フィルメニヒによって真作と

認定され、国際的なオークションハウスであるクリス

ティーズに出品された。「正規の手続きを経て流通し

た」という事実そのものが真贋の保証として機能す

る市場の慣行を、ベルトラッキは逆手に取ったといえ

よう【図4】。

この詐術に欺かれたのは、フィルメニヒ一人ではな

い。欧米の多くの美術史家、ギャラリスト、さらには

作家遺族までもが、ベルトラッキの手がけた贋作群

を真作と信じた(8)。作品が視覚的に「それらしく」見

えたことに加え、いったん公式な鑑定や来歴が与え

られた作品については、その判断を覆すことが訴訟

リスクや市場への影響を伴うため容易ではない、と

いう制度的背景も少なからず作用していただろう。

歴史的にみても、真贋の判断がしばしば熟練した専

門家の目と経験に大きく依存することは、よく知られ

ているとおりである(9)。真贋が疑われる作品につい

ては、熟覧調査と並行して物質的証拠にもとづく科

学的調査を組み合わせた総合的な検証が求められ

るが、《少女と白鳥》にかんしてはこれまで本格的な

科学調査が実施されたことはなく、判定に資する客

観的資料は乏しい状況にあった。本作がカンペンド

ンクによる1919年の真作なのか、それともベルトラッ

キによる後年の贋作なのかを再検討するためには、

証言や捜査資料に加えて複数の調査手法を組み合

わせた科学的検証が不可欠であるとの判断に至り、

本研究の方法論が設定された。

1-2. 調査の目的と方法

上述のように、本調査は、《少女と白鳥》の構造お

よび技法を複合的な調査によって明らかにし、作品

の制作年代を再検証することで「1919年」とされて

きた制作年代について科学的見地から再考し、一定

の結論を提示することを目指して実施された。先行

研究の精査にもとづき、ベルトラッキによる贋作であ

るか否かを判断するための主要な指標として、次の

三点を設定した。すなわち（A）制作年代の詐称を示

す物質的痕跡（古い画布の再利用や、制作年代を偽

るための人工的な擦れや古色付けなど）が認められ

るかどうか、（B）ベルトラッキ自身が作成したとされ

る来歴偽造ラベルが付されているかどうか、（C）絵

具や表現のなかに当該年代と整合しない成分が検

出されるかどうか、である。これらの指標を検証する

ため、以下の調査を実施した。

（A）額装を解除したうえでの熟覧調査、赤外線お

よび紫外線撮影、ならびに実体顕微鏡による観察を

含む基礎調査、（B）作品裏面に付されたラベルの確

認とその特徴の記録、（C）微小部蛍光X線分析装置

および蛍光X線分析装置（XRF）による顔料分析、微

小な絵具片（直径約0.1～0.5 mm）を用いた走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)、

ラマン分光分析、ならびに複数の可搬型装置を複合

的に用いて館内で実施した非破壊・非接触のオンサ

イト分析による検証である。オンサイト分析は、採取

したごく限られた試料に依存する結果の妥当性を検

証し、点的に得られた分析結果を面的な理解へと拡

張して作品全体の傾向との整合性を確認するため

の補強的手段として位置づけられる。以下では、こ

れらの調査の詳細について順に記述する。

2. 基礎調査

2-1. 額装解除と観察

《少女と白鳥》の額装を解除し、支持体および画

面全体の観察を行った結果、まず木枠の構造に顕

著な特徴が認められた。本作に用いられている木枠

は、楔を用いて張力を調整する一般的な伸縮式の構

造ではなく、薄い板材を合わせて数点を釘留めした

簡素な組立式のものであり、全体としてきわめて軽

量である【図5】。この種の簡易な木枠は、ヴォルフガ

ング・ベルトラッキによる他の贋作群においても繰り

返し確認されており、本作の支持体の構造はその作

例と技術的に整合している(10)。

画面の観察からは、明度の高い絵具が薄く塗布さ

れていること、筆致が速く重ね塗りが浅いことが確

認された。地塗りの白色が随所に見え、厚塗りされた

箇所は少なく、描かれた形態の輪郭が比較的明確

に把握できる。透過光観察によっても絵具層の薄さ

は明瞭である【図6】。とくに人物の顔貌や樹木の幹

などには、連続的で一筆書きのような線が用いられ

ており、描画過程における速度と計画性を示唆する

特徴が認められる【図7】。赤外線反射撮影によっ

て、画面の各所に淡い下描き線が確認され、構図お

よび主要な輪郭が事前に設定されたうえで比較的

一貫した手順により描画が進められたことが示唆さ

れた。一方で、下層に別の構図や異なるイメージが存

在する痕跡は認められなかった【図8】。紫外線励起

蛍光撮影においても、不自然な蛍光反応や広範な

吸光域は観察されず、過去の修復介入を示す明確

な痕跡は確認されなかった【図9】。また、画面全体

にわたって人工的な古色付けや、別の絵画を削り

取って再利用したことを示す痕跡も認められなかっ

た。木枠には古い釘穴などの痕跡が見られることか

ら、それ自体が再利用された可能性は示唆されるも

のの、これらの所見のみから贋作であることを決定

づけるには十分とは述べがたい。

実体顕微鏡による観察では、少女の輪郭線が比

較的単調に引かれている一方で、指先や腕部の描写

には色彩のにじみが多く、骨格や関節の起伏が明

確に表現されていないことが確認された。とくに指

の形態には不均一な歪みが見られ、形態が十分に整

理されないまま速い筆致のもとで描写された可能性

が示唆される【図10、11】。

構図および主題については、裸婦と動物が自然の

中で共存するモティーフが用いられており、これはカ

ンペンドンク作品に繰り返し見られる主題や要素と

形式的に一致する(11)。しかし、こうした視覚情報に

もとづく類似点を根拠として真贋を判断することに

は限界があり、外観の観察のみから本作の帰属を確

定することは困難である。

2-2. 裏面の検証

作品 裏 面の 観 察を行ったところ 、木 枠 裏 面に

「Sammlung Flechtheim（フレヒトハイム・コレクショ

ン）」と記されたラベルが貼付されていることが確認

された【図12】。このラベルは、すでに他国で贋作と

判断された複数のベルトラッキ作品裏面から発見さ

れているものと同一の形式を有している。ベルトラッ

キ自身が自伝において、この種のラベルを用いて来

歴を偽造したことを認めていることから、本ラベルは

「贋作の証拠物」として位置づけられている。さら

に、ヴェルナー・イェーガース・コレクションに属して

いたことを示すスタンプも併 せて確 認された【図

13】。ヴェルナー・イェーガースはベルトラッキの妻の

祖父にあたる実在の人物であり、ベルトラッキはこの

人物をフレヒトハイムと関係のあった収集家である

かのように装うことで、贋作にもっともらしい来歴を

付与していた事実が知られている。まさにその来歴

偽造スタンプが、本作でも発見されたということにな

る。画面および支持体の表面的観察のみからは決

定的な判断に至らなかったものの、裏面のラベルお

よび来歴スタンプは、他国での調査においてすでに

重要な証拠物とされているそれと同一のものであり

【図14】、本作の帰属に重大な疑義を生じさせる重要

な所見であった。しかし、これらの物証の評価を確

定的なものとするためには、作品を構成する材料そ

のものに関する科学的検証がさらに求められると考

え、以降の詳細な材料分析へと調査を進めることと

なった。

3. 科学調査 

3-1. 調査の背景と分析指標

ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作は、1980

年代後半以降に国際的な美術市場に流通するよう

になった。2006年には、ハインリヒ・カンペンドンク

の1914年作とされていた《馬のある赤い絵》がドイツ

のオークションで落札されたが、その後の鑑定過程

において、当該作品から当時の絵画制作には使用さ

れていない白色顔料であるチタニウムホワイトが検

出された(1 2)。この発見を端緒として、2009年から

2010年にかけてベルリン州警察が捜査を行い、絵具

の組成分析および作品裏面に貼付されたラベルの

検証を通じて組織的な贋作の存在が明らかとなっ

た。2010年8月、ベルトラッキおよび関係者が逮捕さ

れる。以降、各国の研究機関において、ベルトラッキ

作品の制作年代の詐称を検証するための科学的調

査が進められてきた。先行研究では、ベルトラッキが

制作した贋作上において頻繁に確認されるチタニウ

ムホワイト(13)、フタロシアニンブルーやフタロシアニ

ングリーン(14)などの顔料の検出が真贋判定におけ

る重要な指標として位置づけられている。なぜなら、

上記の顔料はいずれも工業的に合成されるものであ

り、1930年代以降に画材として流通が一般化したも

のであるため、カンペンドンクが活動していた1910年

代の作品に含まれることは想定しがたいからであ

る。本調査の初期段階においても、ベルリン州警察

芸術犯罪専門部のルネ・アロンジェ捜査官より、複

数の分析手法を組み合わせてこれらの顔料の使用

痕跡を検出することが推奨された。こうした情報を

踏まえた上で、本研 究では蛍光 X 線 分析（X-r ay 

f luorescence analysis, XRF）、微小部蛍光X線分析

（Micro XRF）、走査電子顕微鏡‐エネルギー分散型

X 線分析（Scan n i ng elec t ron mic roscopy with 

energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDS）、

顕微ラマン分光分析(Micro Raman spectroscopy)、

デ ジタル 光 学 顕 微 鏡 撮 影（ D i g i t a l  o p t i c a l 

microscopy）、マルチスペクトル撮影（Multispectral 

imaging）、ハイパースペクトル撮影（Hyperspectral 

imaging）を組み合わせた分析を行い、《少女と白鳥》

においてこれらの指標となる顔料が検出されるかど

うかを検証することとした。第一段階の顔料分析は

㈱堀場テクノサービス分析技術本部が、第二段階の

顔料分析は東京電機大学および明治大学の調査

チームが実施した。以下にそれぞれの調査内容と、

主な成果を記す（なお、詳細については論文末の付

録1 および付録2を参照のこと）。

3-2. 二段階調査とそれぞれの成果

第一段階の調査では、まず、微小部蛍光X線分析

装置およびハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用い

た非破壊の元素分析を実施した。画面の各色調に

対応して元素分布を確認したところ、本作には鉛を

主成分とする地塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色

顔料、コバルトを含む青色顔料、鉄系土性顔料など、

複数の無機顔料が用いられていることが推定された

が、真贋判定の決定的指標とされるチタニウムホワ

イトおよびフタロシアニン系顔料については、この段

階での分析では検出の可否を確定できなかった。

そこで《少女と白鳥》から微細なサンプルを採取

し、SEM-EDSおよび顕微ラマン分光分析を実施し

た。色調の異なる顔料サンプルに対して実 施した

SEM-EDSにより、非破壊の蛍光X線分析による各

種顔料の推定結果が強く補強された。顕微ラマン分

光分析では、元素分析のみでは判別困難であった特

徴的な顔料の相同定に成功した。白色試料から得

られたラマンスペクトルは、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが明らかとなった。青色試料や緑色試料から得

られたラマンスペクトルは、フタロシアニン系顔料に

特有のピークパターンを示し、ライブラリデータおよ

び市販の顔料のラマンスペクトルとの照合によって

同定された。これらはいずれも20世紀後半以降に画

材として広く普及した合成有機顔料であり、カンペン

ドンクが活動していた1910年代の制作環境とは整

合しない。

上記の成果は、《少女と白鳥》のこれまでの帰属や

真贋を再考するにあたって有力な材料となった。た

だしこれらは限られたエリアから採取した微小試料

に基づく成果であり、絵画全体における顔料分布の

広がりや一貫性を評価するためには、より非破壊的

かつ広範囲の検証が必要であると考えた。よって、

異なるエリアからも情報を取得することを目的に、第

二段階の調査として各種の可搬型装置を複合的に

用いた非破壊・非接触かつオンサイトの手法での分

析を実施した。その結果、緑や青の絵具が重ね塗り

され異なる色調を示す複数のエリアに、銅を主成分

とするフタロシアニン系顔料やアナターゼ型のチタ

ニウムホワイト顔料に帰属される顔料が使用されて

いる痕跡を認めた。

二段階の分析はいずれも、1910年にカンペンドン

クが本作を制作していたとすれば検出されるはずの

ない顔料が絵画に含まれていることを実証する結果

となった。銅を主成分とするフタロシアニン系顔料や

アナターゼ型チタニウムホワイトの検出などは、20世

紀前半の画家の制作環境を前提とする理解とは整

合しない。既述のように、これらの顔料は、贋作家

ヴォルフガング・ベルトラッキの絵画群からも繰り返

し確認され、真贋判断における決定的な指標として

参照されてきた素材である。科学調査により、本作

に利用された痕跡が示された一部の顔料は、《少女

と白鳥》の帰属および制作年代の再考を強く促すも

のとなった。美術史的様式分析や来歴研究と併せ

て本作の物質的構造の特徴を検証すれば、本作《少

女と白鳥》は、ヴォルフガング・ベルトラッキがハイン

リヒ・カンペンドンクを詐称して手がけた贋作である

可能性はきわめて高いと判断できる。

4. 展示企画と情報公開

4-1. 趣旨

上記のような成果を公開する場として企画された

のが、高知県立美術館の特別展示・調査報告「再考

《少女と白鳥》   贋作を持つ美術館で贋作について

考える」展（2025年9月13日（土）‒2025年10月19日

（日））である【図15】。

1996年の購入以降、贋作である可能性が指摘さ

れるまでの約28年間にわたって《少女と白鳥》がカ

ンペンドンク作品として展示され鑑賞されてきたとい

う事実は、本作が美術館制度と鑑賞の歴史の中で

一定の役割を担ってきたことを示している。このよう

な経緯を踏まえ、本展は単に贋作を排除するのでは

なく、むしろ作品の真正性はいかなる条件のもとで

成立するのか、美術館はいかにして真贋問題に向き

合うべきかといった問いに対峙する場として構想さ

れた。

展覧会では、《少女と白鳥》とあわせて、科学調査

の過程や、他の収蔵作品の科学調査成果、また、学

芸員、美術史家、修復士、科学者、警察官、法曹関係

者など、異なる専門領域の関係者による見解も併せ

て紹介するなど、贋作問題を多面的に捉える枠組み

を提供することが目指された。これらの議論は、作

品の真贋判断が科学的データの解釈、様式分析、来

歴調査、法的・倫理的検討といった複数の知の実践

の交差によって形成されるものであることを改めて

私たちに語りかける。こうした知見を可視化し共有

することは、今後の作品収集や調査における検証指

針の構築、ひいては再発防止のための基盤を形成す

ることにもつながりうる。

4-2. 展示構成　

展覧会は、《少女と白鳥》一作に焦点を絞るのでは

なく、贋作をめぐる問題を歴史・制度・物質の三つの

次元から問い直す四章構成として企画された。第1

章「贋作の歴史」では、国内外の代表的な贋作事件

が年表形式で提示された。ここでは、贋作という現

象が美術史の歩みと切り離せないものであったこと

を通史的に俯瞰できる導入が目指された。

第2章「作品の外側から分かること」では、高知県

立美術館のコレクションから、作者の同定が容易で

はなく、真作と贋作の二分法では捉えられない作品

の来歴や鑑定をめぐる慣行の紹介を通じて、真贋の

内実を検討した。たとえ来歴が定かではなくても、特

定の地域の中で受け継がれてきた作品の事例とし

て、土佐の絵師・絵金の芝居絵屏風などの展示を試

み、「真筆か否か」だけが価値を決定するわけでは

ないことを主張した。続く第3章「《少女と白鳥》を視

る」においては、《少女と白鳥》をめぐる科学調査の

過程を、実際の作品と関連資料とともに公開した。

購入当時の判断根 拠となったカタログ・レゾネや

オークション資料もあわせて展示し、複数の鑑定を

経ても贋作が見抜かれなかった経緯を詳らかにして

いる。なお、調査過程で採取した絵具片も、あわせ

て公開することとした。第4章「絵画の内側を視る」

では、高知県立美術館が所蔵するマルク・シャガー

ル、マックス・ペヒシュタイン、ヴァシリー・カンディン

スキー、パウル・クレーの作品と、各作品について実

施された非破壊オンサイト分析の成果を展示した。

彼らはいずれもハインリヒ・カンペンドンクと同時代

に活動した画家たちである。これらの作品の分析で

は、ヒ素を含む緑色顔料など、現在では流通してい

ない顔料の存在も確認され、当時の画材環境の実

態が浮かび上がった。こうした同時代作品にみられ

る顔料情報は、《少女と白鳥》の分析結果と明確に異

なっており、改めて《少女と白鳥》の素材の「新しさ」

─1910年代の作品としての「不自然さ」─を浮き

彫りにする。本章では、技法研究が果たしうる役割

や、絵画の物質がどのように歴史を語りうるのかを

あらためて思考する場を開くことが目指された。展覧

会の最終エリアでは、美術・法律・科学の専門家に

加え、本件に深く関わった関係者のコメントを収集

し提示し、贋作の再展示が「真作／贋作」という二分

法的枠組みを超えた議論の場を形成しうる可能性

についての考察で締めくくられた。

4-3. 開かれた検討

以上のように本展は、ひとつの作品の真贋をめぐ

る事例報告にとどまらず、科学的検証と判断そのも

のの公開を展示の中心に据える試みであった。結論

だけでなくその解釈や判断に至る過程が共有され

ることで、作品の帰属がいかに構築されるのかが具

体的に示され、また、科学分析が単なる証明装置で

はなく帰属と意味を再編する契機として機能しうる

ことが示された。本展は、そのような知の形成過程

を、展示というかたちで可視化する提案であったとい

える。こうした展示実践のありかたが国内外におい

て注目を集めたことは、ニューヨーク・タイムズ紙の

報道にも示されている。同紙は、「真正な作品に何が

期待されるのかという指標を来館者自身に問い、鑑

定の現場へと鑑賞者を位置づけた」と評し、美術館

の対応が「スキャンダルを探究の機会へと変えた」と

総括した(15)。

本企画が作品の真正性をめぐる議論を社会的対

話の文脈に置き直したことは、絵画の真贋がどのよ

うな根拠にもとづいて判断されるのか、またその判

断はいかなる手続きのもとで成立するのかという問

いに改めて光をあてる一契機となった。そこには、こ

うした決定が専門家内部に閉じたものではなく、公

開の場で検討されうる主題であるという認識が含ま

れている。「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で

贋作について考える」展は、帰属と意味の形成過程

を提示する展示であり、専門的判断が公開の場に

おいていかに扱われうるかを考えるための一つの素

材として位置づけられよう。

5. 結言

上記のとおり、本研究は《少女と白鳥》の構造およ

び使用材料を複合的な科学調査によって検証し、

作品の制作年代を再評価すること、ならびに1919年

作とされてきた従来の帰属を科学的見地から再考

することを目的として実施された。二段階に及ぶ科

学的な調査の結果、本作にはチタニウムホワイト、フ

タロシアニンブルー、フタロシアニングリーンといっ

た合成顔料が使用されている可能性が高いことが

明らかとなった。これらはいずれも、カンペンドンク

が本作を制作したとされる1919年当時には描画用

画材として一般化していなかった材料であり、本作品

を1910年代の制作物とみなすことは困難である。さ

らに、偽造来歴ラベルの存在、ベルリン州警察の捜

査資料、ベルトラッキ本人の証言および先行研究の

成果をあわせて総合的に検討した結果、本作は後

年にヴォルフガング・ベルトラッキによって制作され

た贋作であるとの結論に至った。

以上の結論に至る過程そのものが、本研究の方法

論的な意義を形づくっている。本研究の特徴は、こ

の帰属問題に対して、美術館と複数分野の研究者

が協働し、科学分析、美術史的検討、来歴調査を横

断的に組み合わせた点にある。贋作の調査そのもの

は決して新しい営みではないが、その過程と結果を

体系的に記録し、検証可能なかたちで公開した事例

は、それほど多くはないだろう。本件は、作品の真贋

判断が単一の専門領域に還元されるものではなく、

物質的証拠、歴史的文脈、制度的枠組みを含む複

合的な知の実践によって形成されることを示してい

る。

本作を排除するのではなく、展覧会というかたち

で調査成果とともに公開するという決断は、美術館

における作品の意味づけが固定的なものではなく、

調査と解釈の更新を通じて再構成されうることを示

す試みであった。贋作と判断された後においても、そ

の作品が制度的・歴史的文脈の中で果たしてきた役

割が消去されるわけではない。本件は、科学的調査

によって作品の物質的な実態が明らかにされると同

時に、美術館という制度の中で作品がどのように価

値づけられてきたのかを再考する契機ともなった。

《少女と白鳥》をめぐる本調査とその公開は、保存修

復と科学分析が、美術作品の帰属だけでなく、その

意味と位置づけを再編成しうることを具体的に示す

事例である。本稿が、その過程を記録し、今後の類

似事例における調査と判断の基盤となることを期待

したい。

1-1‒1．微小部蛍光X線分析装置および

ハンドヘルド型蛍光X線分析装置：装置と調査方法

非破壊・非接触の分析から情報を得ることを目的

として、微小部蛍光X線分析装置XGT-5200（以下

XGT）（堀場製作所製）およびハンドヘルド型蛍光X

線分析装置X-MET8000（以下X-MET）（日立ハイ

テクノロジーズ製）を用いた。これらの装置はいずれ

も、試料にX線を照射し、そこから発生する蛍光X線

を検出することにより、含有元素の種類および相対

量を測定するものであり、作品からサンプルを採取

せずとも材料情報を取得できる点に大きな利点があ

る。とくにXGTは、ステージを走査することにより、

ステージ上に設置した試料内の元素の空間分布を

可視化するマッピング機能を有しているため、特定の

元素が画面のどの部分に分布しているかを画像とし

て把握することが可能である。この機能により、顔料

の使用状況を面的に評価し、後続の詳細分析の対

象領域を選定するための指針を得ることができる

【図1】。ただし、《少女と白鳥》は画面サイズが大きい

ため、XGTのステージ上では作品中央部の一部が測

定範囲に収まらない領域が生じた。そこで、この領

域については作品をイーゼルに固定した状態で、ハ

ンドヘルド型のX-METを用いて補完的な測定を行

うこととした【図2】。XGTによるマッピング結果と

X-METによるスポット測定とを組み合わせて、「人

物の顔」「背景の家」「植生」など、比較的色数の多い

エリアを複数選択し、元素分布の把握を試みた。

1-1-2. 測定条件

《少女と白鳥》のXGT分析にあたっては、大型作品

の測定に対応するために設計・製作された大型試料

ステージを使用した。XGTには、900 mm × 600 

mmのアルミニウム合金製ステージを搭載し、さらに

可能な限り広範囲の測定を行うため、ステージ拡張

用のアームを取り付けて使用した【図3】。XGTによる

マッピング分析の測定条件は、管電圧50 kV、管電

流1.0 m A、分析領域100 mm角、ピクセルサイズ

4 0 0 µ m、測定時 間1277 秒（1ピクセルあたり2 0 

ms）、作動距離10 mmとした。ポイント分析について

は、管電圧50 kV、管電流1.0 mA、測定時間100秒、

Ｘ線ビーム径155 µmの条件で実施した。一方、ハン

ドヘルド型蛍光X線分析装置X-METによるポイン

ト分析の測定条件は、管電圧40 kV、管電流8 µA、

測定時間15秒とした。

1-1-3 . 結果と考察

XGTおよびX-METによる分析結果は、画面の各

色調に対応して以下のような元素分布を示した。主

要な色調ごとに結果を整理し、記述することとする。

まず、XGTマッピング像およびX-METによるポイ

ント分析において、描画層からも絵具が塗布されて

いない側面からも一定して鉛（Pb）が検出されたこと

から、本作にはPbを主成分とするシルバーホワイト

などの白色絵具（2PbCO₃·Pb(OH)₂、塩基性炭酸

鉛）による地塗りが施されていることが示唆された

【図4】。

白色部については、少女の眉上の白い垂直線、魚

の白目、樹木の枝の一部などから亜鉛(Zn)が検出

された。これらのマッピング像およびスペクトルから

は、当該箇所でZnを主成分とするジンクホワイト

（ZnO、酸化亜鉛）が使用されている様子がうかがえ

る。なお、本作上では多様な緑色が使い分けられて

いる。魚の鰭、樹木の枝、白鳥の羽の一部など曇った

緑色や濃緑色の領域からはクロム(Cr)が検出され

たことから、Crを含むクロムグリーン（Cr₂O₃、酸化

クロム）ないしヴィリジアンの使用が推測された。一

方、魚の周囲のより明るく透明度の高い緑色からは

特徴的な元素が検出されず、蛍光X線では検出が困

難な有機物を含む合成顔料等が用いられている可

能性が高い【図5-1,2】。

背景の家屋の青色や樹木の薄紫色部分からはコ

バルト（Co）が検出されたものの、家屋の一部に塗布

された鮮やかな青色や、魚の青色領域等からはCoが

確認されなかった。このことから、本作にはCoを主成

分とするコバルトブルー（CoAl₂O₄、アルミン酸コバル

ト）やコバルトヴァイオレット（Co₃As₂O₄·8H₂O、ヒ酸

コバルト八水和物）のみならず、Coを含まない青や

紫の顔料が併用されている可能性が高いと考えられ

る【図6】。茶色部については、家屋の窓枠や柵などか

ら鉄（Fe）が顕著に検出され、酸化鉄を主成分とす

る土性顔料(Fe₂O₃、酸化第二鉄)の使用が示唆され

た。同マッピング像では、家屋中央に描かれた緑色

の線からCrが、窓内の白色の十字部分からZnが検

出され、緑色部にはクロム系顔料、白色部にはジンク

ホワイトが用いられていることが確認された。

赤色およびピンク色部は、家屋の屋根、魚の描写

部、人物の頬など様々な領域に及ぶが、いずれから

も特徴的な元素は検出されなかった。この分析結果

は、当該領域で蛍光X線分析では検出されにくい有

機系顔料やレーキ顔料などが用いられている可能

性を示唆しており、ひいては、元素分析のみでは本

作に用いられた顔料の同定が困難であるといえる。

以上の結果から、本作にはPbを主成分とする地

塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色顔料、Coを含む

青色顔料、鉄系土性顔料など、複数の無機顔料が

用いられていることが明らかとなったが、真贋判定

の決定的指標とされるチタニウムホワイトおよびフタ

ロシアニン系顔料については、本段階の非破壊分析

のみでは検出の可否を確定できなかった。とくにチ

タニウムホワイトに関しては、チタン（Ti） Kα線

（ 4 . 5 0 9  k eV ）のピークがバリウム（ B a ） Lα線

（4.466 keV）と近接しており、スペクトル上で両者を

明確に識別することが困難であった。また、フタロシ

アニンブルーおよびフタロシアニングリーンは、通常

は銅（Cu）を中心金属とする顔料として美術用に流

通していることから、Cuの検出が重要な指標となる

が、本分析ではCuの明確なピークは確認されなか

った。青色および紫色領域からはCoが検出されたも

のの、蛍光X線分析のみからは、それがコバルトブル

ーなどの無機顔料に由来するのか、あるいは中心金

属としてCoを有するフタロシアニン系顔料に由来す

るのかを判別することはできない。したがって、これ

らの顔料の有無を確定するためには、分子構造に基

づく同定が可能な追加分析が求められる。上記の

結果を踏まえ、ベルリン州警察および先行研究が指

摘してきた贋作の「証拠物」としての顔料群の有無

を検証するため、試料採取による詳細分析が必要で

あると判断された。美術館と協議のうえ、作品から

微量の絵具片を採取し、SEM-EDSおよび顕微ラマ

ン分光分析を実施するサンプリング調査を行うこと

とした。

採取箇所は、白色、緑色、青色、ピンク色など、本

作の帰属判定において重要と考えられる色調を含

む領域を中心として、直径約0.1 mm程度の絵具片

を医療用メス（フェザー外科手術用メスNo.15C等）

で採取した。本稿で扱う4点の試料の採取箇所は以

下の図に示すとおりである【図7】。
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1-2-1. SEM-EDX：装置と調査方法

絵具片中に含まれる顔料粒子の元素組成を高い

空間分解能で確認することを目的として、まず走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析（SEM-EDS）

を採用した。SEM-EDSは、電子線を試料表面に照

射して発生する二次電子像により微細構造を観察

すると同時に、試料から放出される特性X線を検出

することで元素組成を分析する手法である。高倍率

での形態観察と局所的な元素分析を同時に行うこ

とができるため、蛍光X線分析（XRF）では検出が困

難な微小試 料や不均質な粒子の分析に適してい

る 。本 調 査で 使 用した装置は 、走 査電子 顕 微 鏡

JSM-IT500HR/LA（日本電子株式会社製）およびエ

ネルギー分散型X線検出器EX-74211U4L2Q（同社

製）である。採取した微小な絵具片をカーボンテープ

上に固定し、これをシリコンウエハ上に貼付した状態

で測定を行った。

1-2-2．測定条件

SEM観察は加速電圧20 kV、観察倍率300倍、低

真空条件（50 Pa）で実施した。EDXによる元素マッ

ピング分析は、約20分間の測定時間（スイープ回数

20回）を設定して行い、各試料中の主要元素および

微量元素の分布を評価した。

1-2-3. 結果と考察

SEM-EDSによる調査の結果、各試料において

Zn、硫黄（S）、Baが互いに近い分布を示す傾向が確

認された。以下、試料の色調ごとに結果を整理する。

白色試料では、Zn、S、Baがほぼ同一のマッピング

像を示した【図8】。このことから、白色層にはZnを含

む成分が存在し、同時にSおよびBaを含む成分が空

間的に近接して分布していることが示された。アルミ

ニウム（Al）とシリコン（Si）が同一箇所からわずかに

検出されている。緑色試料においてもZn、S、Baがほ

ぼ同一のマッピング像を示し、AlやCoが部分的に検

出された【図9】。

青色試料ではZn、S、Alが概ね類似した分布を示

している。青色の発色が強い部分ではAlのシグナル

が強い一方、白色が目立つ箇所ではZnのシグナル

が強くジンクホワイトの使用が伺える。Baが数箇所

で検出されている【図10】。ピンク色試料において

も、Zn、S、Baがほぼ同一の分布を示した【図11】。

以上のように、Zn、S、Baが共通して近い分布を示

すこと、およびAlとSiが一部試料で同時に観察され

ることが本分析で確認された。Zn、S、Alの共分布

は、有機系青色顔料（たとえばフタロシアニン系顔

料など）がアルミナおよび硫酸塩系担体に沈着され

たレーキ顔料として存在している可能性を示唆す

る。また、AlとSiが同一領域で検出されることから、

有機赤色顔料（たとえばアゾ系あるいはキナクリド

ン系顔料など）が無機担体に沈着されたレーキ顔料

として用いられている可能性が示唆される。これは、

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究においてピ

グメントレッド系顔料の使用が報告されていること

とも符合する（16）。　　

ただし、SEM-EDSによる元素情報のみからは、こ

れらの元素がどのような化合物として存在するか、

また発色に寄与する有機顔料の分子種を直接同定

することはできない。さらに、XRFで課題となったTi

とBaの識別についても、本分析条件下では明確な判

別に至らなかった。以上より、本段階ではフタロシア

ニン系顔料などの存在を直接裏づける情報は得ら

れず、顔料種の最終的な同定には分子構造に基づ

く分析が必要であると判断した。次節では、引き続

いて実施した顕微ラマン分光分析による同定結果

について述べる。

1-3-1. 顕微ラマン分光分析：装置と調査方法

ラマン分光分析とは、分子の振動エネルギーにも

とづいて物質の化学構造を解析する分析手法であ

る。物質を構成する分子は、それぞれ固有の振動モ

ードを有しており、レーザー光を照射した際に生じ

るラマン散乱光を波長ごとに分光して得られたラマ

ンスペクトルは、化学結合の種類や分子構造に応じ

た特徴的なパターンを示す。このため、得られたラマ

ンスペクトルを既存の参照データベースと照合する

ことにより、顔料などの物質を分子レベルで同定す

ることが可能となる。

 本研究では、採取した微小試料を対象に、ラマン

顕微鏡 XploRATM PLUS（堀場製作所製）を用いて

測定を行った。本装置は顕微鏡下で微小領域にレー

ザーを集光して測定を行うことができるため、数十

マイクロメートル以下の絵具片であっても、特定の粒

子や層を選択的に分析することが可能となる。試料

はガラススライド上に設置し、顔料粒子が露出した

部位を顕微鏡観察によって選定した上で、局所的に

レーザーを照射してスペクトルを取得した。

本項目では、得られたスペクトルを市販および公

開されている顔料データベース（ライブラリ）と照合

するだけでなく、あらかじめ用意した顔料標品（リフ

ァレンス試料）のラマンスペクトルを同一装置で測

定し、絵画試料から得られたスペクトルと直接比較

する方法を併用した。この手法により、文献データと

の照合にとどまらず、実測スペクトルどうしの一致度

を検証することができ、顔料同定の信頼性を高める

ことが可能となると考えた。
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図6:  家屋の元素マッピングとスペクトル：XGT 図7:  試料採取箇所

青色試料についても、ラマンスペクトルはフタロシ

アニンブルーに特有のバンドを示した。比較のため、

市販のフタロシアニンブルー顔料（クサカベ・ピグメ

ント083、記載組成：フタロシアニンCu）およびウル

トラマリン顔料（クサカベ・ピグメント035、記載組

成：アルミノケイ酸塩・硫黄）を測定し、ここでもまた

本試料のスペクトルはフタロシアニンブルーのそれ

と類似していること、また、ウルトラマリンとは明確

に異なることが明らかになった【図14】。

ピンク色試料については、ライブラリデータとの照

合に加え、市販のナフトールレッド顔料（クサカベ・

ピグメント17 9 、記 載 組 成：ナフトール ）および 

Pig ment  R e d 179（東 京化成、N, N ′-ジメチル

-3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸ジイミド）のラマ

ンスペクトルと比較を行った。その結果、一部のピー

クはナフトールレッドおよび Pigment Red 179 に類

似したラマンシフトを示したものの、スペクトル全体

の 形 状 は 完 全 に は 一 致し な か った 。た だし 、

SEM-EDS において Al および Si を含む担体成分

が検出されたこと、ならびに先行研究においてベル

トラッキ作品に ピグメントレッド系有機顔料の使用

が報告されていることを踏まえると、本試料には赤

色の有機系レーキ顔料が用いられている可能性が

高いと考えられる【図15】。

以上のように、ラマン分光分析により、本作にはフ

タロシアニン系青色および緑色顔料、ならびに有機

系赤色顔料が使用されていることが高いと判断でき

る状況が整った。これらはいずれも20世紀後半以降

に画材として広く普及した合成有機顔料であり、カ

ンペンドンクが活動していた1910年代の制作環境と

は整合しないといえる。

1-3-2. 測定条件

測定は、試料の発色、蛍光の有無、信号強度など

に応じて条件を適宜調整して行った。使用したレー

ザー波長、出力、積算時間、対物レンズおよび回折

格子については、下記の条件で実施した。励起レー

ザー波長は785 nm(ウルトラマリンのみ532 nm)を

選択し、分光には600 gr/mm(ウルトラマリンのみ

1200 gr/mm)のグレーティングを使用した。サンプ

ル片は数～数10 µmサイズのため、x100対物レンズ

(OLYMPUS製)を使用し、露光時間と積算回数は

サンプルのシグナル強度等に合わせて適宜設定し

た。

1-3-3. 結果と考察

白色試料から得られたラマンスペクトルは、ライブ

ラリデータとの照合により、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが確認された。比較のため、市販のチタニウムホ

ワイト顔料（クサカベ・ピグメント278、記載組成：酸

化チタン）、シルバーホワイト顔料（クサカベ・ピグメ

ント271、記載組成：塩基性炭酸鉛）、およびジンクホ

ワイト（クサカベ・ピグメント273、記載組成：酸化亜

鉛）についても同一機材でラマンスペクトルを取得

し、試料スペクトルとの比較を行った。その結果、《少

女と白鳥》から採取した白色絵具片のスペクトルは、

チタニウムホワイト（アナターゼ型）と一致し、鉛白や

ジンクホワイトとは明確に異なることが確認された

【図12】。

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究において

は、ルチル型チタニウムホワイトの検出例が報告され

ているが（17）、本試料ではアナターゼ型が確認されて

いる。いずれの結晶相であっても、チタニウムホワイ

トは20世紀初頭のカンペンドンクの制作年代には画

家用白色顔料として一般化していなかった材料であ

り、その存在は本作の制作年代が1919年とされる

帰属と整合しないことを示唆する。

緑色試料から得られたラマンスペクトルは、フタロ

シアニングリーン(フタロシアニンCu‒Cl)に特有のピ

ークパターンを示し、ライブラリデータとの照合によ

って同定された。比較のため、市販のフタロシアニン

グリーン顔料（クサカベ・ピグメント083、記載組成：

フタロシアニンCu‒Cl）およびテールベルト顔料（ク

サカベ・ピグメント078、記載組成：混合物）のラマン

スペクトルを測定したところ、《少女と白鳥》の試料は

フタロシアニングリーンのスペクトルと類似しており、

混合顔料であるテールベルト顔料とは明確に異なる

ことが確認された【図13】。



1-1‒1．微小部蛍光X線分析装置および

ハンドヘルド型蛍光X線分析装置：装置と調査方法

非破壊・非接触の分析から情報を得ることを目的

として、微小部蛍光X線分析装置XGT-5200（以下

XGT）（堀場製作所製）およびハンドヘルド型蛍光X

線分析装置X-MET8000（以下X-MET）（日立ハイ

テクノロジーズ製）を用いた。これらの装置はいずれ

も、試料にX線を照射し、そこから発生する蛍光X線

を検出することにより、含有元素の種類および相対

量を測定するものであり、作品からサンプルを採取

せずとも材料情報を取得できる点に大きな利点があ

る。とくにXGTは、ステージを走査することにより、

ステージ上に設置した試料内の元素の空間分布を

可視化するマッピング機能を有しているため、特定の

元素が画面のどの部分に分布しているかを画像とし

て把握することが可能である。この機能により、顔料

の使用状況を面的に評価し、後続の詳細分析の対

象領域を選定するための指針を得ることができる

【図1】。ただし、《少女と白鳥》は画面サイズが大きい

ため、XGTのステージ上では作品中央部の一部が測

定範囲に収まらない領域が生じた。そこで、この領

域については作品をイーゼルに固定した状態で、ハ

ンドヘルド型のX-METを用いて補完的な測定を行

うこととした【図2】。XGTによるマッピング結果と

X-METによるスポット測定とを組み合わせて、「人

物の顔」「背景の家」「植生」など、比較的色数の多い

エリアを複数選択し、元素分布の把握を試みた。

1-1-2. 測定条件

《少女と白鳥》のXGT分析にあたっては、大型作品

の測定に対応するために設計・製作された大型試料

ステージを使用した。XGTには、900 mm × 600 

mmのアルミニウム合金製ステージを搭載し、さらに

可能な限り広範囲の測定を行うため、ステージ拡張

用のアームを取り付けて使用した【図3】。XGTによる

マッピング分析の測定条件は、管電圧50 kV、管電

流1.0 m A、分析領域100 mm角、ピクセルサイズ

4 0 0 µ m、測定時 間1277 秒（1ピクセルあたり2 0 

ms）、作動距離10 mmとした。ポイント分析について

は、管電圧50 kV、管電流1.0 mA、測定時間100秒、

Ｘ線ビーム径155 µmの条件で実施した。一方、ハン

ドヘルド型蛍光X線分析装置X-METによるポイン

ト分析の測定条件は、管電圧40 kV、管電流8 µA、

測定時間15秒とした。

1-1-3 . 結果と考察

XGTおよびX-METによる分析結果は、画面の各

色調に対応して以下のような元素分布を示した。主

要な色調ごとに結果を整理し、記述することとする。

まず、XGTマッピング像およびX-METによるポイ

ント分析において、描画層からも絵具が塗布されて

いない側面からも一定して鉛（Pb）が検出されたこと

から、本作にはPbを主成分とするシルバーホワイト

などの白色絵具（2PbCO₃·Pb(OH)₂、塩基性炭酸

鉛）による地塗りが施されていることが示唆された

【図4】。

白色部については、少女の眉上の白い垂直線、魚

の白目、樹木の枝の一部などから亜鉛(Zn)が検出

された。これらのマッピング像およびスペクトルから

は、当該箇所でZnを主成分とするジンクホワイト

（ZnO、酸化亜鉛）が使用されている様子がうかがえ

る。なお、本作上では多様な緑色が使い分けられて

いる。魚の鰭、樹木の枝、白鳥の羽の一部など曇った

緑色や濃緑色の領域からはクロム(Cr)が検出され

たことから、Crを含むクロムグリーン（Cr₂O₃、酸化

クロム）ないしヴィリジアンの使用が推測された。一

方、魚の周囲のより明るく透明度の高い緑色からは

特徴的な元素が検出されず、蛍光X線では検出が困

難な有機物を含む合成顔料等が用いられている可

能性が高い【図5-1,2】。

背景の家屋の青色や樹木の薄紫色部分からはコ

バルト（Co）が検出されたものの、家屋の一部に塗布

された鮮やかな青色や、魚の青色領域等からはCoが

確認されなかった。このことから、本作にはCoを主成

分とするコバルトブルー（CoAl₂O₄、アルミン酸コバル

ト）やコバルトヴァイオレット（Co₃As₂O₄·8H₂O、ヒ酸

コバルト八水和物）のみならず、Coを含まない青や

紫の顔料が併用されている可能性が高いと考えられ

る【図6】。茶色部については、家屋の窓枠や柵などか

ら鉄（Fe）が顕著に検出され、酸化鉄を主成分とす

る土性顔料(Fe₂O₃、酸化第二鉄)の使用が示唆され

た。同マッピング像では、家屋中央に描かれた緑色

の線からCrが、窓内の白色の十字部分からZnが検

出され、緑色部にはクロム系顔料、白色部にはジンク

ホワイトが用いられていることが確認された。

赤色およびピンク色部は、家屋の屋根、魚の描写

部、人物の頬など様々な領域に及ぶが、いずれから

も特徴的な元素は検出されなかった。この分析結果

は、当該領域で蛍光X線分析では検出されにくい有

機系顔料やレーキ顔料などが用いられている可能

性を示唆しており、ひいては、元素分析のみでは本

作に用いられた顔料の同定が困難であるといえる。

以上の結果から、本作にはPbを主成分とする地

塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色顔料、Coを含む

青色顔料、鉄系土性顔料など、複数の無機顔料が

用いられていることが明らかとなったが、真贋判定

の決定的指標とされるチタニウムホワイトおよびフタ

ロシアニン系顔料については、本段階の非破壊分析

のみでは検出の可否を確定できなかった。とくにチ

タニウムホワイトに関しては、チタン（Ti） Kα線

（ 4 . 5 0 9  k eV ）のピークがバリウム（ B a ） Lα線

（4.466 keV）と近接しており、スペクトル上で両者を

明確に識別することが困難であった。また、フタロシ

アニンブルーおよびフタロシアニングリーンは、通常

は銅（Cu）を中心金属とする顔料として美術用に流

通していることから、Cuの検出が重要な指標となる

が、本分析ではCuの明確なピークは確認されなか

った。青色および紫色領域からはCoが検出されたも

のの、蛍光X線分析のみからは、それがコバルトブル

ーなどの無機顔料に由来するのか、あるいは中心金

属としてCoを有するフタロシアニン系顔料に由来す

るのかを判別することはできない。したがって、これ

らの顔料の有無を確定するためには、分子構造に基

づく同定が可能な追加分析が求められる。上記の

結果を踏まえ、ベルリン州警察および先行研究が指

摘してきた贋作の「証拠物」としての顔料群の有無

を検証するため、試料採取による詳細分析が必要で

あると判断された。美術館と協議のうえ、作品から

微量の絵具片を採取し、SEM-EDSおよび顕微ラマ

ン分光分析を実施するサンプリング調査を行うこと

とした。

採取箇所は、白色、緑色、青色、ピンク色など、本

作の帰属判定において重要と考えられる色調を含

む領域を中心として、直径約0.1 mm程度の絵具片

を医療用メス（フェザー外科手術用メスNo.15C等）

で採取した。本稿で扱う4点の試料の採取箇所は以

下の図に示すとおりである【図7】。

1-2-1. SEM-EDX：装置と調査方法

絵具片中に含まれる顔料粒子の元素組成を高い

空間分解能で確認することを目的として、まず走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析（SEM-EDS）

を採用した。SEM-EDSは、電子線を試料表面に照

射して発生する二次電子像により微細構造を観察

すると同時に、試料から放出される特性X線を検出

することで元素組成を分析する手法である。高倍率

での形態観察と局所的な元素分析を同時に行うこ

とができるため、蛍光X線分析（XRF）では検出が困

難な微小試 料や不均質な粒子の分析に適してい

る 。本 調 査で 使 用した装置は 、走 査電子 顕 微 鏡

JSM-IT500HR/LA（日本電子株式会社製）およびエ

ネルギー分散型X線検出器EX-74211U4L2Q（同社

製）である。採取した微小な絵具片をカーボンテープ

上に固定し、これをシリコンウエハ上に貼付した状態

で測定を行った。

1-2-2．測定条件

SEM観察は加速電圧20 kV、観察倍率300倍、低

真空条件（50 Pa）で実施した。EDXによる元素マッ

ピング分析は、約20分間の測定時間（スイープ回数

20回）を設定して行い、各試料中の主要元素および

微量元素の分布を評価した。

1-2-3. 結果と考察

SEM-EDSによる調査の結果、各試料において

Zn、硫黄（S）、Baが互いに近い分布を示す傾向が確

認された。以下、試料の色調ごとに結果を整理する。

白色試料では、Zn、S、Baがほぼ同一のマッピング

像を示した【図8】。このことから、白色層にはZnを含

む成分が存在し、同時にSおよびBaを含む成分が空

間的に近接して分布していることが示された。アルミ

ニウム（Al）とシリコン（Si）が同一箇所からわずかに

検出されている。緑色試料においてもZn、S、Baがほ

ぼ同一のマッピング像を示し、AlやCoが部分的に検

出された【図9】。

青色試料ではZn、S、Alが概ね類似した分布を示

している。青色の発色が強い部分ではAlのシグナル

が強い一方、白色が目立つ箇所ではZnのシグナル

が強くジンクホワイトの使用が伺える。Baが数箇所

で検出されている【図10】。ピンク色試料において

も、Zn、S、Baがほぼ同一の分布を示した【図11】。

以上のように、Zn、S、Baが共通して近い分布を示

すこと、およびAlとSiが一部試料で同時に観察され

ることが本分析で確認された。Zn、S、Alの共分布

は、有機系青色顔料（たとえばフタロシアニン系顔

料など）がアルミナおよび硫酸塩系担体に沈着され

たレーキ顔料として存在している可能性を示唆す

る。また、AlとSiが同一領域で検出されることから、

有機赤色顔料（たとえばアゾ系あるいはキナクリド
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ン系顔料など）が無機担体に沈着されたレーキ顔料

として用いられている可能性が示唆される。これは、

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究においてピ

グメントレッド系顔料の使用が報告されていること

とも符合する（16）。　　

ただし、SEM-EDSによる元素情報のみからは、こ

れらの元素がどのような化合物として存在するか、

また発色に寄与する有機顔料の分子種を直接同定

することはできない。さらに、XRFで課題となったTi

とBaの識別についても、本分析条件下では明確な判

別に至らなかった。以上より、本段階ではフタロシア

ニン系顔料などの存在を直接裏づける情報は得ら

れず、顔料種の最終的な同定には分子構造に基づ

く分析が必要であると判断した。次節では、引き続

いて実施した顕微ラマン分光分析による同定結果

について述べる。

1-3-1. 顕微ラマン分光分析：装置と調査方法

ラマン分光分析とは、分子の振動エネルギーにも

とづいて物質の化学構造を解析する分析手法であ

る。物質を構成する分子は、それぞれ固有の振動モ

ードを有しており、レーザー光を照射した際に生じ

るラマン散乱光を波長ごとに分光して得られたラマ

ンスペクトルは、化学結合の種類や分子構造に応じ

た特徴的なパターンを示す。このため、得られたラマ

ンスペクトルを既存の参照データベースと照合する

ことにより、顔料などの物質を分子レベルで同定す

ることが可能となる。

 本研究では、採取した微小試料を対象に、ラマン

顕微鏡 XploRATM PLUS（堀場製作所製）を用いて

測定を行った。本装置は顕微鏡下で微小領域にレー

ザーを集光して測定を行うことができるため、数十

マイクロメートル以下の絵具片であっても、特定の粒

子や層を選択的に分析することが可能となる。試料

はガラススライド上に設置し、顔料粒子が露出した

部位を顕微鏡観察によって選定した上で、局所的に

レーザーを照射してスペクトルを取得した。

本項目では、得られたスペクトルを市販および公

開されている顔料データベース（ライブラリ）と照合

するだけでなく、あらかじめ用意した顔料標品（リフ

ァレンス試料）のラマンスペクトルを同一装置で測

定し、絵画試料から得られたスペクトルと直接比較

する方法を併用した。この手法により、文献データと

の照合にとどまらず、実測スペクトルどうしの一致度

を検証することができ、顔料同定の信頼性を高める

ことが可能となると考えた。

青色試料についても、ラマンスペクトルはフタロシ

アニンブルーに特有のバンドを示した。比較のため、

市販のフタロシアニンブルー顔料（クサカベ・ピグメ

ント083、記載組成：フタロシアニンCu）およびウル

トラマリン顔料（クサカベ・ピグメント035、記載組

成：アルミノケイ酸塩・硫黄）を測定し、ここでもまた

本試料のスペクトルはフタロシアニンブルーのそれ

と類似していること、また、ウルトラマリンとは明確

に異なることが明らかになった【図14】。

ピンク色試料については、ライブラリデータとの照

合に加え、市販のナフトールレッド顔料（クサカベ・

ピグメント17 9 、記 載 組 成：ナフトール ）および 

Pig ment  R e d 179（東 京化成、N, N ′-ジメチル

-3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸ジイミド）のラマ

ンスペクトルと比較を行った。その結果、一部のピー

クはナフトールレッドおよび Pigment Red 179 に類

似したラマンシフトを示したものの、スペクトル全体

の 形 状 は 完 全 に は 一 致し な か った 。た だし 、

SEM-EDS において Al および Si を含む担体成分

が検出されたこと、ならびに先行研究においてベル

トラッキ作品に ピグメントレッド系有機顔料の使用

が報告されていることを踏まえると、本試料には赤

色の有機系レーキ顔料が用いられている可能性が

高いと考えられる【図15】。

以上のように、ラマン分光分析により、本作にはフ

タロシアニン系青色および緑色顔料、ならびに有機

系赤色顔料が使用されていることが高いと判断でき

る状況が整った。これらはいずれも20世紀後半以降

に画材として広く普及した合成有機顔料であり、カ

ンペンドンクが活動していた1910年代の制作環境と

は整合しないといえる。

1-3-2. 測定条件

測定は、試料の発色、蛍光の有無、信号強度など

に応じて条件を適宜調整して行った。使用したレー

ザー波長、出力、積算時間、対物レンズおよび回折

格子については、下記の条件で実施した。励起レー

ザー波長は785 nm(ウルトラマリンのみ532 nm)を

選択し、分光には600 gr/mm(ウルトラマリンのみ

1200 gr/mm)のグレーティングを使用した。サンプ

ル片は数～数10 µmサイズのため、x100対物レンズ

(OLYMPUS製)を使用し、露光時間と積算回数は

サンプルのシグナル強度等に合わせて適宜設定し

た。

1-3-3. 結果と考察

白色試料から得られたラマンスペクトルは、ライブ

ラリデータとの照合により、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが確認された。比較のため、市販のチタニウムホ

ワイト顔料（クサカベ・ピグメント278、記載組成：酸

化チタン）、シルバーホワイト顔料（クサカベ・ピグメ

ント271、記載組成：塩基性炭酸鉛）、およびジンクホ

ワイト（クサカベ・ピグメント273、記載組成：酸化亜

鉛）についても同一機材でラマンスペクトルを取得

し、試料スペクトルとの比較を行った。その結果、《少

女と白鳥》から採取した白色絵具片のスペクトルは、

チタニウムホワイト（アナターゼ型）と一致し、鉛白や

ジンクホワイトとは明確に異なることが確認された

【図12】。

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究において

は、ルチル型チタニウムホワイトの検出例が報告され

ているが（17）、本試料ではアナターゼ型が確認されて

いる。いずれの結晶相であっても、チタニウムホワイ

トは20世紀初頭のカンペンドンクの制作年代には画

家用白色顔料として一般化していなかった材料であ

り、その存在は本作の制作年代が1919年とされる

帰属と整合しないことを示唆する。

緑色試料から得られたラマンスペクトルは、フタロ

シアニングリーン(フタロシアニンCu‒Cl)に特有のピ

ークパターンを示し、ライブラリデータとの照合によ

って同定された。比較のため、市販のフタロシアニン

グリーン顔料（クサカベ・ピグメント083、記載組成：

フタロシアニンCu‒Cl）およびテールベルト顔料（ク

サカベ・ピグメント078、記載組成：混合物）のラマン

スペクトルを測定したところ、《少女と白鳥》の試料は

フタロシアニングリーンのスペクトルと類似しており、

混合顔料であるテールベルト顔料とは明確に異なる

ことが確認された【図13】。

図8:  白色試料：SEM-EDS 図9:  緑色試料：SEM-EDS



1-1‒1．微小部蛍光X線分析装置および

ハンドヘルド型蛍光X線分析装置：装置と調査方法

非破壊・非接触の分析から情報を得ることを目的

として、微小部蛍光X線分析装置XGT-5200（以下

XGT）（堀場製作所製）およびハンドヘルド型蛍光X

線分析装置X-MET8000（以下X-MET）（日立ハイ

テクノロジーズ製）を用いた。これらの装置はいずれ

も、試料にX線を照射し、そこから発生する蛍光X線

を検出することにより、含有元素の種類および相対

量を測定するものであり、作品からサンプルを採取

せずとも材料情報を取得できる点に大きな利点があ

る。とくにXGTは、ステージを走査することにより、

ステージ上に設置した試料内の元素の空間分布を

可視化するマッピング機能を有しているため、特定の

元素が画面のどの部分に分布しているかを画像とし

て把握することが可能である。この機能により、顔料

の使用状況を面的に評価し、後続の詳細分析の対

象領域を選定するための指針を得ることができる

【図1】。ただし、《少女と白鳥》は画面サイズが大きい

ため、XGTのステージ上では作品中央部の一部が測

定範囲に収まらない領域が生じた。そこで、この領

域については作品をイーゼルに固定した状態で、ハ

ンドヘルド型のX-METを用いて補完的な測定を行

うこととした【図2】。XGTによるマッピング結果と

X-METによるスポット測定とを組み合わせて、「人

物の顔」「背景の家」「植生」など、比較的色数の多い

エリアを複数選択し、元素分布の把握を試みた。

1-1-2. 測定条件

《少女と白鳥》のXGT分析にあたっては、大型作品

の測定に対応するために設計・製作された大型試料

ステージを使用した。XGTには、900 mm × 600 

mmのアルミニウム合金製ステージを搭載し、さらに

可能な限り広範囲の測定を行うため、ステージ拡張

用のアームを取り付けて使用した【図3】。XGTによる

マッピング分析の測定条件は、管電圧50 kV、管電

流1.0 m A、分析領域100 mm角、ピクセルサイズ

4 0 0 µ m、測定時 間1277 秒（1ピクセルあたり2 0 

ms）、作動距離10 mmとした。ポイント分析について

は、管電圧50 kV、管電流1.0 mA、測定時間100秒、

Ｘ線ビーム径155 µmの条件で実施した。一方、ハン

ドヘルド型蛍光X線分析装置X-METによるポイン

ト分析の測定条件は、管電圧40 kV、管電流8 µA、

測定時間15秒とした。

1-1-3 . 結果と考察

XGTおよびX-METによる分析結果は、画面の各

色調に対応して以下のような元素分布を示した。主

要な色調ごとに結果を整理し、記述することとする。

まず、XGTマッピング像およびX-METによるポイ

ント分析において、描画層からも絵具が塗布されて

いない側面からも一定して鉛（Pb）が検出されたこと

から、本作にはPbを主成分とするシルバーホワイト

などの白色絵具（2PbCO₃·Pb(OH)₂、塩基性炭酸

鉛）による地塗りが施されていることが示唆された

【図4】。

白色部については、少女の眉上の白い垂直線、魚

の白目、樹木の枝の一部などから亜鉛(Zn)が検出

された。これらのマッピング像およびスペクトルから

は、当該箇所でZnを主成分とするジンクホワイト

（ZnO、酸化亜鉛）が使用されている様子がうかがえ

る。なお、本作上では多様な緑色が使い分けられて

いる。魚の鰭、樹木の枝、白鳥の羽の一部など曇った

緑色や濃緑色の領域からはクロム(Cr)が検出され

たことから、Crを含むクロムグリーン（Cr₂O₃、酸化

クロム）ないしヴィリジアンの使用が推測された。一

方、魚の周囲のより明るく透明度の高い緑色からは

特徴的な元素が検出されず、蛍光X線では検出が困

難な有機物を含む合成顔料等が用いられている可

能性が高い【図5-1,2】。

背景の家屋の青色や樹木の薄紫色部分からはコ

バルト（Co）が検出されたものの、家屋の一部に塗布

された鮮やかな青色や、魚の青色領域等からはCoが

確認されなかった。このことから、本作にはCoを主成

分とするコバルトブルー（CoAl₂O₄、アルミン酸コバル

ト）やコバルトヴァイオレット（Co₃As₂O₄·8H₂O、ヒ酸

コバルト八水和物）のみならず、Coを含まない青や

紫の顔料が併用されている可能性が高いと考えられ

る【図6】。茶色部については、家屋の窓枠や柵などか

ら鉄（Fe）が顕著に検出され、酸化鉄を主成分とす

る土性顔料(Fe₂O₃、酸化第二鉄)の使用が示唆され

た。同マッピング像では、家屋中央に描かれた緑色

の線からCrが、窓内の白色の十字部分からZnが検

出され、緑色部にはクロム系顔料、白色部にはジンク

ホワイトが用いられていることが確認された。

赤色およびピンク色部は、家屋の屋根、魚の描写

部、人物の頬など様々な領域に及ぶが、いずれから

も特徴的な元素は検出されなかった。この分析結果

は、当該領域で蛍光X線分析では検出されにくい有

機系顔料やレーキ顔料などが用いられている可能

性を示唆しており、ひいては、元素分析のみでは本

作に用いられた顔料の同定が困難であるといえる。

以上の結果から、本作にはPbを主成分とする地

塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色顔料、Coを含む

青色顔料、鉄系土性顔料など、複数の無機顔料が

用いられていることが明らかとなったが、真贋判定

の決定的指標とされるチタニウムホワイトおよびフタ

ロシアニン系顔料については、本段階の非破壊分析

のみでは検出の可否を確定できなかった。とくにチ

タニウムホワイトに関しては、チタン（Ti） Kα線

（ 4 . 5 0 9  k eV ）のピークがバリウム（ B a ） Lα線

（4.466 keV）と近接しており、スペクトル上で両者を

明確に識別することが困難であった。また、フタロシ

アニンブルーおよびフタロシアニングリーンは、通常

は銅（Cu）を中心金属とする顔料として美術用に流

通していることから、Cuの検出が重要な指標となる

が、本分析ではCuの明確なピークは確認されなか

った。青色および紫色領域からはCoが検出されたも

のの、蛍光X線分析のみからは、それがコバルトブル

ーなどの無機顔料に由来するのか、あるいは中心金

属としてCoを有するフタロシアニン系顔料に由来す

るのかを判別することはできない。したがって、これ

らの顔料の有無を確定するためには、分子構造に基

づく同定が可能な追加分析が求められる。上記の

結果を踏まえ、ベルリン州警察および先行研究が指

摘してきた贋作の「証拠物」としての顔料群の有無

を検証するため、試料採取による詳細分析が必要で

あると判断された。美術館と協議のうえ、作品から

微量の絵具片を採取し、SEM-EDSおよび顕微ラマ

ン分光分析を実施するサンプリング調査を行うこと

とした。

採取箇所は、白色、緑色、青色、ピンク色など、本

作の帰属判定において重要と考えられる色調を含

む領域を中心として、直径約0.1 mm程度の絵具片

を医療用メス（フェザー外科手術用メスNo.15C等）

で採取した。本稿で扱う4点の試料の採取箇所は以

下の図に示すとおりである【図7】。

1-2-1. SEM-EDX：装置と調査方法

絵具片中に含まれる顔料粒子の元素組成を高い

空間分解能で確認することを目的として、まず走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析（SEM-EDS）

を採用した。SEM-EDSは、電子線を試料表面に照

射して発生する二次電子像により微細構造を観察

すると同時に、試料から放出される特性X線を検出

することで元素組成を分析する手法である。高倍率

での形態観察と局所的な元素分析を同時に行うこ

とができるため、蛍光X線分析（XRF）では検出が困

難な微小試 料や不均質な粒子の分析に適してい

る 。本 調 査で 使 用した装置は 、走 査電子 顕 微 鏡

JSM-IT500HR/LA（日本電子株式会社製）およびエ

ネルギー分散型X線検出器EX-74211U4L2Q（同社

製）である。採取した微小な絵具片をカーボンテープ

上に固定し、これをシリコンウエハ上に貼付した状態

で測定を行った。

1-2-2．測定条件

SEM観察は加速電圧20 kV、観察倍率300倍、低

真空条件（50 Pa）で実施した。EDXによる元素マッ

ピング分析は、約20分間の測定時間（スイープ回数

20回）を設定して行い、各試料中の主要元素および

微量元素の分布を評価した。

1-2-3. 結果と考察

SEM-EDSによる調査の結果、各試料において

Zn、硫黄（S）、Baが互いに近い分布を示す傾向が確

認された。以下、試料の色調ごとに結果を整理する。

白色試料では、Zn、S、Baがほぼ同一のマッピング

像を示した【図8】。このことから、白色層にはZnを含

む成分が存在し、同時にSおよびBaを含む成分が空

間的に近接して分布していることが示された。アルミ

ニウム（Al）とシリコン（Si）が同一箇所からわずかに

検出されている。緑色試料においてもZn、S、Baがほ

ぼ同一のマッピング像を示し、AlやCoが部分的に検

出された【図9】。

青色試料ではZn、S、Alが概ね類似した分布を示

している。青色の発色が強い部分ではAlのシグナル

が強い一方、白色が目立つ箇所ではZnのシグナル

が強くジンクホワイトの使用が伺える。Baが数箇所

で検出されている【図10】。ピンク色試料において

も、Zn、S、Baがほぼ同一の分布を示した【図11】。

以上のように、Zn、S、Baが共通して近い分布を示

すこと、およびAlとSiが一部試料で同時に観察され

ることが本分析で確認された。Zn、S、Alの共分布

は、有機系青色顔料（たとえばフタロシアニン系顔

料など）がアルミナおよび硫酸塩系担体に沈着され

たレーキ顔料として存在している可能性を示唆す

る。また、AlとSiが同一領域で検出されることから、

有機赤色顔料（たとえばアゾ系あるいはキナクリド

ン系顔料など）が無機担体に沈着されたレーキ顔料

として用いられている可能性が示唆される。これは、

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究においてピ

グメントレッド系顔料の使用が報告されていること

とも符合する（16）。　　

ただし、SEM-EDSによる元素情報のみからは、こ

れらの元素がどのような化合物として存在するか、

また発色に寄与する有機顔料の分子種を直接同定

することはできない。さらに、XRFで課題となったTi

とBaの識別についても、本分析条件下では明確な判

別に至らなかった。以上より、本段階ではフタロシア

ニン系顔料などの存在を直接裏づける情報は得ら

れず、顔料種の最終的な同定には分子構造に基づ

く分析が必要であると判断した。次節では、引き続

いて実施した顕微ラマン分光分析による同定結果

について述べる。

1-3-1. 顕微ラマン分光分析：装置と調査方法

ラマン分光分析とは、分子の振動エネルギーにも

とづいて物質の化学構造を解析する分析手法であ

る。物質を構成する分子は、それぞれ固有の振動モ

ードを有しており、レーザー光を照射した際に生じ

るラマン散乱光を波長ごとに分光して得られたラマ

ンスペクトルは、化学結合の種類や分子構造に応じ

た特徴的なパターンを示す。このため、得られたラマ

ンスペクトルを既存の参照データベースと照合する

ことにより、顔料などの物質を分子レベルで同定す

ることが可能となる。

 本研究では、採取した微小試料を対象に、ラマン

顕微鏡 XploRATM PLUS（堀場製作所製）を用いて

測定を行った。本装置は顕微鏡下で微小領域にレー

ザーを集光して測定を行うことができるため、数十

マイクロメートル以下の絵具片であっても、特定の粒

子や層を選択的に分析することが可能となる。試料

はガラススライド上に設置し、顔料粒子が露出した

部位を顕微鏡観察によって選定した上で、局所的に

レーザーを照射してスペクトルを取得した。

本項目では、得られたスペクトルを市販および公

開されている顔料データベース（ライブラリ）と照合

するだけでなく、あらかじめ用意した顔料標品（リフ

ァレンス試料）のラマンスペクトルを同一装置で測

定し、絵画試料から得られたスペクトルと直接比較

する方法を併用した。この手法により、文献データと

の照合にとどまらず、実測スペクトルどうしの一致度

を検証することができ、顔料同定の信頼性を高める

ことが可能となると考えた。

高知県立美術館研究紀要  第12集／17

青色試料についても、ラマンスペクトルはフタロシ

アニンブルーに特有のバンドを示した。比較のため、

市販のフタロシアニンブルー顔料（クサカベ・ピグメ

ント083、記載組成：フタロシアニンCu）およびウル

トラマリン顔料（クサカベ・ピグメント035、記載組

成：アルミノケイ酸塩・硫黄）を測定し、ここでもまた

本試料のスペクトルはフタロシアニンブルーのそれ

と類似していること、また、ウルトラマリンとは明確

に異なることが明らかになった【図14】。

ピンク色試料については、ライブラリデータとの照

合に加え、市販のナフトールレッド顔料（クサカベ・

ピグメント17 9 、記 載 組 成：ナフトール ）および 

Pig ment  R e d 179（東 京化成、N, N ′-ジメチル

-3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸ジイミド）のラマ

ンスペクトルと比較を行った。その結果、一部のピー

クはナフトールレッドおよび Pigment Red 179 に類

似したラマンシフトを示したものの、スペクトル全体

の 形 状 は 完 全 に は 一 致し な か った 。た だし 、

SEM-EDS において Al および Si を含む担体成分

が検出されたこと、ならびに先行研究においてベル

トラッキ作品に ピグメントレッド系有機顔料の使用

が報告されていることを踏まえると、本試料には赤

色の有機系レーキ顔料が用いられている可能性が

高いと考えられる【図15】。

以上のように、ラマン分光分析により、本作にはフ

タロシアニン系青色および緑色顔料、ならびに有機

系赤色顔料が使用されていることが高いと判断でき

る状況が整った。これらはいずれも20世紀後半以降

に画材として広く普及した合成有機顔料であり、カ

ンペンドンクが活動していた1910年代の制作環境と

は整合しないといえる。

1-3-2. 測定条件

測定は、試料の発色、蛍光の有無、信号強度など

に応じて条件を適宜調整して行った。使用したレー

ザー波長、出力、積算時間、対物レンズおよび回折

格子については、下記の条件で実施した。励起レー

ザー波長は785 nm(ウルトラマリンのみ532 nm)を

選択し、分光には600 gr/mm(ウルトラマリンのみ

1200 gr/mm)のグレーティングを使用した。サンプ

ル片は数～数10 µmサイズのため、x100対物レンズ

(OLYMPUS製)を使用し、露光時間と積算回数は

サンプルのシグナル強度等に合わせて適宜設定し

た。

1-3-3. 結果と考察

白色試料から得られたラマンスペクトルは、ライブ

ラリデータとの照合により、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが確認された。比較のため、市販のチタニウムホ

ワイト顔料（クサカベ・ピグメント278、記載組成：酸

化チタン）、シルバーホワイト顔料（クサカベ・ピグメ

ント271、記載組成：塩基性炭酸鉛）、およびジンクホ

ワイト（クサカベ・ピグメント273、記載組成：酸化亜

鉛）についても同一機材でラマンスペクトルを取得

し、試料スペクトルとの比較を行った。その結果、《少

女と白鳥》から採取した白色絵具片のスペクトルは、

チタニウムホワイト（アナターゼ型）と一致し、鉛白や

ジンクホワイトとは明確に異なることが確認された

【図12】。

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究において

は、ルチル型チタニウムホワイトの検出例が報告され

ているが（17）、本試料ではアナターゼ型が確認されて

いる。いずれの結晶相であっても、チタニウムホワイ

トは20世紀初頭のカンペンドンクの制作年代には画

家用白色顔料として一般化していなかった材料であ

り、その存在は本作の制作年代が1919年とされる

帰属と整合しないことを示唆する。

緑色試料から得られたラマンスペクトルは、フタロ

シアニングリーン(フタロシアニンCu‒Cl)に特有のピ

ークパターンを示し、ライブラリデータとの照合によ

って同定された。比較のため、市販のフタロシアニン

グリーン顔料（クサカベ・ピグメント083、記載組成：

フタロシアニンCu‒Cl）およびテールベルト顔料（ク

サカベ・ピグメント078、記載組成：混合物）のラマン

スペクトルを測定したところ、《少女と白鳥》の試料は

フタロシアニングリーンのスペクトルと類似しており、

混合顔料であるテールベルト顔料とは明確に異なる

ことが確認された【図13】。

図10: 青色試料：SEM-EDS 図11: ピンク色試料：SEM-EDS

(16) 《少女と白鳥》調査に先立って、ラートゲン研究所（Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin） や、米国の分析機関オリオ
ン・アナリティカル（Orion Analytical, LLC, A Materials Analysis and Consulting Firm）などで、ベルトラッキが手がけた贋作の調査が
実施されている。



1-1‒1．微小部蛍光X線分析装置および

ハンドヘルド型蛍光X線分析装置：装置と調査方法

非破壊・非接触の分析から情報を得ることを目的

として、微小部蛍光X線分析装置XGT-5200（以下

XGT）（堀場製作所製）およびハンドヘルド型蛍光X

線分析装置X-MET8000（以下X-MET）（日立ハイ

テクノロジーズ製）を用いた。これらの装置はいずれ

も、試料にX線を照射し、そこから発生する蛍光X線

を検出することにより、含有元素の種類および相対

量を測定するものであり、作品からサンプルを採取

せずとも材料情報を取得できる点に大きな利点があ

る。とくにXGTは、ステージを走査することにより、

ステージ上に設置した試料内の元素の空間分布を

可視化するマッピング機能を有しているため、特定の

元素が画面のどの部分に分布しているかを画像とし

て把握することが可能である。この機能により、顔料

の使用状況を面的に評価し、後続の詳細分析の対

象領域を選定するための指針を得ることができる

【図1】。ただし、《少女と白鳥》は画面サイズが大きい

ため、XGTのステージ上では作品中央部の一部が測

定範囲に収まらない領域が生じた。そこで、この領

域については作品をイーゼルに固定した状態で、ハ

ンドヘルド型のX-METを用いて補完的な測定を行

うこととした【図2】。XGTによるマッピング結果と

X-METによるスポット測定とを組み合わせて、「人

物の顔」「背景の家」「植生」など、比較的色数の多い

エリアを複数選択し、元素分布の把握を試みた。

1-1-2. 測定条件

《少女と白鳥》のXGT分析にあたっては、大型作品

の測定に対応するために設計・製作された大型試料

ステージを使用した。XGTには、900 mm × 600 

mmのアルミニウム合金製ステージを搭載し、さらに

可能な限り広範囲の測定を行うため、ステージ拡張

用のアームを取り付けて使用した【図3】。XGTによる

マッピング分析の測定条件は、管電圧50 kV、管電

流1.0 m A、分析領域100 mm角、ピクセルサイズ

4 0 0 µ m、測定時 間1277 秒（1ピクセルあたり2 0 

ms）、作動距離10 mmとした。ポイント分析について

は、管電圧50 kV、管電流1.0 mA、測定時間100秒、

Ｘ線ビーム径155 µmの条件で実施した。一方、ハン

ドヘルド型蛍光X線分析装置X-METによるポイン

ト分析の測定条件は、管電圧40 kV、管電流8 µA、

測定時間15秒とした。

1-1-3 . 結果と考察

XGTおよびX-METによる分析結果は、画面の各

色調に対応して以下のような元素分布を示した。主

要な色調ごとに結果を整理し、記述することとする。

まず、XGTマッピング像およびX-METによるポイ

ント分析において、描画層からも絵具が塗布されて

いない側面からも一定して鉛（Pb）が検出されたこと

から、本作にはPbを主成分とするシルバーホワイト

などの白色絵具（2PbCO₃·Pb(OH)₂、塩基性炭酸

鉛）による地塗りが施されていることが示唆された

【図4】。

白色部については、少女の眉上の白い垂直線、魚

の白目、樹木の枝の一部などから亜鉛(Zn)が検出

された。これらのマッピング像およびスペクトルから

は、当該箇所でZnを主成分とするジンクホワイト

（ZnO、酸化亜鉛）が使用されている様子がうかがえ

る。なお、本作上では多様な緑色が使い分けられて

いる。魚の鰭、樹木の枝、白鳥の羽の一部など曇った

緑色や濃緑色の領域からはクロム(Cr)が検出され

たことから、Crを含むクロムグリーン（Cr₂O₃、酸化

クロム）ないしヴィリジアンの使用が推測された。一

方、魚の周囲のより明るく透明度の高い緑色からは

特徴的な元素が検出されず、蛍光X線では検出が困

難な有機物を含む合成顔料等が用いられている可

能性が高い【図5-1,2】。

背景の家屋の青色や樹木の薄紫色部分からはコ

バルト（Co）が検出されたものの、家屋の一部に塗布

された鮮やかな青色や、魚の青色領域等からはCoが

確認されなかった。このことから、本作にはCoを主成

分とするコバルトブルー（CoAl₂O₄、アルミン酸コバル

ト）やコバルトヴァイオレット（Co₃As₂O₄·8H₂O、ヒ酸

コバルト八水和物）のみならず、Coを含まない青や

紫の顔料が併用されている可能性が高いと考えられ

る【図6】。茶色部については、家屋の窓枠や柵などか

ら鉄（Fe）が顕著に検出され、酸化鉄を主成分とす

る土性顔料(Fe₂O₃、酸化第二鉄)の使用が示唆され

た。同マッピング像では、家屋中央に描かれた緑色

の線からCrが、窓内の白色の十字部分からZnが検

出され、緑色部にはクロム系顔料、白色部にはジンク

ホワイトが用いられていることが確認された。

赤色およびピンク色部は、家屋の屋根、魚の描写

部、人物の頬など様々な領域に及ぶが、いずれから

も特徴的な元素は検出されなかった。この分析結果

は、当該領域で蛍光X線分析では検出されにくい有

機系顔料やレーキ顔料などが用いられている可能

性を示唆しており、ひいては、元素分析のみでは本

作に用いられた顔料の同定が困難であるといえる。

以上の結果から、本作にはPbを主成分とする地

塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色顔料、Coを含む

青色顔料、鉄系土性顔料など、複数の無機顔料が

用いられていることが明らかとなったが、真贋判定

の決定的指標とされるチタニウムホワイトおよびフタ

ロシアニン系顔料については、本段階の非破壊分析

のみでは検出の可否を確定できなかった。とくにチ

タニウムホワイトに関しては、チタン（Ti） Kα線

（ 4 . 5 0 9  k eV ）のピークがバリウム（ B a ） Lα線

（4.466 keV）と近接しており、スペクトル上で両者を

明確に識別することが困難であった。また、フタロシ

アニンブルーおよびフタロシアニングリーンは、通常

は銅（Cu）を中心金属とする顔料として美術用に流

通していることから、Cuの検出が重要な指標となる

が、本分析ではCuの明確なピークは確認されなか

った。青色および紫色領域からはCoが検出されたも

のの、蛍光X線分析のみからは、それがコバルトブル

ーなどの無機顔料に由来するのか、あるいは中心金

属としてCoを有するフタロシアニン系顔料に由来す

るのかを判別することはできない。したがって、これ

らの顔料の有無を確定するためには、分子構造に基

づく同定が可能な追加分析が求められる。上記の

結果を踏まえ、ベルリン州警察および先行研究が指

摘してきた贋作の「証拠物」としての顔料群の有無

を検証するため、試料採取による詳細分析が必要で

あると判断された。美術館と協議のうえ、作品から

微量の絵具片を採取し、SEM-EDSおよび顕微ラマ

ン分光分析を実施するサンプリング調査を行うこと

とした。

採取箇所は、白色、緑色、青色、ピンク色など、本

作の帰属判定において重要と考えられる色調を含

む領域を中心として、直径約0.1 mm程度の絵具片

を医療用メス（フェザー外科手術用メスNo.15C等）

で採取した。本稿で扱う4点の試料の採取箇所は以

下の図に示すとおりである【図7】。

1-2-1. SEM-EDX：装置と調査方法

絵具片中に含まれる顔料粒子の元素組成を高い

空間分解能で確認することを目的として、まず走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析（SEM-EDS）

を採用した。SEM-EDSは、電子線を試料表面に照

射して発生する二次電子像により微細構造を観察

すると同時に、試料から放出される特性X線を検出

することで元素組成を分析する手法である。高倍率

での形態観察と局所的な元素分析を同時に行うこ

とができるため、蛍光X線分析（XRF）では検出が困

難な微小試 料や不均質な粒子の分析に適してい

る 。本 調 査で 使 用した装置は 、走 査電子 顕 微 鏡

JSM-IT500HR/LA（日本電子株式会社製）およびエ

ネルギー分散型X線検出器EX-74211U4L2Q（同社

製）である。採取した微小な絵具片をカーボンテープ

上に固定し、これをシリコンウエハ上に貼付した状態

で測定を行った。

1-2-2．測定条件

SEM観察は加速電圧20 kV、観察倍率300倍、低

真空条件（50 Pa）で実施した。EDXによる元素マッ

ピング分析は、約20分間の測定時間（スイープ回数

20回）を設定して行い、各試料中の主要元素および

微量元素の分布を評価した。

1-2-3. 結果と考察

SEM-EDSによる調査の結果、各試料において

Zn、硫黄（S）、Baが互いに近い分布を示す傾向が確

認された。以下、試料の色調ごとに結果を整理する。

白色試料では、Zn、S、Baがほぼ同一のマッピング

像を示した【図8】。このことから、白色層にはZnを含

む成分が存在し、同時にSおよびBaを含む成分が空

間的に近接して分布していることが示された。アルミ

ニウム（Al）とシリコン（Si）が同一箇所からわずかに

検出されている。緑色試料においてもZn、S、Baがほ

ぼ同一のマッピング像を示し、AlやCoが部分的に検

出された【図9】。

青色試料ではZn、S、Alが概ね類似した分布を示

している。青色の発色が強い部分ではAlのシグナル

が強い一方、白色が目立つ箇所ではZnのシグナル

が強くジンクホワイトの使用が伺える。Baが数箇所

で検出されている【図10】。ピンク色試料において

も、Zn、S、Baがほぼ同一の分布を示した【図11】。

以上のように、Zn、S、Baが共通して近い分布を示

すこと、およびAlとSiが一部試料で同時に観察され

ることが本分析で確認された。Zn、S、Alの共分布

は、有機系青色顔料（たとえばフタロシアニン系顔

料など）がアルミナおよび硫酸塩系担体に沈着され

たレーキ顔料として存在している可能性を示唆す

る。また、AlとSiが同一領域で検出されることから、

有機赤色顔料（たとえばアゾ系あるいはキナクリド

ン系顔料など）が無機担体に沈着されたレーキ顔料

として用いられている可能性が示唆される。これは、

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究においてピ

グメントレッド系顔料の使用が報告されていること

とも符合する（16）。　　

ただし、SEM-EDSによる元素情報のみからは、こ

れらの元素がどのような化合物として存在するか、

また発色に寄与する有機顔料の分子種を直接同定

することはできない。さらに、XRFで課題となったTi

とBaの識別についても、本分析条件下では明確な判

別に至らなかった。以上より、本段階ではフタロシア

ニン系顔料などの存在を直接裏づける情報は得ら

れず、顔料種の最終的な同定には分子構造に基づ

く分析が必要であると判断した。次節では、引き続

いて実施した顕微ラマン分光分析による同定結果

について述べる。

1-3-1. 顕微ラマン分光分析：装置と調査方法

ラマン分光分析とは、分子の振動エネルギーにも

とづいて物質の化学構造を解析する分析手法であ

る。物質を構成する分子は、それぞれ固有の振動モ

ードを有しており、レーザー光を照射した際に生じ

るラマン散乱光を波長ごとに分光して得られたラマ

ンスペクトルは、化学結合の種類や分子構造に応じ

た特徴的なパターンを示す。このため、得られたラマ

ンスペクトルを既存の参照データベースと照合する

ことにより、顔料などの物質を分子レベルで同定す

ることが可能となる。

 本研究では、採取した微小試料を対象に、ラマン

顕微鏡 XploRATM PLUS（堀場製作所製）を用いて

測定を行った。本装置は顕微鏡下で微小領域にレー

ザーを集光して測定を行うことができるため、数十

マイクロメートル以下の絵具片であっても、特定の粒

子や層を選択的に分析することが可能となる。試料

はガラススライド上に設置し、顔料粒子が露出した

部位を顕微鏡観察によって選定した上で、局所的に

レーザーを照射してスペクトルを取得した。

本項目では、得られたスペクトルを市販および公

開されている顔料データベース（ライブラリ）と照合

するだけでなく、あらかじめ用意した顔料標品（リフ

ァレンス試料）のラマンスペクトルを同一装置で測

定し、絵画試料から得られたスペクトルと直接比較

する方法を併用した。この手法により、文献データと

の照合にとどまらず、実測スペクトルどうしの一致度

を検証することができ、顔料同定の信頼性を高める

ことが可能となると考えた。
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青色試料についても、ラマンスペクトルはフタロシ

アニンブルーに特有のバンドを示した。比較のため、

市販のフタロシアニンブルー顔料（クサカベ・ピグメ

ント083、記載組成：フタロシアニンCu）およびウル

トラマリン顔料（クサカベ・ピグメント035、記載組

成：アルミノケイ酸塩・硫黄）を測定し、ここでもまた

本試料のスペクトルはフタロシアニンブルーのそれ

と類似していること、また、ウルトラマリンとは明確

に異なることが明らかになった【図14】。

ピンク色試料については、ライブラリデータとの照

合に加え、市販のナフトールレッド顔料（クサカベ・

ピグメント17 9 、記 載 組 成：ナフトール ）および 

Pig ment  R e d 179（東 京化成、N, N ′-ジメチル

-3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸ジイミド）のラマ

ンスペクトルと比較を行った。その結果、一部のピー

クはナフトールレッドおよび Pigment Red 179 に類

似したラマンシフトを示したものの、スペクトル全体

の 形 状 は 完 全 に は 一 致し な か った 。た だし 、

SEM-EDS において Al および Si を含む担体成分

が検出されたこと、ならびに先行研究においてベル

トラッキ作品に ピグメントレッド系有機顔料の使用

が報告されていることを踏まえると、本試料には赤

色の有機系レーキ顔料が用いられている可能性が

高いと考えられる【図15】。

以上のように、ラマン分光分析により、本作にはフ

タロシアニン系青色および緑色顔料、ならびに有機

系赤色顔料が使用されていることが高いと判断でき

る状況が整った。これらはいずれも20世紀後半以降

に画材として広く普及した合成有機顔料であり、カ

ンペンドンクが活動していた1910年代の制作環境と

は整合しないといえる。

1-3-2. 測定条件

測定は、試料の発色、蛍光の有無、信号強度など

に応じて条件を適宜調整して行った。使用したレー

ザー波長、出力、積算時間、対物レンズおよび回折

格子については、下記の条件で実施した。励起レー

ザー波長は785 nm(ウルトラマリンのみ532 nm)を

選択し、分光には600 gr/mm(ウルトラマリンのみ

1200 gr/mm)のグレーティングを使用した。サンプ

ル片は数～数10 µmサイズのため、x100対物レンズ

(OLYMPUS製)を使用し、露光時間と積算回数は

サンプルのシグナル強度等に合わせて適宜設定し

た。

1-3-3. 結果と考察

白色試料から得られたラマンスペクトルは、ライブ

ラリデータとの照合により、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが確認された。比較のため、市販のチタニウムホ

ワイト顔料（クサカベ・ピグメント278、記載組成：酸

化チタン）、シルバーホワイト顔料（クサカベ・ピグメ

ント271、記載組成：塩基性炭酸鉛）、およびジンクホ

ワイト（クサカベ・ピグメント273、記載組成：酸化亜

鉛）についても同一機材でラマンスペクトルを取得

し、試料スペクトルとの比較を行った。その結果、《少

女と白鳥》から採取した白色絵具片のスペクトルは、

チタニウムホワイト（アナターゼ型）と一致し、鉛白や

ジンクホワイトとは明確に異なることが確認された

【図12】。

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究において

は、ルチル型チタニウムホワイトの検出例が報告され

ているが（17）、本試料ではアナターゼ型が確認されて

いる。いずれの結晶相であっても、チタニウムホワイ

トは20世紀初頭のカンペンドンクの制作年代には画

家用白色顔料として一般化していなかった材料であ

り、その存在は本作の制作年代が1919年とされる

帰属と整合しないことを示唆する。

緑色試料から得られたラマンスペクトルは、フタロ

シアニングリーン(フタロシアニンCu‒Cl)に特有のピ

ークパターンを示し、ライブラリデータとの照合によ

って同定された。比較のため、市販のフタロシアニン

グリーン顔料（クサカベ・ピグメント083、記載組成：

フタロシアニンCu‒Cl）およびテールベルト顔料（ク

サカベ・ピグメント078、記載組成：混合物）のラマン

スペクトルを測定したところ、《少女と白鳥》の試料は

フタロシアニングリーンのスペクトルと類似しており、

混合顔料であるテールベルト顔料とは明確に異なる

ことが確認された【図13】。

(17) 注12を参照。

図12: 白色試料から得られたラマンスペクトルの比較 図13: 緑色試料から得られたラマンスペクトルの比較



1-1‒1．微小部蛍光X線分析装置および

ハンドヘルド型蛍光X線分析装置：装置と調査方法

非破壊・非接触の分析から情報を得ることを目的

として、微小部蛍光X線分析装置XGT-5200（以下

XGT）（堀場製作所製）およびハンドヘルド型蛍光X

線分析装置X-MET8000（以下X-MET）（日立ハイ

テクノロジーズ製）を用いた。これらの装置はいずれ

も、試料にX線を照射し、そこから発生する蛍光X線

を検出することにより、含有元素の種類および相対

量を測定するものであり、作品からサンプルを採取

せずとも材料情報を取得できる点に大きな利点があ

る。とくにXGTは、ステージを走査することにより、

ステージ上に設置した試料内の元素の空間分布を

可視化するマッピング機能を有しているため、特定の

元素が画面のどの部分に分布しているかを画像とし

て把握することが可能である。この機能により、顔料

の使用状況を面的に評価し、後続の詳細分析の対

象領域を選定するための指針を得ることができる

【図1】。ただし、《少女と白鳥》は画面サイズが大きい

ため、XGTのステージ上では作品中央部の一部が測

定範囲に収まらない領域が生じた。そこで、この領

域については作品をイーゼルに固定した状態で、ハ

ンドヘルド型のX-METを用いて補完的な測定を行

うこととした【図2】。XGTによるマッピング結果と

X-METによるスポット測定とを組み合わせて、「人

物の顔」「背景の家」「植生」など、比較的色数の多い

エリアを複数選択し、元素分布の把握を試みた。

1-1-2. 測定条件

《少女と白鳥》のXGT分析にあたっては、大型作品

の測定に対応するために設計・製作された大型試料

ステージを使用した。XGTには、900 mm × 600 

mmのアルミニウム合金製ステージを搭載し、さらに

可能な限り広範囲の測定を行うため、ステージ拡張

用のアームを取り付けて使用した【図3】。XGTによる

マッピング分析の測定条件は、管電圧50 kV、管電

流1.0 m A、分析領域100 mm角、ピクセルサイズ

4 0 0 µ m、測定時 間1277 秒（1ピクセルあたり2 0 

ms）、作動距離10 mmとした。ポイント分析について

は、管電圧50 kV、管電流1.0 mA、測定時間100秒、

Ｘ線ビーム径155 µmの条件で実施した。一方、ハン

ドヘルド型蛍光X線分析装置X-METによるポイン

ト分析の測定条件は、管電圧40 kV、管電流8 µA、

測定時間15秒とした。

1-1-3 . 結果と考察

XGTおよびX-METによる分析結果は、画面の各

色調に対応して以下のような元素分布を示した。主

要な色調ごとに結果を整理し、記述することとする。

まず、XGTマッピング像およびX-METによるポイ

ント分析において、描画層からも絵具が塗布されて

いない側面からも一定して鉛（Pb）が検出されたこと

から、本作にはPbを主成分とするシルバーホワイト

などの白色絵具（2PbCO₃·Pb(OH)₂、塩基性炭酸

鉛）による地塗りが施されていることが示唆された

【図4】。

白色部については、少女の眉上の白い垂直線、魚

の白目、樹木の枝の一部などから亜鉛(Zn)が検出

された。これらのマッピング像およびスペクトルから

は、当該箇所でZnを主成分とするジンクホワイト

（ZnO、酸化亜鉛）が使用されている様子がうかがえ

る。なお、本作上では多様な緑色が使い分けられて

いる。魚の鰭、樹木の枝、白鳥の羽の一部など曇った

緑色や濃緑色の領域からはクロム(Cr)が検出され

たことから、Crを含むクロムグリーン（Cr₂O₃、酸化

クロム）ないしヴィリジアンの使用が推測された。一

方、魚の周囲のより明るく透明度の高い緑色からは

特徴的な元素が検出されず、蛍光X線では検出が困

難な有機物を含む合成顔料等が用いられている可

能性が高い【図5-1,2】。

背景の家屋の青色や樹木の薄紫色部分からはコ

バルト（Co）が検出されたものの、家屋の一部に塗布

された鮮やかな青色や、魚の青色領域等からはCoが

確認されなかった。このことから、本作にはCoを主成

分とするコバルトブルー（CoAl₂O₄、アルミン酸コバル

ト）やコバルトヴァイオレット（Co₃As₂O₄·8H₂O、ヒ酸

コバルト八水和物）のみならず、Coを含まない青や

紫の顔料が併用されている可能性が高いと考えられ

る【図6】。茶色部については、家屋の窓枠や柵などか

ら鉄（Fe）が顕著に検出され、酸化鉄を主成分とす

る土性顔料(Fe₂O₃、酸化第二鉄)の使用が示唆され

た。同マッピング像では、家屋中央に描かれた緑色

の線からCrが、窓内の白色の十字部分からZnが検

出され、緑色部にはクロム系顔料、白色部にはジンク

ホワイトが用いられていることが確認された。

赤色およびピンク色部は、家屋の屋根、魚の描写

部、人物の頬など様々な領域に及ぶが、いずれから

も特徴的な元素は検出されなかった。この分析結果

は、当該領域で蛍光X線分析では検出されにくい有

機系顔料やレーキ顔料などが用いられている可能

性を示唆しており、ひいては、元素分析のみでは本

作に用いられた顔料の同定が困難であるといえる。

以上の結果から、本作にはPbを主成分とする地

塗り、ジンクホワイト、クロム系緑色顔料、Coを含む

青色顔料、鉄系土性顔料など、複数の無機顔料が

用いられていることが明らかとなったが、真贋判定

の決定的指標とされるチタニウムホワイトおよびフタ

ロシアニン系顔料については、本段階の非破壊分析

のみでは検出の可否を確定できなかった。とくにチ

タニウムホワイトに関しては、チタン（Ti） Kα線

（ 4 . 5 0 9  k eV ）のピークがバリウム（ B a ） Lα線

（4.466 keV）と近接しており、スペクトル上で両者を

明確に識別することが困難であった。また、フタロシ

アニンブルーおよびフタロシアニングリーンは、通常

は銅（Cu）を中心金属とする顔料として美術用に流

通していることから、Cuの検出が重要な指標となる

が、本分析ではCuの明確なピークは確認されなか

った。青色および紫色領域からはCoが検出されたも

のの、蛍光X線分析のみからは、それがコバルトブル

ーなどの無機顔料に由来するのか、あるいは中心金

属としてCoを有するフタロシアニン系顔料に由来す

るのかを判別することはできない。したがって、これ

らの顔料の有無を確定するためには、分子構造に基

づく同定が可能な追加分析が求められる。上記の

結果を踏まえ、ベルリン州警察および先行研究が指

摘してきた贋作の「証拠物」としての顔料群の有無

を検証するため、試料採取による詳細分析が必要で

あると判断された。美術館と協議のうえ、作品から

微量の絵具片を採取し、SEM-EDSおよび顕微ラマ

ン分光分析を実施するサンプリング調査を行うこと

とした。

採取箇所は、白色、緑色、青色、ピンク色など、本

作の帰属判定において重要と考えられる色調を含

む領域を中心として、直径約0.1 mm程度の絵具片

を医療用メス（フェザー外科手術用メスNo.15C等）

で採取した。本稿で扱う4点の試料の採取箇所は以

下の図に示すとおりである【図7】。

1-2-1. SEM-EDX：装置と調査方法

絵具片中に含まれる顔料粒子の元素組成を高い

空間分解能で確認することを目的として、まず走査電

子顕微鏡‐エネルギー分散型X線分析（SEM-EDS）

を採用した。SEM-EDSは、電子線を試料表面に照

射して発生する二次電子像により微細構造を観察

すると同時に、試料から放出される特性X線を検出

することで元素組成を分析する手法である。高倍率

での形態観察と局所的な元素分析を同時に行うこ

とができるため、蛍光X線分析（XRF）では検出が困

難な微小試 料や不均質な粒子の分析に適してい

る 。本 調 査で 使 用した装置は 、走 査電子 顕 微 鏡

JSM-IT500HR/LA（日本電子株式会社製）およびエ

ネルギー分散型X線検出器EX-74211U4L2Q（同社

製）である。採取した微小な絵具片をカーボンテープ

上に固定し、これをシリコンウエハ上に貼付した状態

で測定を行った。

1-2-2．測定条件

SEM観察は加速電圧20 kV、観察倍率300倍、低

真空条件（50 Pa）で実施した。EDXによる元素マッ

ピング分析は、約20分間の測定時間（スイープ回数

20回）を設定して行い、各試料中の主要元素および

微量元素の分布を評価した。

1-2-3. 結果と考察

SEM-EDSによる調査の結果、各試料において

Zn、硫黄（S）、Baが互いに近い分布を示す傾向が確

認された。以下、試料の色調ごとに結果を整理する。

白色試料では、Zn、S、Baがほぼ同一のマッピング

像を示した【図8】。このことから、白色層にはZnを含

む成分が存在し、同時にSおよびBaを含む成分が空

間的に近接して分布していることが示された。アルミ

ニウム（Al）とシリコン（Si）が同一箇所からわずかに

検出されている。緑色試料においてもZn、S、Baがほ

ぼ同一のマッピング像を示し、AlやCoが部分的に検

出された【図9】。

青色試料ではZn、S、Alが概ね類似した分布を示

している。青色の発色が強い部分ではAlのシグナル

が強い一方、白色が目立つ箇所ではZnのシグナル

が強くジンクホワイトの使用が伺える。Baが数箇所

で検出されている【図10】。ピンク色試料において

も、Zn、S、Baがほぼ同一の分布を示した【図11】。

以上のように、Zn、S、Baが共通して近い分布を示

すこと、およびAlとSiが一部試料で同時に観察され

ることが本分析で確認された。Zn、S、Alの共分布

は、有機系青色顔料（たとえばフタロシアニン系顔

料など）がアルミナおよび硫酸塩系担体に沈着され

たレーキ顔料として存在している可能性を示唆す

る。また、AlとSiが同一領域で検出されることから、

有機赤色顔料（たとえばアゾ系あるいはキナクリド

ン系顔料など）が無機担体に沈着されたレーキ顔料

として用いられている可能性が示唆される。これは、

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究においてピ

グメントレッド系顔料の使用が報告されていること

とも符合する（16）。　　

ただし、SEM-EDSによる元素情報のみからは、こ

れらの元素がどのような化合物として存在するか、

また発色に寄与する有機顔料の分子種を直接同定

することはできない。さらに、XRFで課題となったTi

とBaの識別についても、本分析条件下では明確な判

別に至らなかった。以上より、本段階ではフタロシア

ニン系顔料などの存在を直接裏づける情報は得ら

れず、顔料種の最終的な同定には分子構造に基づ

く分析が必要であると判断した。次節では、引き続

いて実施した顕微ラマン分光分析による同定結果

について述べる。

1-3-1. 顕微ラマン分光分析：装置と調査方法

ラマン分光分析とは、分子の振動エネルギーにも

とづいて物質の化学構造を解析する分析手法であ

る。物質を構成する分子は、それぞれ固有の振動モ

ードを有しており、レーザー光を照射した際に生じ

るラマン散乱光を波長ごとに分光して得られたラマ

ンスペクトルは、化学結合の種類や分子構造に応じ

た特徴的なパターンを示す。このため、得られたラマ

ンスペクトルを既存の参照データベースと照合する

ことにより、顔料などの物質を分子レベルで同定す

ることが可能となる。

 本研究では、採取した微小試料を対象に、ラマン

顕微鏡 XploRATM PLUS（堀場製作所製）を用いて

測定を行った。本装置は顕微鏡下で微小領域にレー

ザーを集光して測定を行うことができるため、数十

マイクロメートル以下の絵具片であっても、特定の粒

子や層を選択的に分析することが可能となる。試料

はガラススライド上に設置し、顔料粒子が露出した

部位を顕微鏡観察によって選定した上で、局所的に

レーザーを照射してスペクトルを取得した。

本項目では、得られたスペクトルを市販および公

開されている顔料データベース（ライブラリ）と照合

するだけでなく、あらかじめ用意した顔料標品（リフ

ァレンス試料）のラマンスペクトルを同一装置で測

定し、絵画試料から得られたスペクトルと直接比較

する方法を併用した。この手法により、文献データと

の照合にとどまらず、実測スペクトルどうしの一致度

を検証することができ、顔料同定の信頼性を高める

ことが可能となると考えた。
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青色試料についても、ラマンスペクトルはフタロシ

アニンブルーに特有のバンドを示した。比較のため、

市販のフタロシアニンブルー顔料（クサカベ・ピグメ

ント083、記載組成：フタロシアニンCu）およびウル

トラマリン顔料（クサカベ・ピグメント035、記載組

成：アルミノケイ酸塩・硫黄）を測定し、ここでもまた

本試料のスペクトルはフタロシアニンブルーのそれ

と類似していること、また、ウルトラマリンとは明確

に異なることが明らかになった【図14】。

ピンク色試料については、ライブラリデータとの照

合に加え、市販のナフトールレッド顔料（クサカベ・

ピグメント17 9 、記 載 組 成：ナフトール ）および 

Pig ment  R e d 179（東 京化成、N, N ′-ジメチル

-3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸ジイミド）のラマ

ンスペクトルと比較を行った。その結果、一部のピー

クはナフトールレッドおよび Pigment Red 179 に類

似したラマンシフトを示したものの、スペクトル全体

の 形 状 は 完 全 に は 一 致し な か った 。た だし 、

SEM-EDS において Al および Si を含む担体成分

が検出されたこと、ならびに先行研究においてベル

トラッキ作品に ピグメントレッド系有機顔料の使用

が報告されていることを踏まえると、本試料には赤

色の有機系レーキ顔料が用いられている可能性が

高いと考えられる【図15】。

以上のように、ラマン分光分析により、本作にはフ

タロシアニン系青色および緑色顔料、ならびに有機

系赤色顔料が使用されていることが高いと判断でき

る状況が整った。これらはいずれも20世紀後半以降

に画材として広く普及した合成有機顔料であり、カ

ンペンドンクが活動していた1910年代の制作環境と

は整合しないといえる。

1-3-2. 測定条件

測定は、試料の発色、蛍光の有無、信号強度など

に応じて条件を適宜調整して行った。使用したレー

ザー波長、出力、積算時間、対物レンズおよび回折

格子については、下記の条件で実施した。励起レー

ザー波長は785 nm(ウルトラマリンのみ532 nm)を

選択し、分光には600 gr/mm(ウルトラマリンのみ

1200 gr/mm)のグレーティングを使用した。サンプ

ル片は数～数10 µmサイズのため、x100対物レンズ

(OLYMPUS製)を使用し、露光時間と積算回数は

サンプルのシグナル強度等に合わせて適宜設定し

た。

1-3-3. 結果と考察

白色試料から得られたラマンスペクトルは、ライブ

ラリデータとの照合により、チタニウムホワイト（酸化

チタン）のアナターゼ型に特有のピークを示している

ことが確認された。比較のため、市販のチタニウムホ

ワイト顔料（クサカベ・ピグメント278、記載組成：酸

化チタン）、シルバーホワイト顔料（クサカベ・ピグメ

ント271、記載組成：塩基性炭酸鉛）、およびジンクホ

ワイト（クサカベ・ピグメント273、記載組成：酸化亜

鉛）についても同一機材でラマンスペクトルを取得

し、試料スペクトルとの比較を行った。その結果、《少

女と白鳥》から採取した白色絵具片のスペクトルは、

チタニウムホワイト（アナターゼ型）と一致し、鉛白や

ジンクホワイトとは明確に異なることが確認された

【図12】。

ベルトラッキ作品を対象とした先行研究において

は、ルチル型チタニウムホワイトの検出例が報告され

ているが（17）、本試料ではアナターゼ型が確認されて

いる。いずれの結晶相であっても、チタニウムホワイ

トは20世紀初頭のカンペンドンクの制作年代には画

家用白色顔料として一般化していなかった材料であ

り、その存在は本作の制作年代が1919年とされる

帰属と整合しないことを示唆する。

緑色試料から得られたラマンスペクトルは、フタロ

シアニングリーン(フタロシアニンCu‒Cl)に特有のピ

ークパターンを示し、ライブラリデータとの照合によ

って同定された。比較のため、市販のフタロシアニン

グリーン顔料（クサカベ・ピグメント083、記載組成：

フタロシアニンCu‒Cl）およびテールベルト顔料（ク

サカベ・ピグメント078、記載組成：混合物）のラマン

スペクトルを測定したところ、《少女と白鳥》の試料は

フタロシアニングリーンのスペクトルと類似しており、

混合顔料であるテールベルト顔料とは明確に異なる

ことが確認された【図13】。

図14: 青色試料から得られたラマンスペクトルの比較 図15: ピンク色試料から得られたラマンスペクトルの比較



付録2: 科学調査第二段階
─可搬型装置を用いた非破壊オンサイト光学分析調査

（阿部善也、村串まどか、齋藤旭飛、高橋暖人）
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2-1-1. 調査の位置づけ

付録1で詳述したとおり、第一段階の調査として行

われた理化学的な分析によって、《少女と白鳥》の絵

画層から20世紀後半以降に普及した顔料が検出さ

れ、カンペンドンクの作品への帰属を否定する根拠

となり得る。しかし、これらの“時代錯誤”な顔料の

検出は、作品上の目立たない部分から採取された微

小な絵具片という「点」の分析に基づくものであっ

た。これらの“時代錯誤”な顔料が補彩等に伴う後

世の加筆ではなく、制作当初に使用された絵具の成

分であったと判断するためには、作品の中央付近を

含めた広範囲の描画に対して改めて理化学的な分

析調査を実施し、作品全体についてその存在を検証

する必要がある。

そこで第二段階の調査として、2025年7月に阿部、

村串、齋藤、高橋が可搬型の分析装置を当館に持ち

込み、田口および塚本の立会のもと、《少女と白鳥》

を対象とした非破壊かつオンサイトでの光学分析調

査を実施した。調査の目的は“時代錯誤”な顔料の

探索に限ったものではなく、《少女と白鳥》に使用さ

れた各種色料を科学的に推定することであり、蛍光

X線分析、デジタル顕微鏡観察、顕微ラマン分光分

析、マルチスペクトル撮影、そしてハイパースペクトル

撮影という5種類の光学的な分析手法を複合的に

利用した。さらにこの調査では、《少女と白鳥》以外

にも当館に所蔵された20世紀初頭の油彩画作品の

分析も実施しており、当時の画家らが利用した材質

および技法の科学的な検証も目的としている。本稿

では、《少女と白鳥》について行われた蛍光X 線分

析、デジタル顕微鏡撮影、および顕微ラマン分光分

析の結果の一部を報告する。なお、詳細については

別途発表の場を設ける予定である。

2-1-2. 実験方法

可搬型装置を用いた光学分析調査は、2025年7

月23日から26日にかけて、当館の講義室にて実施し

た。《少女と白鳥》をイーゼルまたは机上に安定させ

た状態で、非破壊かつ非接触にて以下の分析を適

用した。また、館内での調査と前後して、市販の画材

や実験試薬を用いて様々な種類の絵画サンプルを

制作し、分析時の安全性の検証を目的とした予備実

験や、データ解釈のための追加実験を実施した。な

お、本研究で使用した可搬型分析装置は東京電機

大学（阿部）および明治大学（村串）の所管である。

蛍光X線分析には、アワーズテック（株）製の可搬

型装置100FAの改造機を使用した。この装置は、阿

部および村串が文化財応用を志向して同社と共同

開発中のものである。本装置は、可搬型としては高出

力 な 最 大 出 力 5 0  W の 小 型 X 線 管 球（ V a r e x 

Imaging製VF-50J、ターゲット材は金属パラジウム

Pd）を備える。ヘッドには励起X線用のモノクロメー

タ（パラジウムPdのKα線に単色化可能、エネルギー

は21.1 keV）および金属モリブデンMo（K吸収端エ

ネルギー：20.0 keV）箔の一次X線フィルターが内蔵

されている。本研究で用いた改造機では、グラフェン

薄膜製の入射窓を備えた新型のシリコンドリフト検

出器（KETEK製VITUS H30 CH）を導入してお

り、これは有感面積約30 mm²の大面積のモジュー

ルを搭載しているため、軽元素を含む分析能力が大

幅に向上している。測定ヘッドはCMOSカメラおよび

白色LEDを内蔵し、測定点の観察が可能である。測

定面積（X線照射範囲）は直径約2 mmである。本装

置は最大管電圧40 kVの白色X線による励起に加え

て、励起X線の単色化や一次X線フィルターの挿入

を選択でき、目的元素に応じて励起モードを切り替

えることで、実験室系装置にも匹敵する高感度な分

析が実現される。分析にあたっては、測定ヘッドを横

向きで電動XYステージ上に固定した。このステージ

は、阿部・村串がアズワン（株）および（有）コスモテ

ックと共同開発中の試作品であり、縦横の可動範囲

は各30 cmである。作品上の計19点を測定点に設定

し、装置先端と作品の間には約5 mmの間隔を確保

して、目視確認しながら作品の安全に十分配慮して

位置調整を行った。各測定点に対し、白色X線励起、

単色X線励起、一次X線フィルター励起の各モード

で積算時間100秒（有効計測時間）の測定を行っ

た。それぞれ測定モードにおけるX線出力（管電圧

／最大管電流）は、白色X線励起モードでは40 kV／

0.10 m A、単色X 線励起モードでは40 kV／1.00 

m A、一次 X 線フィルター励起モードでは40 kV／

1.00 mAとした。なお、管電流は検出器の不感時間

（dead time）の割合が30 %未満になるよう自動調

整される。同装置はこれまでに国内外で絵画を含む

多くの文化財の研究に応用された実績がある（18）。装

置の詳細は先行研究を参照されたい。

このたびの調査では、蛍光X線分析による微量な

銅 C uの 検 出が 課 題となる 。本 研 究で 使 用した

100FAは励起X線の単色化機構を搭載しており、ご

く微量な重元素を高感度で検出することが可能で

ある。ガラス製の認証標準物質を用いた検証によれ

ば、同型の装置による銅Cuの検出下限は単色X線

励起（管電圧：40 kV／最大管電流：1.00 mA）かつ

積算時間を200秒（有効計測時間）とした場合に7.6 

ppmである。本研究の測定条件では積算時間を100

秒としているものの、大面積の検出器を使用するこ

とで感度が大幅に向上しているため、同程度の銅Cu

を十分に検出可能であると期待される。

デジタル顕微鏡撮影は、（株）ハイロックス製のデ

ジタルマイクロスコープVCR-800に低倍率ズームレ

ンズ（VCR-209）を装着し、前述の電動XYステージ

に固定した状態で実施した。レンズの先端に取り付

けられたリング状の白色LED照明は90度ごとに4分

割されており、その点灯パターンにより、撮影時の反

射光や陰影の様子を切り替えて撮影することができ

る。蛍光X線分析と同一の19点において、20倍およ

び90倍の倍率で写真を撮影した。

顕微ラマン分光分析は、B&W Tek製の可搬型装

置iRaman（レーザー波長は785 nm）に、専用のビ

デオ顕微鏡システム（BAC151C）を接続した状態で

行った。iRamanはレーザー光源として安定性に優

れたCleanLazeTM（最大出力：300 mW）を搭載す

る。検出器は2048素子の電子冷却CCDであり、ス

ペクトル分解能は約3 cm-1 である。BAC151Cは、

iRamanの測定プローブと対物レンズを接続する顕

微ヘッド部分と、メカニカルステージや焦点ハンドル

を含む筐体部分から構成され、顕微ヘッド部分を筐

体から外した状態でも使用できる。対物レンズ（40

倍）を使用することで、照射径約50 µmという微小

領域の分析を可能にしている。《少女と白鳥》の測定

では、iRamanを接続したBAC151Cの顕微ヘッドを

自作の3軸微調整ステージに設置し、19点において

分析を実施した。このステージは、シグマ光機（株）

製の手動ステージと精密ラボジャッキを組み合わせ

た自作品である。レーザー出力は、絵画サンプルを用

いた予備実験の結果に基づき、熱負荷による損傷が

生じない30 mW（最大出力の10 %）以下に設定し

た。積算時間は100秒または300秒（実時間）とし

た。ラマン分光分析の参照物質として、市販品の顔

料および実験試薬を同じ条件で分析した。本稿内

でデータを提示する参照物質は以下のとおり。（株）

クサカベ製の顔料3種（フタロシアニンブルー：No. 

035、フタロシアニングリーン：No.083、およびウルト

ラマリン：No.021）、関東化学（株）製実験試薬1種

（アナターゼ型二酸化チタン：鹿1級）。

2-1-3. 結果と考察

本稿では、《少女と白鳥》上の4点（点A～D：図1参

照）で得られた分析結果を報告する。各測定点で撮

影された顕微鏡写真を図2にまとめた。点Aは、作品

左側側面の地塗りの露出部分である。この点の顕微

鏡写真（図2(a)および(b)）からは、わずかにクリーム

色がかった白色の地塗り層を視認できる。透過力の

高いX線を用いた分析では、絵画層の情報に加えて

下層からの信号も少なからず検出される。従って、蛍

光X線分析によって絵画層の元素情報を調べる際

には、地塗り層などの下層の分析は不可欠である。点

Bは、作品中央に描かれた白鳥の頭部である。この点

の顕微鏡写真（図2(c)および(d)）を見ると、マットな

質感の白色絵具が厚く塗り重ねられている様子を確

認できる。点Cは、白鳥の後方に寒色系の絵具で描

かれた木の一部である。点Cの顕微鏡写真（図2(e)

および(f)）からは、色調の異なるいくつかの青色系

の絵具を塗り重ねていることを確認した。点Dは、白

鳥の奥に描かれた緑色の草部分である。この点の顕

微鏡写真（図2(g)および(h)）より、緑色に濃淡は認

められるものの、明らかな色の斑はなく、青色と黄色

を混ぜて作られた色ではないと推定された。

これらの4点で得られた蛍光X線スペクトルを比

較する形で図3に示した。本研究では各測定点で3

種類の励起モードによる分析を実施しているが、こ

こでは軽元素の検出に適した白色X線励起モード

のスペクトルを図3(a)に、微量重元素の検出に優れ

た単色X線励起モードのスペクトルを図3(b)に示し

た。スペクトル上には様々な元素が検出されている

が、ここでは特徴的な元素にのみ着目する。点A（地

塗り部分）のスペクトル上には鉛PbのM線（Mα線：

2.3 keV）およびL線（Lα線：10.5 keV、Lβ線：12.6 

keVほか）が明瞭に検出され、シルバーホワイト（主

成分は塩基性炭酸鉛2PbCO3・Pb(OH)2）を含む白

色絵具による地塗りが施されているものと考えられ

る。一方、点B（白色部分）では鉛Pbの他にバリウム

BaのL線（Lα線：4.5 keV、Lβ1線：4.8keV、Lβ2線：

5. 2 keVほか）および 亜鉛ZnのK 線（Kα線：8.6 

keV、Kβ線：9.6 keV）が検出され、硫酸バリウム

BaSO4と硫化亜鉛ZnSを共沈させて得られる白色

顔料のリトポンか、硫酸バリウムBaSO 4と亜鉛 華

ZnOの混合物から成る白色絵具の利用が推定され

た。なお、“時代錯誤”の顔料の一つであるチタニウ

ムホワイトの主成分はチタンTiであるが、チタンTi

のKα線（4.5 keV）はバリウムBaのLα線とエネルギ

ー的に重複し、スペクトル上で区別することは難し

い。点C（青色部分）および点D（緑色部分）では、単

色X線励起モードで得られたスペクトル（図3(b)）上

で銅CuのKα線（8.0 keV）が微弱ながら検出され

た。第一段階の調査時に実施された非破壊・非接触

の蛍光X線分析（付録1を参照）では銅Cuに帰属で

きるピークは検出されていないが、本研究で用いた

装置は先述のように励起X線の単色化によって重元

素を高感度で検出できるという特長がある。銅Cuは

地塗り（点A）でもごくわずかに検出されているが、

絵画層の白色絵具（点B）には含まれない。従って、

この分析結果は青色絵具（点C）および緑色絵具（点

D）に銅Cuの化合物が含まれることを意味すると同

時に、それが主成分ではなく、ごくわずかな成分で

あることを示している。さらに、白色X線励起モード

で得られたスペクトル（図3(a)）を見てみると、点D

（緑色部分）では塩素ClのK線（Kα：2.6 keV）に帰

属されるピークが検出されており、塩素Clを含む何

らかの化合物の存在が示された。

蛍光Ｘ線分析によって示された青色絵具および

緑色絵具の組成的特徴は、“時代錯誤”な顔料であ

るフタロシアニンブルー（C32H16N8Cu）およびフタロ

シアニングリーン（C32H0-2N8Cl14-16Cu）の組成とも

対応している。ただし、言うまでもなく銅Cuや塩素

Clを含む化合物は無数に存在し、これらの“時代錯

誤”な顔料の存在を示すためには、より具体的に物

質の相を同定可能な分析手法が不可欠である。そこ

で、点C（青色部分）および点D（緑色部分）において

顕微ラマン分光分析を実施し、フタロシアニン化合

物を含む参照物質とスペクトルを比較した。まず、点

C（青色部分）で得られたラマンスペクトルを図4に

示した。スペクトル上に検出されたシャープな散乱ピ

ークのほとんどが、参照物質として測定したフタロシ

アニンブルーのものと一致した。なお、点Cのスペク

トル上に検出された約140 cm-1 と約540 cm-1 の散

乱ピークはフタロシアニンブルーのデータには見ら

れないが、これらはそれぞれアナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに帰属されるもの

と推定される。同様に、点D（緑色部分）のラマンス

ペクトルを図5に示した。こちらも、フタロシアニング

リーンに帰属できる多数の明瞭な散乱ピークが検出

された。また、点Cと同様に、アナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに由来すると考え

られる散乱ピークも検出されている。

ここで問題となるのは、蛍光X線分析によって検

出された元素としての銅Cuがごく少量であったにも

かかわらず、顕微ラマン分光分析によって銅Cuを主

成分とするフタロシアニン系顔料の信号が明瞭に検

出されたという点である。一見すると分析結果に齟齬

が生じているように思えるが、この差は特定の物質

に対する分析手法ごとの感度の違い、あるいは分析

面積の違い（蛍光Ｘ線分析：約2 mm、顕微ラマン分

光分析：約50 µm）に起因するものと推定される。今

後、フタロシアニン化合物を含む各種顔料を用いた

検証により、分析法による検出能および感度の違い

を定量的に評価したい。

2-1-4. 小結

非破壊かつオンサイトの手法で行われた光学分

析調査により、《少女と白鳥》を1910年代のカンペン

ドンクによる作品に帰属すべきではないとする判断

の根拠となった“時代錯誤”な顔料が、作品の広範囲

に分布していることが実証された。作品の一部から

採取された絵具片の分析によって「点」の形で示さ

れていた可能性が、この調査を通じて「面」の形の理

解へと昇華されたと言えるだろう。前述のように、こ

の調査は《少女と白鳥》に用いられた材質や技法を

広く検証することを目的に行われており、本稿で示し

た“時代錯誤”な顔料以外にも様々な色料の推定に

成功している。その詳細については、改めて報告の

機会を設けたい。 



2-1-1. 調査の位置づけ

付録1で詳述したとおり、第一段階の調査として行

われた理化学的な分析によって、《少女と白鳥》の絵

画層から20世紀後半以降に普及した顔料が検出さ

れ、カンペンドンクの作品への帰属を否定する根拠

となり得る。しかし、これらの“時代錯誤”な顔料の

検出は、作品上の目立たない部分から採取された微

小な絵具片という「点」の分析に基づくものであっ

た。これらの“時代錯誤”な顔料が補彩等に伴う後

世の加筆ではなく、制作当初に使用された絵具の成

分であったと判断するためには、作品の中央付近を

含めた広範囲の描画に対して改めて理化学的な分

析調査を実施し、作品全体についてその存在を検証

する必要がある。

そこで第二段階の調査として、2025年7月に阿部、

村串、齋藤、高橋が可搬型の分析装置を当館に持ち

込み、田口および塚本の立会のもと、《少女と白鳥》

を対象とした非破壊かつオンサイトでの光学分析調

査を実施した。調査の目的は“時代錯誤”な顔料の

探索に限ったものではなく、《少女と白鳥》に使用さ

れた各種色料を科学的に推定することであり、蛍光

X線分析、デジタル顕微鏡観察、顕微ラマン分光分

析、マルチスペクトル撮影、そしてハイパースペクトル

撮影という5種類の光学的な分析手法を複合的に

利用した。さらにこの調査では、《少女と白鳥》以外

にも当館に所蔵された20世紀初頭の油彩画作品の

分析も実施しており、当時の画家らが利用した材質

および技法の科学的な検証も目的としている。本稿

では、《少女と白鳥》について行われた蛍光X 線分

析、デジタル顕微鏡撮影、および顕微ラマン分光分

析の結果の一部を報告する。なお、詳細については

別途発表の場を設ける予定である。

2-1-2. 実験方法

可搬型装置を用いた光学分析調査は、2025年7

月23日から26日にかけて、当館の講義室にて実施し

た。《少女と白鳥》をイーゼルまたは机上に安定させ

た状態で、非破壊かつ非接触にて以下の分析を適

用した。また、館内での調査と前後して、市販の画材

や実験試薬を用いて様々な種類の絵画サンプルを

制作し、分析時の安全性の検証を目的とした予備実

験や、データ解釈のための追加実験を実施した。な

お、本研究で使用した可搬型分析装置は東京電機

大学（阿部）および明治大学（村串）の所管である。

蛍光X線分析には、アワーズテック（株）製の可搬

型装置100FAの改造機を使用した。この装置は、阿

部および村串が文化財応用を志向して同社と共同

開発中のものである。本装置は、可搬型としては高出

力 な 最 大 出 力 5 0  W の 小 型 X 線 管 球（ V a r e x 

Imaging製VF-50J、ターゲット材は金属パラジウム

Pd）を備える。ヘッドには励起X線用のモノクロメー

タ（パラジウムPdのKα線に単色化可能、エネルギー

は21.1 keV）および金属モリブデンMo（K吸収端エ

ネルギー：20.0 keV）箔の一次X線フィルターが内蔵

されている。本研究で用いた改造機では、グラフェン

薄膜製の入射窓を備えた新型のシリコンドリフト検

出器（KETEK製VITUS H30 CH）を導入してお

り、これは有感面積約30 mm²の大面積のモジュー

ルを搭載しているため、軽元素を含む分析能力が大

幅に向上している。測定ヘッドはCMOSカメラおよび

白色LEDを内蔵し、測定点の観察が可能である。測

定面積（X線照射範囲）は直径約2 mmである。本装

置は最大管電圧40 kVの白色X線による励起に加え

て、励起X線の単色化や一次X線フィルターの挿入

を選択でき、目的元素に応じて励起モードを切り替

えることで、実験室系装置にも匹敵する高感度な分

析が実現される。分析にあたっては、測定ヘッドを横

向きで電動XYステージ上に固定した。このステージ

は、阿部・村串がアズワン（株）および（有）コスモテ

ックと共同開発中の試作品であり、縦横の可動範囲

は各30 cmである。作品上の計19点を測定点に設定

し、装置先端と作品の間には約5 mmの間隔を確保

して、目視確認しながら作品の安全に十分配慮して

位置調整を行った。各測定点に対し、白色X線励起、

単色X線励起、一次X線フィルター励起の各モード

で積算時間100秒（有効計測時間）の測定を行っ

た。それぞれ測定モードにおけるX線出力（管電圧

／最大管電流）は、白色X線励起モードでは40 kV／

0.10 m A、単色X 線励起モードでは40 kV／1.00 

m A、一次 X 線フィルター励起モードでは40 kV／

1.00 mAとした。なお、管電流は検出器の不感時間

（dead time）の割合が30 %未満になるよう自動調

整される。同装置はこれまでに国内外で絵画を含む

多くの文化財の研究に応用された実績がある（18）。装

置の詳細は先行研究を参照されたい。

このたびの調査では、蛍光X線分析による微量な

銅 C uの 検 出が 課 題となる 。本 研 究で 使 用した

100FAは励起X線の単色化機構を搭載しており、ご

く微量な重元素を高感度で検出することが可能で

ある。ガラス製の認証標準物質を用いた検証によれ

ば、同型の装置による銅Cuの検出下限は単色X線

励起（管電圧：40 kV／最大管電流：1.00 mA）かつ

積算時間を200秒（有効計測時間）とした場合に7.6 

ppmである。本研究の測定条件では積算時間を100

秒としているものの、大面積の検出器を使用するこ

とで感度が大幅に向上しているため、同程度の銅Cu

を十分に検出可能であると期待される。

デジタル顕微鏡撮影は、（株）ハイロックス製のデ

ジタルマイクロスコープVCR-800に低倍率ズームレ

ンズ（VCR-209）を装着し、前述の電動XYステージ

に固定した状態で実施した。レンズの先端に取り付

けられたリング状の白色LED照明は90度ごとに4分

割されており、その点灯パターンにより、撮影時の反

射光や陰影の様子を切り替えて撮影することができ

る。蛍光X線分析と同一の19点において、20倍およ

び90倍の倍率で写真を撮影した。

顕微ラマン分光分析は、B&W Tek製の可搬型装

置iRaman（レーザー波長は785 nm）に、専用のビ

デオ顕微鏡システム（BAC151C）を接続した状態で

行った。iRamanはレーザー光源として安定性に優

れたCleanLazeTM（最大出力：300 mW）を搭載す

る。検出器は2048素子の電子冷却CCDであり、ス

ペクトル分解能は約3 cm-1 である。BAC151Cは、

iRamanの測定プローブと対物レンズを接続する顕

微ヘッド部分と、メカニカルステージや焦点ハンドル

を含む筐体部分から構成され、顕微ヘッド部分を筐

体から外した状態でも使用できる。対物レンズ（40

倍）を使用することで、照射径約50 µmという微小

領域の分析を可能にしている。《少女と白鳥》の測定

では、iRamanを接続したBAC151Cの顕微ヘッドを

自作の3軸微調整ステージに設置し、19点において

分析を実施した。このステージは、シグマ光機（株）

製の手動ステージと精密ラボジャッキを組み合わせ

た自作品である。レーザー出力は、絵画サンプルを用

いた予備実験の結果に基づき、熱負荷による損傷が

生じない30 mW（最大出力の10 %）以下に設定し

た。積算時間は100秒または300秒（実時間）とし

た。ラマン分光分析の参照物質として、市販品の顔

料および実験試薬を同じ条件で分析した。本稿内

でデータを提示する参照物質は以下のとおり。（株）

クサカベ製の顔料3種（フタロシアニンブルー：No. 
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035、フタロシアニングリーン：No.083、およびウルト

ラマリン：No.021）、関東化学（株）製実験試薬1種

（アナターゼ型二酸化チタン：鹿1級）。

2-1-3. 結果と考察

本稿では、《少女と白鳥》上の4点（点A～D：図1参

照）で得られた分析結果を報告する。各測定点で撮

影された顕微鏡写真を図2にまとめた。点Aは、作品

左側側面の地塗りの露出部分である。この点の顕微

鏡写真（図2(a)および(b)）からは、わずかにクリーム

色がかった白色の地塗り層を視認できる。透過力の

高いX線を用いた分析では、絵画層の情報に加えて

下層からの信号も少なからず検出される。従って、蛍

光X線分析によって絵画層の元素情報を調べる際

には、地塗り層などの下層の分析は不可欠である。点

Bは、作品中央に描かれた白鳥の頭部である。この点

の顕微鏡写真（図2(c)および(d)）を見ると、マットな

質感の白色絵具が厚く塗り重ねられている様子を確

認できる。点Cは、白鳥の後方に寒色系の絵具で描

かれた木の一部である。点Cの顕微鏡写真（図2(e)

および(f)）からは、色調の異なるいくつかの青色系

の絵具を塗り重ねていることを確認した。点Dは、白

鳥の奥に描かれた緑色の草部分である。この点の顕

微鏡写真（図2(g)および(h)）より、緑色に濃淡は認

められるものの、明らかな色の斑はなく、青色と黄色

を混ぜて作られた色ではないと推定された。

これらの4点で得られた蛍光X線スペクトルを比

較する形で図3に示した。本研究では各測定点で3

種類の励起モードによる分析を実施しているが、こ

こでは軽元素の検出に適した白色X線励起モード

のスペクトルを図3(a)に、微量重元素の検出に優れ

た単色X線励起モードのスペクトルを図3(b)に示し

た。スペクトル上には様々な元素が検出されている

が、ここでは特徴的な元素にのみ着目する。点A（地

塗り部分）のスペクトル上には鉛PbのM線（Mα線：

2.3 keV）およびL線（Lα線：10.5 keV、Lβ線：12.6 

keVほか）が明瞭に検出され、シルバーホワイト（主

成分は塩基性炭酸鉛2PbCO3・Pb(OH)2）を含む白

色絵具による地塗りが施されているものと考えられ

る。一方、点B（白色部分）では鉛Pbの他にバリウム

BaのL線（Lα線：4.5 keV、Lβ1線：4.8keV、Lβ2線：

5. 2 keVほか）および 亜鉛ZnのK 線（Kα線：8.6 

keV、Kβ線：9.6 keV）が検出され、硫酸バリウム

BaSO4と硫化亜鉛ZnSを共沈させて得られる白色

顔料のリトポンか、硫酸バリウムBaSO 4と亜鉛 華

ZnOの混合物から成る白色絵具の利用が推定され

た。なお、“時代錯誤”の顔料の一つであるチタニウ

ムホワイトの主成分はチタンTiであるが、チタンTi

のKα線（4.5 keV）はバリウムBaのLα線とエネルギ

ー的に重複し、スペクトル上で区別することは難し

い。点C（青色部分）および点D（緑色部分）では、単

色X線励起モードで得られたスペクトル（図3(b)）上

で銅CuのKα線（8.0 keV）が微弱ながら検出され

た。第一段階の調査時に実施された非破壊・非接触

の蛍光X線分析（付録1を参照）では銅Cuに帰属で

きるピークは検出されていないが、本研究で用いた

装置は先述のように励起X線の単色化によって重元

素を高感度で検出できるという特長がある。銅Cuは

地塗り（点A）でもごくわずかに検出されているが、

絵画層の白色絵具（点B）には含まれない。従って、

この分析結果は青色絵具（点C）および緑色絵具（点

D）に銅Cuの化合物が含まれることを意味すると同

時に、それが主成分ではなく、ごくわずかな成分で

あることを示している。さらに、白色X線励起モード

で得られたスペクトル（図3(a)）を見てみると、点D

（緑色部分）では塩素ClのK線（Kα：2.6 keV）に帰

属されるピークが検出されており、塩素Clを含む何

らかの化合物の存在が示された。

蛍光Ｘ線分析によって示された青色絵具および

緑色絵具の組成的特徴は、“時代錯誤”な顔料であ

るフタロシアニンブルー（C32H16N8Cu）およびフタロ

シアニングリーン（C32H0-2N8Cl14-16Cu）の組成とも

対応している。ただし、言うまでもなく銅Cuや塩素

Clを含む化合物は無数に存在し、これらの“時代錯

誤”な顔料の存在を示すためには、より具体的に物

質の相を同定可能な分析手法が不可欠である。そこ

(18) 例：阿部 善也, 寺島 海, 古山 月, 村串 まどか, 谷口 陽子, 髙嶋 美穂: 「非破壊オンサイト分析による国立西洋美術館所蔵2作品の自然
科学的調査 ―カルロ・ドルチ《悲しみの聖母》およびヤーコプ・ヨルダーンス（に帰属）《ソドムを去るロトとその家族》」『国立西洋美術館
研究紀要』26: 25-47 (2022). 阿部 善也, 下濱 一稀, 村串 まどか, 浅川 真実子, 髙嶋 美穂: 「パブロ・ピカソ作《小さな丸帽子を被って
座る女性》の非破壊光学調査」『国立西洋美術館研究紀要』30: 51-59 (2026). Yoshinari Abe, Ryuji Shikaku, Madoka Murakushi, 
Makiko Fukushima, Izumi Nakai: “Did ancient glassware travel the Silk Road? X-ray f luorescence analysis of a Sasanian glass 
vessel from Okinoshima Island, Japan.” J. Archaeol. Sci. Rep. 40: #103195 (2021). 

で、点C（青色部分）および点D（緑色部分）において

顕微ラマン分光分析を実施し、フタロシアニン化合

物を含む参照物質とスペクトルを比較した。まず、点

C（青色部分）で得られたラマンスペクトルを図4に

示した。スペクトル上に検出されたシャープな散乱ピ

ークのほとんどが、参照物質として測定したフタロシ

アニンブルーのものと一致した。なお、点Cのスペク

トル上に検出された約140 cm-1 と約540 cm-1 の散

乱ピークはフタロシアニンブルーのデータには見ら

れないが、これらはそれぞれアナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに帰属されるもの

と推定される。同様に、点D（緑色部分）のラマンス

ペクトルを図5に示した。こちらも、フタロシアニング

リーンに帰属できる多数の明瞭な散乱ピークが検出

された。また、点Cと同様に、アナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに由来すると考え

られる散乱ピークも検出されている。

ここで問題となるのは、蛍光X線分析によって検

出された元素としての銅Cuがごく少量であったにも

かかわらず、顕微ラマン分光分析によって銅Cuを主

成分とするフタロシアニン系顔料の信号が明瞭に検

出されたという点である。一見すると分析結果に齟齬

が生じているように思えるが、この差は特定の物質

に対する分析手法ごとの感度の違い、あるいは分析

面積の違い（蛍光Ｘ線分析：約2 mm、顕微ラマン分

光分析：約50 µm）に起因するものと推定される。今

後、フタロシアニン化合物を含む各種顔料を用いた

検証により、分析法による検出能および感度の違い

を定量的に評価したい。

2-1-4. 小結

非破壊かつオンサイトの手法で行われた光学分

析調査により、《少女と白鳥》を1910年代のカンペン

ドンクによる作品に帰属すべきではないとする判断

の根拠となった“時代錯誤”な顔料が、作品の広範囲

に分布していることが実証された。作品の一部から

採取された絵具片の分析によって「点」の形で示さ

れていた可能性が、この調査を通じて「面」の形の理

解へと昇華されたと言えるだろう。前述のように、こ

の調査は《少女と白鳥》に用いられた材質や技法を

広く検証することを目的に行われており、本稿で示し

た“時代錯誤”な顔料以外にも様々な色料の推定に

成功している。その詳細については、改めて報告の

機会を設けたい。 



2-1-1. 調査の位置づけ

付録1で詳述したとおり、第一段階の調査として行

われた理化学的な分析によって、《少女と白鳥》の絵

画層から20世紀後半以降に普及した顔料が検出さ

れ、カンペンドンクの作品への帰属を否定する根拠

となり得る。しかし、これらの“時代錯誤”な顔料の

検出は、作品上の目立たない部分から採取された微

小な絵具片という「点」の分析に基づくものであっ

た。これらの“時代錯誤”な顔料が補彩等に伴う後

世の加筆ではなく、制作当初に使用された絵具の成

分であったと判断するためには、作品の中央付近を

含めた広範囲の描画に対して改めて理化学的な分

析調査を実施し、作品全体についてその存在を検証

する必要がある。

そこで第二段階の調査として、2025年7月に阿部、

村串、齋藤、高橋が可搬型の分析装置を当館に持ち

込み、田口および塚本の立会のもと、《少女と白鳥》

を対象とした非破壊かつオンサイトでの光学分析調

査を実施した。調査の目的は“時代錯誤”な顔料の

探索に限ったものではなく、《少女と白鳥》に使用さ

れた各種色料を科学的に推定することであり、蛍光

X線分析、デジタル顕微鏡観察、顕微ラマン分光分

析、マルチスペクトル撮影、そしてハイパースペクトル

撮影という5種類の光学的な分析手法を複合的に

利用した。さらにこの調査では、《少女と白鳥》以外

にも当館に所蔵された20世紀初頭の油彩画作品の

分析も実施しており、当時の画家らが利用した材質

および技法の科学的な検証も目的としている。本稿

では、《少女と白鳥》について行われた蛍光X 線分

析、デジタル顕微鏡撮影、および顕微ラマン分光分

析の結果の一部を報告する。なお、詳細については

別途発表の場を設ける予定である。

2-1-2. 実験方法

可搬型装置を用いた光学分析調査は、2025年7

月23日から26日にかけて、当館の講義室にて実施し

た。《少女と白鳥》をイーゼルまたは机上に安定させ

た状態で、非破壊かつ非接触にて以下の分析を適

用した。また、館内での調査と前後して、市販の画材

や実験試薬を用いて様々な種類の絵画サンプルを

制作し、分析時の安全性の検証を目的とした予備実

験や、データ解釈のための追加実験を実施した。な

お、本研究で使用した可搬型分析装置は東京電機

大学（阿部）および明治大学（村串）の所管である。

蛍光X線分析には、アワーズテック（株）製の可搬

型装置100FAの改造機を使用した。この装置は、阿

部および村串が文化財応用を志向して同社と共同

開発中のものである。本装置は、可搬型としては高出

力 な 最 大 出 力 5 0  W の 小 型 X 線 管 球（ V a r e x 

Imaging製VF-50J、ターゲット材は金属パラジウム

Pd）を備える。ヘッドには励起X線用のモノクロメー

タ（パラジウムPdのKα線に単色化可能、エネルギー

は21.1 keV）および金属モリブデンMo（K吸収端エ

ネルギー：20.0 keV）箔の一次X線フィルターが内蔵

されている。本研究で用いた改造機では、グラフェン

薄膜製の入射窓を備えた新型のシリコンドリフト検

出器（KETEK製VITUS H30 CH）を導入してお

り、これは有感面積約30 mm²の大面積のモジュー

ルを搭載しているため、軽元素を含む分析能力が大

幅に向上している。測定ヘッドはCMOSカメラおよび

白色LEDを内蔵し、測定点の観察が可能である。測

定面積（X線照射範囲）は直径約2 mmである。本装

置は最大管電圧40 kVの白色X線による励起に加え

て、励起X線の単色化や一次X線フィルターの挿入

を選択でき、目的元素に応じて励起モードを切り替

えることで、実験室系装置にも匹敵する高感度な分

析が実現される。分析にあたっては、測定ヘッドを横

向きで電動XYステージ上に固定した。このステージ

は、阿部・村串がアズワン（株）および（有）コスモテ

ックと共同開発中の試作品であり、縦横の可動範囲

は各30 cmである。作品上の計19点を測定点に設定

し、装置先端と作品の間には約5 mmの間隔を確保

して、目視確認しながら作品の安全に十分配慮して

位置調整を行った。各測定点に対し、白色X線励起、

単色X線励起、一次X線フィルター励起の各モード

で積算時間100秒（有効計測時間）の測定を行っ

た。それぞれ測定モードにおけるX線出力（管電圧

／最大管電流）は、白色X線励起モードでは40 kV／

0.10 m A、単色X 線励起モードでは40 kV／1.00 

m A、一次 X 線フィルター励起モードでは40 kV／

1.00 mAとした。なお、管電流は検出器の不感時間

（dead time）の割合が30 %未満になるよう自動調

整される。同装置はこれまでに国内外で絵画を含む

多くの文化財の研究に応用された実績がある（18）。装

置の詳細は先行研究を参照されたい。

このたびの調査では、蛍光X線分析による微量な

銅 C uの 検 出が 課 題となる 。本 研 究で 使 用した

100FAは励起X線の単色化機構を搭載しており、ご

く微量な重元素を高感度で検出することが可能で

ある。ガラス製の認証標準物質を用いた検証によれ

ば、同型の装置による銅Cuの検出下限は単色X線

励起（管電圧：40 kV／最大管電流：1.00 mA）かつ

積算時間を200秒（有効計測時間）とした場合に7.6 

ppmである。本研究の測定条件では積算時間を100

秒としているものの、大面積の検出器を使用するこ

とで感度が大幅に向上しているため、同程度の銅Cu

を十分に検出可能であると期待される。

デジタル顕微鏡撮影は、（株）ハイロックス製のデ

ジタルマイクロスコープVCR-800に低倍率ズームレ

ンズ（VCR-209）を装着し、前述の電動XYステージ

に固定した状態で実施した。レンズの先端に取り付

けられたリング状の白色LED照明は90度ごとに4分

割されており、その点灯パターンにより、撮影時の反

射光や陰影の様子を切り替えて撮影することができ

る。蛍光X線分析と同一の19点において、20倍およ

び90倍の倍率で写真を撮影した。

顕微ラマン分光分析は、B&W Tek製の可搬型装

置iRaman（レーザー波長は785 nm）に、専用のビ

デオ顕微鏡システム（BAC151C）を接続した状態で

行った。iRamanはレーザー光源として安定性に優

れたCleanLazeTM（最大出力：300 mW）を搭載す

る。検出器は2048素子の電子冷却CCDであり、ス

ペクトル分解能は約3 cm-1 である。BAC151Cは、

iRamanの測定プローブと対物レンズを接続する顕

微ヘッド部分と、メカニカルステージや焦点ハンドル

を含む筐体部分から構成され、顕微ヘッド部分を筐

体から外した状態でも使用できる。対物レンズ（40

倍）を使用することで、照射径約50 µmという微小

領域の分析を可能にしている。《少女と白鳥》の測定

では、iRamanを接続したBAC151Cの顕微ヘッドを

自作の3軸微調整ステージに設置し、19点において

分析を実施した。このステージは、シグマ光機（株）

製の手動ステージと精密ラボジャッキを組み合わせ

た自作品である。レーザー出力は、絵画サンプルを用

いた予備実験の結果に基づき、熱負荷による損傷が

生じない30 mW（最大出力の10 %）以下に設定し

た。積算時間は100秒または300秒（実時間）とし

た。ラマン分光分析の参照物質として、市販品の顔

料および実験試薬を同じ条件で分析した。本稿内

でデータを提示する参照物質は以下のとおり。（株）

クサカベ製の顔料3種（フタロシアニンブルー：No. 

035、フタロシアニングリーン：No.083、およびウルト

ラマリン：No.021）、関東化学（株）製実験試薬1種

（アナターゼ型二酸化チタン：鹿1級）。

2-1-3. 結果と考察

本稿では、《少女と白鳥》上の4点（点A～D：図1参

照）で得られた分析結果を報告する。各測定点で撮

影された顕微鏡写真を図2にまとめた。点Aは、作品

左側側面の地塗りの露出部分である。この点の顕微

鏡写真（図2(a)および(b)）からは、わずかにクリーム

色がかった白色の地塗り層を視認できる。透過力の

高いX線を用いた分析では、絵画層の情報に加えて

下層からの信号も少なからず検出される。従って、蛍

光X線分析によって絵画層の元素情報を調べる際

には、地塗り層などの下層の分析は不可欠である。点

Bは、作品中央に描かれた白鳥の頭部である。この点

の顕微鏡写真（図2(c)および(d)）を見ると、マットな

質感の白色絵具が厚く塗り重ねられている様子を確

認できる。点Cは、白鳥の後方に寒色系の絵具で描

かれた木の一部である。点Cの顕微鏡写真（図2(e)

および(f)）からは、色調の異なるいくつかの青色系

の絵具を塗り重ねていることを確認した。点Dは、白

鳥の奥に描かれた緑色の草部分である。この点の顕

微鏡写真（図2(g)および(h)）より、緑色に濃淡は認

められるものの、明らかな色の斑はなく、青色と黄色

を混ぜて作られた色ではないと推定された。

これらの4点で得られた蛍光X線スペクトルを比

較する形で図3に示した。本研究では各測定点で3

種類の励起モードによる分析を実施しているが、こ

こでは軽元素の検出に適した白色X線励起モード

のスペクトルを図3(a)に、微量重元素の検出に優れ

た単色X線励起モードのスペクトルを図3(b)に示し

た。スペクトル上には様々な元素が検出されている

が、ここでは特徴的な元素にのみ着目する。点A（地
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塗り部分）のスペクトル上には鉛PbのM線（Mα線：

2.3 keV）およびL線（Lα線：10.5 keV、Lβ線：12.6 

keVほか）が明瞭に検出され、シルバーホワイト（主

成分は塩基性炭酸鉛2PbCO3・Pb(OH)2）を含む白

色絵具による地塗りが施されているものと考えられ

る。一方、点B（白色部分）では鉛Pbの他にバリウム

BaのL線（Lα線：4.5 keV、Lβ1線：4.8keV、Lβ2線：

5. 2 keVほか）および 亜鉛ZnのK 線（Kα線：8.6 

keV、Kβ線：9.6 keV）が検出され、硫酸バリウム

BaSO4と硫化亜鉛ZnSを共沈させて得られる白色

顔料のリトポンか、硫酸バリウムBaSO 4と亜鉛 華

ZnOの混合物から成る白色絵具の利用が推定され

た。なお、“時代錯誤”の顔料の一つであるチタニウ

ムホワイトの主成分はチタンTiであるが、チタンTi

のKα線（4.5 keV）はバリウムBaのLα線とエネルギ

ー的に重複し、スペクトル上で区別することは難し

い。点C（青色部分）および点D（緑色部分）では、単

色X線励起モードで得られたスペクトル（図3(b)）上

で銅CuのKα線（8.0 keV）が微弱ながら検出され

た。第一段階の調査時に実施された非破壊・非接触

の蛍光X線分析（付録1を参照）では銅Cuに帰属で

きるピークは検出されていないが、本研究で用いた

装置は先述のように励起X線の単色化によって重元

素を高感度で検出できるという特長がある。銅Cuは

地塗り（点A）でもごくわずかに検出されているが、

絵画層の白色絵具（点B）には含まれない。従って、

この分析結果は青色絵具（点C）および緑色絵具（点

D）に銅Cuの化合物が含まれることを意味すると同

時に、それが主成分ではなく、ごくわずかな成分で

あることを示している。さらに、白色X線励起モード

で得られたスペクトル（図3(a)）を見てみると、点D

（緑色部分）では塩素ClのK線（Kα：2.6 keV）に帰

属されるピークが検出されており、塩素Clを含む何

らかの化合物の存在が示された。

蛍光Ｘ線分析によって示された青色絵具および

緑色絵具の組成的特徴は、“時代錯誤”な顔料であ

るフタロシアニンブルー（C32H16N8Cu）およびフタロ

シアニングリーン（C32H0-2N8Cl14-16Cu）の組成とも

対応している。ただし、言うまでもなく銅Cuや塩素

Clを含む化合物は無数に存在し、これらの“時代錯

誤”な顔料の存在を示すためには、より具体的に物

質の相を同定可能な分析手法が不可欠である。そこ

図1: 本稿で取り扱う《少女と白鳥》の測定点（A～D）

図2: 
デジタル顕微鏡による《少女と白鳥》の高倍率写真：(a)・(b)は点
A（地塗り部分）の倍率20倍・90倍、(c)・(d)は点B（白色部分）の
倍率20倍・90倍、(e)・(f)は点C（青色部分）の倍率20倍・90倍、
(g)・(f)は点D（緑色部分）の倍率20倍・90倍

で、点C（青色部分）および点D（緑色部分）において

顕微ラマン分光分析を実施し、フタロシアニン化合

物を含む参照物質とスペクトルを比較した。まず、点

C（青色部分）で得られたラマンスペクトルを図4に

示した。スペクトル上に検出されたシャープな散乱ピ

ークのほとんどが、参照物質として測定したフタロシ

アニンブルーのものと一致した。なお、点Cのスペク

トル上に検出された約140 cm-1 と約540 cm-1 の散

乱ピークはフタロシアニンブルーのデータには見ら

れないが、これらはそれぞれアナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに帰属されるもの

と推定される。同様に、点D（緑色部分）のラマンス

ペクトルを図5に示した。こちらも、フタロシアニング

リーンに帰属できる多数の明瞭な散乱ピークが検出

された。また、点Cと同様に、アナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに由来すると考え

られる散乱ピークも検出されている。

ここで問題となるのは、蛍光X線分析によって検

出された元素としての銅Cuがごく少量であったにも

かかわらず、顕微ラマン分光分析によって銅Cuを主

成分とするフタロシアニン系顔料の信号が明瞭に検

出されたという点である。一見すると分析結果に齟齬

が生じているように思えるが、この差は特定の物質

に対する分析手法ごとの感度の違い、あるいは分析

面積の違い（蛍光Ｘ線分析：約2 mm、顕微ラマン分

光分析：約50 µm）に起因するものと推定される。今

後、フタロシアニン化合物を含む各種顔料を用いた

検証により、分析法による検出能および感度の違い

を定量的に評価したい。

2-1-4. 小結

非破壊かつオンサイトの手法で行われた光学分

析調査により、《少女と白鳥》を1910年代のカンペン

ドンクによる作品に帰属すべきではないとする判断

の根拠となった“時代錯誤”な顔料が、作品の広範囲

に分布していることが実証された。作品の一部から

採取された絵具片の分析によって「点」の形で示さ

れていた可能性が、この調査を通じて「面」の形の理

解へと昇華されたと言えるだろう。前述のように、こ

の調査は《少女と白鳥》に用いられた材質や技法を

広く検証することを目的に行われており、本稿で示し

た“時代錯誤”な顔料以外にも様々な色料の推定に

成功している。その詳細については、改めて報告の

機会を設けたい。 



2-1-1. 調査の位置づけ

付録1で詳述したとおり、第一段階の調査として行

われた理化学的な分析によって、《少女と白鳥》の絵

画層から20世紀後半以降に普及した顔料が検出さ

れ、カンペンドンクの作品への帰属を否定する根拠

となり得る。しかし、これらの“時代錯誤”な顔料の

検出は、作品上の目立たない部分から採取された微

小な絵具片という「点」の分析に基づくものであっ

た。これらの“時代錯誤”な顔料が補彩等に伴う後

世の加筆ではなく、制作当初に使用された絵具の成

分であったと判断するためには、作品の中央付近を

含めた広範囲の描画に対して改めて理化学的な分

析調査を実施し、作品全体についてその存在を検証

する必要がある。

そこで第二段階の調査として、2025年7月に阿部、

村串、齋藤、高橋が可搬型の分析装置を当館に持ち

込み、田口および塚本の立会のもと、《少女と白鳥》

を対象とした非破壊かつオンサイトでの光学分析調

査を実施した。調査の目的は“時代錯誤”な顔料の

探索に限ったものではなく、《少女と白鳥》に使用さ

れた各種色料を科学的に推定することであり、蛍光

X線分析、デジタル顕微鏡観察、顕微ラマン分光分

析、マルチスペクトル撮影、そしてハイパースペクトル

撮影という5種類の光学的な分析手法を複合的に

利用した。さらにこの調査では、《少女と白鳥》以外

にも当館に所蔵された20世紀初頭の油彩画作品の

分析も実施しており、当時の画家らが利用した材質

および技法の科学的な検証も目的としている。本稿

では、《少女と白鳥》について行われた蛍光X 線分

析、デジタル顕微鏡撮影、および顕微ラマン分光分

析の結果の一部を報告する。なお、詳細については

別途発表の場を設ける予定である。

2-1-2. 実験方法

可搬型装置を用いた光学分析調査は、2025年7

月23日から26日にかけて、当館の講義室にて実施し

た。《少女と白鳥》をイーゼルまたは机上に安定させ

た状態で、非破壊かつ非接触にて以下の分析を適

用した。また、館内での調査と前後して、市販の画材

や実験試薬を用いて様々な種類の絵画サンプルを

制作し、分析時の安全性の検証を目的とした予備実

験や、データ解釈のための追加実験を実施した。な

お、本研究で使用した可搬型分析装置は東京電機

大学（阿部）および明治大学（村串）の所管である。

蛍光X線分析には、アワーズテック（株）製の可搬

型装置100FAの改造機を使用した。この装置は、阿

部および村串が文化財応用を志向して同社と共同

開発中のものである。本装置は、可搬型としては高出

力 な 最 大 出 力 5 0  W の 小 型 X 線 管 球（ V a r e x 

Imaging製VF-50J、ターゲット材は金属パラジウム

Pd）を備える。ヘッドには励起X線用のモノクロメー

タ（パラジウムPdのKα線に単色化可能、エネルギー

は21.1 keV）および金属モリブデンMo（K吸収端エ

ネルギー：20.0 keV）箔の一次X線フィルターが内蔵

されている。本研究で用いた改造機では、グラフェン

薄膜製の入射窓を備えた新型のシリコンドリフト検

出器（KETEK製VITUS H30 CH）を導入してお

り、これは有感面積約30 mm²の大面積のモジュー

ルを搭載しているため、軽元素を含む分析能力が大

幅に向上している。測定ヘッドはCMOSカメラおよび

白色LEDを内蔵し、測定点の観察が可能である。測

定面積（X線照射範囲）は直径約2 mmである。本装

置は最大管電圧40 kVの白色X線による励起に加え

て、励起X線の単色化や一次X線フィルターの挿入

を選択でき、目的元素に応じて励起モードを切り替

えることで、実験室系装置にも匹敵する高感度な分

析が実現される。分析にあたっては、測定ヘッドを横

向きで電動XYステージ上に固定した。このステージ

は、阿部・村串がアズワン（株）および（有）コスモテ

ックと共同開発中の試作品であり、縦横の可動範囲

は各30 cmである。作品上の計19点を測定点に設定

し、装置先端と作品の間には約5 mmの間隔を確保

して、目視確認しながら作品の安全に十分配慮して

位置調整を行った。各測定点に対し、白色X線励起、

単色X線励起、一次X線フィルター励起の各モード

で積算時間100秒（有効計測時間）の測定を行っ

た。それぞれ測定モードにおけるX線出力（管電圧

／最大管電流）は、白色X線励起モードでは40 kV／

0.10 m A、単色X 線励起モードでは40 kV／1.00 

m A、一次 X 線フィルター励起モードでは40 kV／

1.00 mAとした。なお、管電流は検出器の不感時間

（dead time）の割合が30 %未満になるよう自動調

整される。同装置はこれまでに国内外で絵画を含む

多くの文化財の研究に応用された実績がある（18）。装

置の詳細は先行研究を参照されたい。

このたびの調査では、蛍光X線分析による微量な

銅 C uの 検 出が 課 題となる 。本 研 究で 使 用した

100FAは励起X線の単色化機構を搭載しており、ご

く微量な重元素を高感度で検出することが可能で

ある。ガラス製の認証標準物質を用いた検証によれ

ば、同型の装置による銅Cuの検出下限は単色X線

励起（管電圧：40 kV／最大管電流：1.00 mA）かつ

積算時間を200秒（有効計測時間）とした場合に7.6 

ppmである。本研究の測定条件では積算時間を100

秒としているものの、大面積の検出器を使用するこ

とで感度が大幅に向上しているため、同程度の銅Cu

を十分に検出可能であると期待される。

デジタル顕微鏡撮影は、（株）ハイロックス製のデ

ジタルマイクロスコープVCR-800に低倍率ズームレ

ンズ（VCR-209）を装着し、前述の電動XYステージ

に固定した状態で実施した。レンズの先端に取り付

けられたリング状の白色LED照明は90度ごとに4分

割されており、その点灯パターンにより、撮影時の反

射光や陰影の様子を切り替えて撮影することができ

る。蛍光X線分析と同一の19点において、20倍およ

び90倍の倍率で写真を撮影した。

顕微ラマン分光分析は、B&W Tek製の可搬型装

置iRaman（レーザー波長は785 nm）に、専用のビ

デオ顕微鏡システム（BAC151C）を接続した状態で

行った。iRamanはレーザー光源として安定性に優

れたCleanLazeTM（最大出力：300 mW）を搭載す

る。検出器は2048素子の電子冷却CCDであり、ス

ペクトル分解能は約3 cm-1 である。BAC151Cは、

iRamanの測定プローブと対物レンズを接続する顕

微ヘッド部分と、メカニカルステージや焦点ハンドル

を含む筐体部分から構成され、顕微ヘッド部分を筐

体から外した状態でも使用できる。対物レンズ（40

倍）を使用することで、照射径約50 µmという微小

領域の分析を可能にしている。《少女と白鳥》の測定

では、iRamanを接続したBAC151Cの顕微ヘッドを

自作の3軸微調整ステージに設置し、19点において

分析を実施した。このステージは、シグマ光機（株）

製の手動ステージと精密ラボジャッキを組み合わせ

た自作品である。レーザー出力は、絵画サンプルを用

いた予備実験の結果に基づき、熱負荷による損傷が

生じない30 mW（最大出力の10 %）以下に設定し

た。積算時間は100秒または300秒（実時間）とし

た。ラマン分光分析の参照物質として、市販品の顔

料および実験試薬を同じ条件で分析した。本稿内

でデータを提示する参照物質は以下のとおり。（株）

クサカベ製の顔料3種（フタロシアニンブルー：No. 

035、フタロシアニングリーン：No.083、およびウルト

ラマリン：No.021）、関東化学（株）製実験試薬1種

（アナターゼ型二酸化チタン：鹿1級）。

2-1-3. 結果と考察

本稿では、《少女と白鳥》上の4点（点A～D：図1参

照）で得られた分析結果を報告する。各測定点で撮

影された顕微鏡写真を図2にまとめた。点Aは、作品

左側側面の地塗りの露出部分である。この点の顕微

鏡写真（図2(a)および(b)）からは、わずかにクリーム

色がかった白色の地塗り層を視認できる。透過力の

高いX線を用いた分析では、絵画層の情報に加えて

下層からの信号も少なからず検出される。従って、蛍

光X線分析によって絵画層の元素情報を調べる際

には、地塗り層などの下層の分析は不可欠である。点

Bは、作品中央に描かれた白鳥の頭部である。この点

の顕微鏡写真（図2(c)および(d)）を見ると、マットな

質感の白色絵具が厚く塗り重ねられている様子を確

認できる。点Cは、白鳥の後方に寒色系の絵具で描

かれた木の一部である。点Cの顕微鏡写真（図2(e)

および(f)）からは、色調の異なるいくつかの青色系

の絵具を塗り重ねていることを確認した。点Dは、白

鳥の奥に描かれた緑色の草部分である。この点の顕

微鏡写真（図2(g)および(h)）より、緑色に濃淡は認

められるものの、明らかな色の斑はなく、青色と黄色

を混ぜて作られた色ではないと推定された。

これらの4点で得られた蛍光X線スペクトルを比

較する形で図3に示した。本研究では各測定点で3

種類の励起モードによる分析を実施しているが、こ

こでは軽元素の検出に適した白色X線励起モード

のスペクトルを図3(a)に、微量重元素の検出に優れ

た単色X線励起モードのスペクトルを図3(b)に示し

た。スペクトル上には様々な元素が検出されている

が、ここでは特徴的な元素にのみ着目する。点A（地

塗り部分）のスペクトル上には鉛PbのM線（Mα線：

2.3 keV）およびL線（Lα線：10.5 keV、Lβ線：12.6 

keVほか）が明瞭に検出され、シルバーホワイト（主

成分は塩基性炭酸鉛2PbCO3・Pb(OH)2）を含む白

色絵具による地塗りが施されているものと考えられ

る。一方、点B（白色部分）では鉛Pbの他にバリウム

BaのL線（Lα線：4.5 keV、Lβ1線：4.8keV、Lβ2線：

5. 2 keVほか）および 亜鉛ZnのK 線（Kα線：8.6 

keV、Kβ線：9.6 keV）が検出され、硫酸バリウム

BaSO4と硫化亜鉛ZnSを共沈させて得られる白色

顔料のリトポンか、硫酸バリウムBaSO 4と亜鉛 華

ZnOの混合物から成る白色絵具の利用が推定され

た。なお、“時代錯誤”の顔料の一つであるチタニウ

ムホワイトの主成分はチタンTiであるが、チタンTi

のKα線（4.5 keV）はバリウムBaのLα線とエネルギ

ー的に重複し、スペクトル上で区別することは難し

い。点C（青色部分）および点D（緑色部分）では、単

色X線励起モードで得られたスペクトル（図3(b)）上

で銅CuのKα線（8.0 keV）が微弱ながら検出され

た。第一段階の調査時に実施された非破壊・非接触

の蛍光X線分析（付録1を参照）では銅Cuに帰属で

きるピークは検出されていないが、本研究で用いた

装置は先述のように励起X線の単色化によって重元

素を高感度で検出できるという特長がある。銅Cuは

地塗り（点A）でもごくわずかに検出されているが、

絵画層の白色絵具（点B）には含まれない。従って、

この分析結果は青色絵具（点C）および緑色絵具（点

D）に銅Cuの化合物が含まれることを意味すると同

時に、それが主成分ではなく、ごくわずかな成分で

あることを示している。さらに、白色X線励起モード

で得られたスペクトル（図3(a)）を見てみると、点D

（緑色部分）では塩素ClのK線（Kα：2.6 keV）に帰

属されるピークが検出されており、塩素Clを含む何

らかの化合物の存在が示された。

蛍光Ｘ線分析によって示された青色絵具および

緑色絵具の組成的特徴は、“時代錯誤”な顔料であ

るフタロシアニンブルー（C32H16N8Cu）およびフタロ

シアニングリーン（C32H0-2N8Cl14-16Cu）の組成とも

対応している。ただし、言うまでもなく銅Cuや塩素

Clを含む化合物は無数に存在し、これらの“時代錯

誤”な顔料の存在を示すためには、より具体的に物

質の相を同定可能な分析手法が不可欠である。そこ
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で、点C（青色部分）および点D（緑色部分）において

顕微ラマン分光分析を実施し、フタロシアニン化合

物を含む参照物質とスペクトルを比較した。まず、点

C（青色部分）で得られたラマンスペクトルを図4に

示した。スペクトル上に検出されたシャープな散乱ピ

ークのほとんどが、参照物質として測定したフタロシ

アニンブルーのものと一致した。なお、点Cのスペク

トル上に検出された約140 cm-1 と約540 cm-1 の散

乱ピークはフタロシアニンブルーのデータには見ら

れないが、これらはそれぞれアナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに帰属されるもの

と推定される。同様に、点D（緑色部分）のラマンス

ペクトルを図5に示した。こちらも、フタロシアニング

リーンに帰属できる多数の明瞭な散乱ピークが検出

された。また、点Cと同様に、アナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに由来すると考え

られる散乱ピークも検出されている。

ここで問題となるのは、蛍光X線分析によって検

出された元素としての銅Cuがごく少量であったにも

かかわらず、顕微ラマン分光分析によって銅Cuを主

成分とするフタロシアニン系顔料の信号が明瞭に検

出されたという点である。一見すると分析結果に齟齬

が生じているように思えるが、この差は特定の物質

に対する分析手法ごとの感度の違い、あるいは分析

面積の違い（蛍光Ｘ線分析：約2 mm、顕微ラマン分

光分析：約50 µm）に起因するものと推定される。今

後、フタロシアニン化合物を含む各種顔料を用いた

検証により、分析法による検出能および感度の違い

を定量的に評価したい。

2-1-4. 小結

非破壊かつオンサイトの手法で行われた光学分

析調査により、《少女と白鳥》を1910年代のカンペン

ドンクによる作品に帰属すべきではないとする判断

の根拠となった“時代錯誤”な顔料が、作品の広範囲

に分布していることが実証された。作品の一部から

採取された絵具片の分析によって「点」の形で示さ

れていた可能性が、この調査を通じて「面」の形の理

解へと昇華されたと言えるだろう。前述のように、こ

の調査は《少女と白鳥》に用いられた材質や技法を

広く検証することを目的に行われており、本稿で示し

た“時代錯誤”な顔料以外にも様々な色料の推定に

成功している。その詳細については、改めて報告の

機会を設けたい。 

図3: 
《少女と白鳥》の点A～Dで得られた蛍光X線スペクトルの比較。
(a)は白色X線励起モード、(b)は単色X線励起モードで得られたスペクトルである。
各スペクトルの強度は散乱X線の信号強度を用いて規格化してあり、縦方向にずらして表示してある。



2-1-1. 調査の位置づけ

付録1で詳述したとおり、第一段階の調査として行

われた理化学的な分析によって、《少女と白鳥》の絵

画層から20世紀後半以降に普及した顔料が検出さ

れ、カンペンドンクの作品への帰属を否定する根拠

となり得る。しかし、これらの“時代錯誤”な顔料の

検出は、作品上の目立たない部分から採取された微

小な絵具片という「点」の分析に基づくものであっ

た。これらの“時代錯誤”な顔料が補彩等に伴う後

世の加筆ではなく、制作当初に使用された絵具の成

分であったと判断するためには、作品の中央付近を

含めた広範囲の描画に対して改めて理化学的な分

析調査を実施し、作品全体についてその存在を検証

する必要がある。

そこで第二段階の調査として、2025年7月に阿部、

村串、齋藤、高橋が可搬型の分析装置を当館に持ち

込み、田口および塚本の立会のもと、《少女と白鳥》

を対象とした非破壊かつオンサイトでの光学分析調

査を実施した。調査の目的は“時代錯誤”な顔料の

探索に限ったものではなく、《少女と白鳥》に使用さ

れた各種色料を科学的に推定することであり、蛍光

X線分析、デジタル顕微鏡観察、顕微ラマン分光分

析、マルチスペクトル撮影、そしてハイパースペクトル

撮影という5種類の光学的な分析手法を複合的に

利用した。さらにこの調査では、《少女と白鳥》以外

にも当館に所蔵された20世紀初頭の油彩画作品の

分析も実施しており、当時の画家らが利用した材質

および技法の科学的な検証も目的としている。本稿

では、《少女と白鳥》について行われた蛍光X 線分

析、デジタル顕微鏡撮影、および顕微ラマン分光分

析の結果の一部を報告する。なお、詳細については

別途発表の場を設ける予定である。

2-1-2. 実験方法

可搬型装置を用いた光学分析調査は、2025年7

月23日から26日にかけて、当館の講義室にて実施し

た。《少女と白鳥》をイーゼルまたは机上に安定させ

た状態で、非破壊かつ非接触にて以下の分析を適

用した。また、館内での調査と前後して、市販の画材

や実験試薬を用いて様々な種類の絵画サンプルを

制作し、分析時の安全性の検証を目的とした予備実

験や、データ解釈のための追加実験を実施した。な

お、本研究で使用した可搬型分析装置は東京電機

大学（阿部）および明治大学（村串）の所管である。

蛍光X線分析には、アワーズテック（株）製の可搬

型装置100FAの改造機を使用した。この装置は、阿

部および村串が文化財応用を志向して同社と共同

開発中のものである。本装置は、可搬型としては高出

力 な 最 大 出 力 5 0  W の 小 型 X 線 管 球（ V a r e x 

Imaging製VF-50J、ターゲット材は金属パラジウム

Pd）を備える。ヘッドには励起X線用のモノクロメー

タ（パラジウムPdのKα線に単色化可能、エネルギー

は21.1 keV）および金属モリブデンMo（K吸収端エ

ネルギー：20.0 keV）箔の一次X線フィルターが内蔵

されている。本研究で用いた改造機では、グラフェン

薄膜製の入射窓を備えた新型のシリコンドリフト検

出器（KETEK製VITUS H30 CH）を導入してお

り、これは有感面積約30 mm²の大面積のモジュー

ルを搭載しているため、軽元素を含む分析能力が大

幅に向上している。測定ヘッドはCMOSカメラおよび

白色LEDを内蔵し、測定点の観察が可能である。測

定面積（X線照射範囲）は直径約2 mmである。本装

置は最大管電圧40 kVの白色X線による励起に加え

て、励起X線の単色化や一次X線フィルターの挿入

を選択でき、目的元素に応じて励起モードを切り替

えることで、実験室系装置にも匹敵する高感度な分

析が実現される。分析にあたっては、測定ヘッドを横

向きで電動XYステージ上に固定した。このステージ

は、阿部・村串がアズワン（株）および（有）コスモテ

ックと共同開発中の試作品であり、縦横の可動範囲

は各30 cmである。作品上の計19点を測定点に設定

し、装置先端と作品の間には約5 mmの間隔を確保

して、目視確認しながら作品の安全に十分配慮して

位置調整を行った。各測定点に対し、白色X線励起、

単色X線励起、一次X線フィルター励起の各モード

で積算時間100秒（有効計測時間）の測定を行っ

た。それぞれ測定モードにおけるX線出力（管電圧

／最大管電流）は、白色X線励起モードでは40 kV／

0.10 m A、単色X 線励起モードでは40 kV／1.00 

m A、一次 X 線フィルター励起モードでは40 kV／

1.00 mAとした。なお、管電流は検出器の不感時間

（dead time）の割合が30 %未満になるよう自動調

整される。同装置はこれまでに国内外で絵画を含む

多くの文化財の研究に応用された実績がある（18）。装

置の詳細は先行研究を参照されたい。

このたびの調査では、蛍光X線分析による微量な

銅 C uの 検 出が 課 題となる 。本 研 究で 使 用した

100FAは励起X線の単色化機構を搭載しており、ご

く微量な重元素を高感度で検出することが可能で

ある。ガラス製の認証標準物質を用いた検証によれ

ば、同型の装置による銅Cuの検出下限は単色X線

励起（管電圧：40 kV／最大管電流：1.00 mA）かつ

積算時間を200秒（有効計測時間）とした場合に7.6 

ppmである。本研究の測定条件では積算時間を100

秒としているものの、大面積の検出器を使用するこ

とで感度が大幅に向上しているため、同程度の銅Cu

を十分に検出可能であると期待される。

デジタル顕微鏡撮影は、（株）ハイロックス製のデ

ジタルマイクロスコープVCR-800に低倍率ズームレ

ンズ（VCR-209）を装着し、前述の電動XYステージ

に固定した状態で実施した。レンズの先端に取り付

けられたリング状の白色LED照明は90度ごとに4分

割されており、その点灯パターンにより、撮影時の反

射光や陰影の様子を切り替えて撮影することができ

る。蛍光X線分析と同一の19点において、20倍およ

び90倍の倍率で写真を撮影した。

顕微ラマン分光分析は、B&W Tek製の可搬型装

置iRaman（レーザー波長は785 nm）に、専用のビ

デオ顕微鏡システム（BAC151C）を接続した状態で

行った。iRamanはレーザー光源として安定性に優

れたCleanLazeTM（最大出力：300 mW）を搭載す

る。検出器は2048素子の電子冷却CCDであり、ス

ペクトル分解能は約3 cm-1 である。BAC151Cは、

iRamanの測定プローブと対物レンズを接続する顕

微ヘッド部分と、メカニカルステージや焦点ハンドル

を含む筐体部分から構成され、顕微ヘッド部分を筐

体から外した状態でも使用できる。対物レンズ（40

倍）を使用することで、照射径約50 µmという微小

領域の分析を可能にしている。《少女と白鳥》の測定

では、iRamanを接続したBAC151Cの顕微ヘッドを

自作の3軸微調整ステージに設置し、19点において

分析を実施した。このステージは、シグマ光機（株）

製の手動ステージと精密ラボジャッキを組み合わせ

た自作品である。レーザー出力は、絵画サンプルを用

いた予備実験の結果に基づき、熱負荷による損傷が

生じない30 mW（最大出力の10 %）以下に設定し

た。積算時間は100秒または300秒（実時間）とし

た。ラマン分光分析の参照物質として、市販品の顔

料および実験試薬を同じ条件で分析した。本稿内

でデータを提示する参照物質は以下のとおり。（株）

クサカベ製の顔料3種（フタロシアニンブルー：No. 

035、フタロシアニングリーン：No.083、およびウルト

ラマリン：No.021）、関東化学（株）製実験試薬1種

（アナターゼ型二酸化チタン：鹿1級）。

2-1-3. 結果と考察

本稿では、《少女と白鳥》上の4点（点A～D：図1参

照）で得られた分析結果を報告する。各測定点で撮

影された顕微鏡写真を図2にまとめた。点Aは、作品

左側側面の地塗りの露出部分である。この点の顕微

鏡写真（図2(a)および(b)）からは、わずかにクリーム

色がかった白色の地塗り層を視認できる。透過力の

高いX線を用いた分析では、絵画層の情報に加えて

下層からの信号も少なからず検出される。従って、蛍

光X線分析によって絵画層の元素情報を調べる際

には、地塗り層などの下層の分析は不可欠である。点

Bは、作品中央に描かれた白鳥の頭部である。この点

の顕微鏡写真（図2(c)および(d)）を見ると、マットな

質感の白色絵具が厚く塗り重ねられている様子を確

認できる。点Cは、白鳥の後方に寒色系の絵具で描

かれた木の一部である。点Cの顕微鏡写真（図2(e)

および(f)）からは、色調の異なるいくつかの青色系

の絵具を塗り重ねていることを確認した。点Dは、白

鳥の奥に描かれた緑色の草部分である。この点の顕

微鏡写真（図2(g)および(h)）より、緑色に濃淡は認

められるものの、明らかな色の斑はなく、青色と黄色

を混ぜて作られた色ではないと推定された。

これらの4点で得られた蛍光X線スペクトルを比

較する形で図3に示した。本研究では各測定点で3

種類の励起モードによる分析を実施しているが、こ

こでは軽元素の検出に適した白色X線励起モード

のスペクトルを図3(a)に、微量重元素の検出に優れ

た単色X線励起モードのスペクトルを図3(b)に示し

た。スペクトル上には様々な元素が検出されている

が、ここでは特徴的な元素にのみ着目する。点A（地

塗り部分）のスペクトル上には鉛PbのM線（Mα線：

2.3 keV）およびL線（Lα線：10.5 keV、Lβ線：12.6 

keVほか）が明瞭に検出され、シルバーホワイト（主

成分は塩基性炭酸鉛2PbCO3・Pb(OH)2）を含む白

色絵具による地塗りが施されているものと考えられ

る。一方、点B（白色部分）では鉛Pbの他にバリウム

BaのL線（Lα線：4.5 keV、Lβ1線：4.8keV、Lβ2線：

5. 2 keVほか）および 亜鉛ZnのK 線（Kα線：8.6 

keV、Kβ線：9.6 keV）が検出され、硫酸バリウム

BaSO4と硫化亜鉛ZnSを共沈させて得られる白色

顔料のリトポンか、硫酸バリウムBaSO 4と亜鉛 華

ZnOの混合物から成る白色絵具の利用が推定され

た。なお、“時代錯誤”の顔料の一つであるチタニウ

ムホワイトの主成分はチタンTiであるが、チタンTi

のKα線（4.5 keV）はバリウムBaのLα線とエネルギ

ー的に重複し、スペクトル上で区別することは難し

い。点C（青色部分）および点D（緑色部分）では、単

色X線励起モードで得られたスペクトル（図3(b)）上

で銅CuのKα線（8.0 keV）が微弱ながら検出され

た。第一段階の調査時に実施された非破壊・非接触

の蛍光X線分析（付録1を参照）では銅Cuに帰属で

きるピークは検出されていないが、本研究で用いた

装置は先述のように励起X線の単色化によって重元

素を高感度で検出できるという特長がある。銅Cuは

地塗り（点A）でもごくわずかに検出されているが、

絵画層の白色絵具（点B）には含まれない。従って、

この分析結果は青色絵具（点C）および緑色絵具（点

D）に銅Cuの化合物が含まれることを意味すると同

時に、それが主成分ではなく、ごくわずかな成分で

あることを示している。さらに、白色X線励起モード

で得られたスペクトル（図3(a)）を見てみると、点D

（緑色部分）では塩素ClのK線（Kα：2.6 keV）に帰

属されるピークが検出されており、塩素Clを含む何

らかの化合物の存在が示された。

蛍光Ｘ線分析によって示された青色絵具および

緑色絵具の組成的特徴は、“時代錯誤”な顔料であ

るフタロシアニンブルー（C32H16N8Cu）およびフタロ

シアニングリーン（C32H0-2N8Cl14-16Cu）の組成とも

対応している。ただし、言うまでもなく銅Cuや塩素

Clを含む化合物は無数に存在し、これらの“時代錯

誤”な顔料の存在を示すためには、より具体的に物

質の相を同定可能な分析手法が不可欠である。そこ
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で、点C（青色部分）および点D（緑色部分）において

顕微ラマン分光分析を実施し、フタロシアニン化合

物を含む参照物質とスペクトルを比較した。まず、点

C（青色部分）で得られたラマンスペクトルを図4に

示した。スペクトル上に検出されたシャープな散乱ピ

ークのほとんどが、参照物質として測定したフタロシ

アニンブルーのものと一致した。なお、点Cのスペク

トル上に検出された約140 cm-1 と約540 cm-1 の散

乱ピークはフタロシアニンブルーのデータには見ら

れないが、これらはそれぞれアナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに帰属されるもの

と推定される。同様に、点D（緑色部分）のラマンス

ペクトルを図5に示した。こちらも、フタロシアニング

リーンに帰属できる多数の明瞭な散乱ピークが検出

された。また、点Cと同様に、アナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに由来すると考え

られる散乱ピークも検出されている。

ここで問題となるのは、蛍光X線分析によって検

出された元素としての銅Cuがごく少量であったにも

かかわらず、顕微ラマン分光分析によって銅Cuを主

成分とするフタロシアニン系顔料の信号が明瞭に検

出されたという点である。一見すると分析結果に齟齬

が生じているように思えるが、この差は特定の物質

に対する分析手法ごとの感度の違い、あるいは分析

面積の違い（蛍光Ｘ線分析：約2 mm、顕微ラマン分

光分析：約50 µm）に起因するものと推定される。今

後、フタロシアニン化合物を含む各種顔料を用いた

検証により、分析法による検出能および感度の違い

を定量的に評価したい。

2-1-4. 小結

非破壊かつオンサイトの手法で行われた光学分

析調査により、《少女と白鳥》を1910年代のカンペン

ドンクによる作品に帰属すべきではないとする判断

の根拠となった“時代錯誤”な顔料が、作品の広範囲

に分布していることが実証された。作品の一部から

採取された絵具片の分析によって「点」の形で示さ

れていた可能性が、この調査を通じて「面」の形の理

解へと昇華されたと言えるだろう。前述のように、こ

の調査は《少女と白鳥》に用いられた材質や技法を

広く検証することを目的に行われており、本稿で示し

た“時代錯誤”な顔料以外にも様々な色料の推定に

成功している。その詳細については、改めて報告の

機会を設けたい。 

図4: 《少女と白鳥》の点C（青色部分）および参照物質のラマンス
ペクトルの比較

図5: 《少女と白鳥》の点D（緑色部分）および参照物質のラマンス
ペクトルの比較

高知県立美術館では『特別展示・調査報告　再

考《少女と白鳥》　贋作を持つ美術館で贋作につい

て考える』の会期最終日に下記のシンポジウムを開

催した。ここでは登壇者の発表要旨（安田・田口・山

梨）を掲載するとともに、時間の制約で内容の割愛

が多かった発表（照井）を補填する寄稿を掲載する。

シンポジウム「美術館と贋作問題」

日時： 2025年10月19日（日）13:00～16:15

会場： 高知県立美術館 展示室D

主催： 高知県立美術館

共催： 京都大学大学院人間・環境学研究科附属

学術越境センター

登壇者： 安田篤生（高知県立美術館館長）

 田口かおり（修復家・京都大学准教授）

 山梨俊夫（元・国立国際美術館館長、一般

社団法人全国美術館会議事務局長）

 照井勝（弁護士、弁護士知財ネット理事）

発表要旨1：

経緯の報告と本日の主旨について

安田篤生

まずは当事者である高知県立美術館の代表とし

て、この件の経緯を簡単にご説明したい。

1993年に開館した高知県立美術館では作品収集

方針の一つに「表現主義及び新表現主義（ニュー・

ペインティング）の作品」を掲げている。そのうち「ド

イツ表現主義」に関してはヴァシリー・カンディンス

キー、パウル・クレー、マックス・ペヒシュタインらの

作品を収集してきたが、この方針に沿って1996年、

ハインリヒ・カンペンドンク（1889-1957）による1919

年の作品として《少女と白鳥》を購入した。当時集め

られる資料や情報ではカンペンドンクの作品と信じ

うるものだったのために購入に踏み切ったのだが、

2024年6月になって、ドイツの贋作画家ヴォルフガン

グ・ベルトラッキ（1951-）がカンペンドンクと偽って

描いたものではないかという情報が寄せらた（ベル

トラッキは2010年にドイツで逮捕され5年間服役し、

現在は社会復帰している）。

当館ではただちにこのことを公表するとともに、あ

らためて真贋についての詳細な調査を行った。ベル

リン警察から提供されたベルトラッキの贋作制作に

関する詳細な情報に加え、田口かおり氏（修復家・京

都大学准教授）をはじめとする専門家・機関による科

学調査を経て、《少女と白鳥》が贋作であるとの結論

に至り、2025年3月にその旨を発表した次第である。

このたび開催した「再考《少女と白鳥》　贋作を持

つ美術館で贋作について考える」展は、そのような経

緯と調査の内容をみなさまにご覧いただけるように

するとともに、今昔および東西を問わず《贋作》が生

み出され続け、われわれ美術専門家も欺かれるとい

う歴史と事実をあらためて考え直したいという思い

から実施したものである。

本日のシンポジウムではまず、一般社団法人全国

美術館会議事務局長であり、国立国際美術館や神

奈川県立近代美術館の館長を歴任された山梨俊夫

氏に、美術史家の観点から贋作／偽物と真作／本物

についてお話いただく。続いて、本展監修もお願い

した田口かおり氏には《少女と白鳥》の科学分析結

果を中心にご報告いただく。最後に弁護士で弁護士

知財ネット理事の照井勝氏から、法の専門家の視点

でこの問題を語っていただく予定である。

展覧会と合わせてこのシンポジウムが、欺かれて

しまった自分たちへの戒めだけにとどまらず、芸術に

おける「贋作／偽物と真作／本物」をめぐる議論の

場になればと思う。

発表要旨2：

贋作をめぐって

山梨俊夫

真作は、作者その人が描いたもので、出来栄えは

別の問題となる。それに対して贋作は、一通りには括

れない。他人の作を意図的に真似る、画家育成の修

練として模写をする、作者を同定する鑑定に誤りが

生じる、複製技術の進展で真贋の見分けが難しい、

などの理由で真作ではない作品が生まれる。さらに

美術の基盤を歴史的に見れば、高名な作家（親方）

が率いる工房の分業体制で製作されながら親方の

名で作品が世に出る、真作と模倣のあいだに価値の

違いがほとんどない時代の作、といった真贋の境界

を曖昧にするさまざまな条件が見出される。しかし、

種々の状況で生まれた紛い物の作品が贋作として

扱われ、社会的な問題になるには、別の背景が大き

く作用している。この背景を大きく捉えてみれば、ふ

たつの要因に行き当たる。

ひとつは、19世紀西欧で育ってきた資本主義体制

のなかで、美術を対象にする市場経済が生まれたこ

と。市場では絵画や彫刻が作者の手から離れて独

立し市場の論理に委ねられて、商品として流通する

ようになったこと。

もうひとつは、近代社会の中で、芸術作品を創造

する作者のオリジナリティ=創造性、独異性が尊重

され重要な価値をもったこと。オリジナリティの価値

は現代でも強く信じられている。このことは芸術の

近代性と深く関わる。近代社会が形成されて、個人

が重視されるようになると、芸術のうえでも作者の個

性、その人でなければできないこと、その人らしさが

何よりも大事になる。他人の真似は退けられ、否定さ

れる。このオリジナリティの称揚が悪用されて贋作を

生む素地がつくり出される。そしてひとたび贋作が

市場に出れば、オリジナリティへの裏切りとして、同

時に詐欺的行為とし糾弾される。

このふたつの要件を背景にして、贋作は市場の論

理に乗って金銭に換えられ、社会問題となる。贋作

者、研究者の功名心、悪意ある画商の操作など、さ

らにいくつかの要素が絡むけれど、端的にいえば、

贋作は市場がつくるのである。

シンポジウムでは、こうした贋作の背景をなすふた

つの要件を中心に、国内外の過去の実例、筆者が遭

遇した事象を絡め、映像を交えた発表をした。

発表要旨3：

《少女と白鳥》を視る

田口かおり

本発表では、《少女と白鳥》の調査を実施した当事

者の立場から、真贋判定がどのような手順と判断の

積み重ねによって形づくられたのかを報告した。贋

作の検証は、様式的な「らしさ／らしくなさ」だけで

決着するものではない。画面上のモチーフの転用や

筆致、輪郭線や指先といった細部の不一致は重要

な手がかりとなるが、それらは過去の修復や古色づ

け、素材の経年変化、さらには鑑定者自身の先入観

によって揺らぎうる。形式分析の限界を踏まえつつ、

裏面に残された証拠物の検証、来歴の追跡、市場や

法的記録の照合、そして顔料分析をはじめとする科

学調査を重ね合わせることで、はじめて複数の証拠

が連関し、最終的な判断へと収斂していく。

《少女と白鳥》では、年代詐称の痕跡、来歴を偽装

するラベルやスタンプ、そして絵具に含まれる時代

錯誤的な成分という三点を主要な検証対象として調

査を実施した。古色づけなどの明確な年代偽装跡は

確 認されなかった一方 、裏 面には「 S a m m l u n g 

Flechtheim」と記された偽造ラベルや来歴を詐称

するスタンプが残されていた。さらに科学分析によ

り、チタニウムホワイトやフタロシアニン系顔料など、

1910年代の画家用材料として一般的ではない成分

が検出され、国外の先行事例とも整合する結果が得

られた。こうした複数の検証結果が相互に補強し合

うことで、本作をめぐる判断は物質的根拠に裏打ち

されたものとなった。

このようにして得られた結論を、展覧会というかた

ちでどのように提示するかが、「再考 《少女と白鳥》」

展におけるもう一つの重要な課題であった。展覧会

の焦点は、真贋をめぐる結論を示すことのみにはと

どまらず、そこに至る検証の過程と、作品上に残され

たさまざまな情報を来場者と共有し、再考の場を開

くことに置かれていた。制作、流通、保存修復の履歴

は、真贋を問わず、物質に刻まれる。そうした痕跡を

読み解くことは、作品そのものだけでなく、それを見

分け、扱い、位置づけてきた鑑定や保存、収蔵、展示

のあり方に目を向けることにもつながっていく。その

観点から本展では、物質性そのものに目を向ける比

較の場を設けた。実際に1910年頃に描かれた複数の

絵画作品と見比べながら、絵具層や支持体の構造や

組成に目を向けることは、私たちを「芸術作品とは何

か」という根源的な問いへと導く。贋作を収蔵した美

術館が、贋作について考えその検証過程を公開する

ことは、鑑賞者を含む私たち自身をこうした検証と比

較の過程に立ち会わせ、作品をめぐる物語を現在進

行形のものとして開いていく試みともいえるだろう。

寄稿：

「贋作」に関する法律問題

―主として著作権法の問題に関して

照井 勝（青山綜合法律事務所 弁護士）

１． はじめに

筆者は、2025年10月19日、高知県立美術館で開

催されたシンポジウム「美術館と贋作問題」（共催：

京都大学大学院人間・環境学研究科附属学術越境

センター）に登壇する機会を得た。本稿は、当日筆者

が報告した際に、時間の制約上、詳細に説明するこ

とができなかった内容を補充するものである。

意外に感じられる方もいるかもしれないが、「盗

作」や「剽窃」と同様に、「贋作」という言葉は法律用

語ではない。そのため、日本の法令ではどこにも定義

もされていない。本稿では、「贋作」が主として著作

権法において、どのように評価されるのか、更には、

高知県立美術館が「贋作」である《少女と白鳥》を公

開し、今回のシンポジウムを開催した意義について

述べることとする。

２． 著作権法上の問題

法的に問題とされる「贋作」には、大きく分けて二

つのパターンがある。一つは、オリジナルの作品を基

にして 、それを可能な限り完 全に近い形で複 製

（デッドコピー）し、それを当該オリジナル作品その

ものとして販売等するパターンである。もう一つは、

オリジナルの作品自体は存在・現存しない又は行方

不明であることを奇貨として、当該作品の作家の作

風等を模倣しながら新たな作品を創作し、それを当

該作家の作品として販売等するパターンである。高

知県立美術館が1996年に購入した絵画《少女と白

鳥》は、後者に該当する。

（1） オリジナルの作品が存在する場合

この場合の著作権法上の取扱いは、比較的単純

である。著作権法に基づき、著作者は、創作と同時

に著作権と著作者人格権を有することになる（著作

権法17条）(1)。美術業界の慣習により、作品そのもの

の所有権が転売等されたとしても、一度発生した著

作権は著作者である作家に帰属したままとなるのが

通常である。そのため、作品を複製（コピー）する「贋

作」は、通常、著作者が保有する複製権（著作権法

21条）(2)を侵害することになる。後にも述べるように、

著作権法という法律は、著作者の許諾を得ずに著作

物を利用することを原則として禁止する法律である。

いわずもがなではあるが、著作者が自らのオリジナ

ル作品を複製する贋作の制作を許諾することはあり

得ないだろう。ゆえに著作者は、「贋作」の作者に対

し、複製権侵害を理由として「贋作」の廃棄等の処

分を求める差止請求権、更には「贋作」の販売等によ

り生じた利益を損害賠償請求として求める権利を有

することになる。

なお、著作権侵害の責任を問いうるのは、著作権

が“生きている”ことが前提である。何故なら、著作権

は永遠に保護されるものではなく、保護期間という

一定の期間に限って保護されるためである。これは日

本だけでなく、期間の幅に差があるものの世界中の

著作権法が採用しているルールといって過言ではな

い。この点、日本の著作権法は暦年主義という考え方

を採用しており、創作の時から著作権法に基づく保

護が開始し、原則として著作者の死後、正確には亡く

なった年の翌年の1月1日から起算して、70年の間は

保護されることとなっている（著作権法51条）(3)。「贋

作」の基となったオリジナル作品が歴史的名画の場

合、著作者が既に物故している場合が少なくない。

では、その著作者の遺族は、「贋作」の作者に対し

て、著作権法に基づき一切の責任追及が不可能に

なるのであろうか。実は、一定の場合には保護が与え

られている。著作者の死後においても、著作者が存

しているとしたならばその著作者人格権の侵害とな

るべき行為がなされた場合、遺族は、差止請求、損害

賠償請求等をすることができる（著作権法116条及

び同60条）(4)。著作者は創作と同時に氏名表示権

（著作権法19条）などの著作者人格権を有する（著

作権法17条2項）が、当該人格権は一身専属的なも

のである。より端的に言えば、著作者固有の権利で

あり、その死去と共に消滅するというのが日本の著

作権法の原則である（著作権法59条）(5)。遺族に与

えられた上記権利は、当該原則の例外を成す救済

手段である。

ところで、「贋作」自体に著作権は生じないだろう

か。最終的な判断は事案毎に異なるものではあるも

のの、著作権が発生する場合は稀であろう。何故な

ら、「贋作」の作者は、販売等により何らかの利益の

取得を企図するのが通常であり、そのためには可能

な限りオリジナルの作品に似せてコピーする必要が

ある。つまり、オリジナルに似せれば似せるほど、必

然的に「贋作」そのものは創作性を有していないとい

う結論に近づくことになる。なお、如何なる場合に創

作性を有するのか、それによって著作権が生じるの

かという問題は、それ自体が深淵かつ難渋を極める

テーマであることもあり、本稿では直接取り扱わな

いこととする(6)。

（2） オリジナルが存在しない場合

より複雑な法律上の問題を提起するのは、オリジ

ナルが存在しない場合である。「贋作」がオリジナル

のコピーではない以上、オリジナルの著作者が上記

の複製権を主張することはできない。また、美術関

係の方々にとっては悩ましい結論であると想像する

が、作風や画風は著作権法によって保護される対象

とはされていない。そのため作風や画風が類似して

いたとしても、そのことをもって著作権侵害の責任を

問うことはできない。この結論は古くから裁判例に

よって認められており、学説においても広く支持され

てきたが、近時、文化庁により公表された見解におい

ても認められている(7)。倫理上の問題はさておき、著

作権法上は「贋作」自体がオリジナルの著作物とい

うことになる。

では、このような場合において、著作権法上は何ら

の手当てもなされていないのであろうか。作品に著作

者名が詐称されて使用された場合、刑事罰が科され

ると規定されている（著作権法121条）(8)が、これは

あくまでも刑事罰である。すなわち、国家により罰金

等が科されるに留まり、「贋作」の被害者である作家

自身には差止請求権や損害賠償請求権などの著作

権法上の救済手段は与えられていないのである(9)。

高知県立美術館が購入した絵画《少女と白鳥》の

場合は、ヴォルフガング・ベルトラッキが創作し、同

氏が著作者であり、（譲渡等の行為がなされていな

い限り）同氏が著作権を有していることになる。ここ

で我々は難問に直面することになる。それはまさしく

「再考《少女と白鳥》」の展覧会を開催するにあたっ

て、主催者である高知県立美術館の関係者が直面

し、かつ乗り越えた問題であると想像する。

複製権の箇所で述べたとおり、著作権法という法

律は、著作者の許諾を得ずに著作物を利用すること

は原則として禁止する法律である。では、「贋作」に

著作権が発生する場合、当該「贋作」を購入した美

術館等は、「贋作」の著作者の許諾を得ない限り、作

品を公表することはできないのであろうか。論点が

多岐に亘るため、ここでは「公表」と「引用」に焦点を

当てて論ずることとする。

「公表」は著作者人格権の一つである公表権の対

象となるものであるが、作品の譲渡等の処分がなさ

れた場合、公表に関して同意の推定があったと規定

されている（著作権法18条2項2号）。そのため、「贋

作」を購入した美術館等が「公表」に際して「贋作」

の著作者から同意を得ることは不要である。

では、「贋作」の写真や画像をパンフレットやウェ

ブサイト、更には画集等に「引用」することはどう考

えるべきであろうか。あらゆる原則に例外がある。著

作権法もその例外ではない。無許諾による利用を認

める制限規定の中核を占めるのが「引用」（著作権

法32条1項）に関する規定である。

著作権法32条1項の文言は、下記のとおりである。

「公表された著作物は、引用して利用することがで

きる。この場合において、その引用は、公正な慣行に

合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他

の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので

なければならない。」

現行著作権法の根幹を成す規定は、1970年に成

立したものである。著作権法32条もその一つであ

り、当時の立法の文言がシンプルかつ抽象的なのは

否めない。そのため、「引用」に該当するか否かの判

断に関しては、裁判所による一種の法創造、それも

最高裁判所等の上級審により定立された規範が何

よりも重視される傾向にある。この点、実務において

は、昭和55年3月28日、マッド・アマノ事件において

最高裁判所により判示された規範が長きに亘り判断

基準として機能してきた。具体的には、①「引用して

利用する側の著作物と、引用されて利用される側の

著作物とを明瞭に区別して認識することができ」る

こと（明瞭区分性）、かつ②「両著作物の間に前者が

主、後者が従の関係があると認められる場合」（主従

関係）であることが必要であるとされてきた。筆者の

知る限り、当該基準は美術館等で著作物を「引用」

する際にも重視され、かつ現在でも当該基準に従っ

て判断される傾向にある。

しかしながら、当該判断基準は、上記著作権法32

条の文言に合致するものではない。のみならず、マッ

ド・アマノ事件で適用が問題となったのは、1970年

まで施行されていた旧著作権法であり、現行著作権

法に関して判断された判例ではない。少なくとも平

成22年10月13日、絵画鑑定証書事件において知的

財産高等裁判所により新たな基準が採用されて以

降、裁判所においてマッド・アマノ事件の判断基準

がそのまま採用されることはなくなっている。では、

新たな判断基準はどのような内容であろうか。それ

は条文の文言を手掛かりとして、利用の目的、その方

法・態様、利用される著作物の種類・性質、当該著作

物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度等を総合

考慮しようとする基準である。すなわち、上記マッド・

アマノ事件の①明瞭区分性及び②主従関係という

形式的な判断基準は、最早変容されたと評価でき

る。筆者が思うに、これは美術業界にとって朗報では

なかろうか。とりわけ②主従関係の存在は、「引用」

規定の適用範囲を極めて制限するものであった(10)。

無論、著作権者の側からすると「引用」の適用範囲が

広がるということは、自らの許諾なく著作物が利用さ

れることを意味する。そのため、かかる新基準に反対

あるいは異論があったとしても不思議ではない。し

かしながら、あらゆる創作物は“無”から生じるもの

ではない。著作者が血の滲むような努力をして創作

された作品も、決して著作者が全てをゼロから創作

したものではない。芸術作品の著作者は、その創作

過程を通して彼方を見渡すことができるかもしれな

い。だがそれは、偉大な、場合によっては名もなき先

人たちという巨人の肩に乗っていることの恩恵に他

ならない。ここで筆者が強調したいのは、誰しもが

「引用」という恩恵を蒙っていることを忘れてはいけ

ないということである。何よりも大事なことは如何に

バランスを図るかということであり、いみじくもそれ

は著作権法がその目的とするところに他ならない。

著作権法の目的を規定する1条は、下記のとおりで

ある。

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送

及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接

する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用

に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつ

て文化の発展に寄与することを目的とする。」

つまり、①著作者等の権利の保護と②引用等の

公正な利用の間のバランスを取り、もって③文化の

発展に寄与することを目的としているのである。著作

権法の究極の目的は、③文化の発展への寄与であ

り、その目的のために①著作者等の権利の保護も図

られているのである。このことは、美術業界に従事す

る方々に是非とも留意してもらいたい点である。筆者

の意見では、この20、30年で日本は過剰なまでに“コ

ンプライアンス”という言葉を尊重する社会となっ

た。決して誤解してもらいたくはないが、違法なこと、

不当なことを許容すべきというのではない。ただ、“コ

ンプライアンス”という言葉が独り歩きすることによ

り、思考が停止してしまう虞がないか、それによって

失われている価値がないかということによくよく目を

向けてもらいたいのである。例えば、「引用」の文言

が曖昧であるために、その適用を躊躇することに

よって、「文化の発展に寄与」する機会を喪失するこ

とにならないだろうか。上記のとおり、「引用」を定め

る著作権法32条1項は、「公正な慣行に合致するも

の」であることを求めている。では、「公正な慣行」を

確立し、維持していくのは誰であろうか。筆者は、そ

れは美術館を訪れる一般人だけでなく、美術業界

に従事する全ての者であると確信している。

3． 結びに

萎縮が蔓延する現代の日本社会において、高知県

立美術館が今回の展示、更には一連のシンポジウム

を企画・実施するに際しては、筆者の想像する以上

に様々な困難があったはずである。そんな困難の一

つ一つを乗り越え、のみならず京都大学准教授・田

口かおり氏による一連の調査活動を広く公開し、展

覧会で無料配布した冊子をウェブ上で公開するとい

う英断に心から最大限の賛辞を贈りたい。これこそ

まさに「公正な慣行に合致」し、「文化の発展に寄与」

するものに他ならないからだ。


